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全日本民医連第４7回定期総会
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はじめに

非戦・人権・くらしを旗印に、ケアの倫理を
深め、人間の尊厳をまもろう、ジェンダー平等
と多様性の尊重、民医連事業所を守り発展させ
ようと運動方針を練りあげた４６回総会から ２年
が経過しました。

この ２年間、我が国の医療・介護事業所にも
たらされた深刻で異常な経営危機のなか、私た
ちはそれぞれの民医連事業所の経営を守るため
に大変な努力をしてきました。そしてそれは、
わが国の医療・介護界をあげての大きなたたか

■本文中の（注）については用語解説を載せています

第４7回総会スローガン

●改憲を許さず、地域から、共同組織とともに「非戦・人権・くらし」を掲げ、大軍拡を阻止
し、人権としての社会保障・国民皆保険制度を維持・発展させよう
●ケアの倫理の学びを力に、自己責任論と排外主義に対峙し、公正でジェンダー平等と多様性
が尊重される社会と民医連をめざし対話・行動しよう
●国の責任でケア労働者の処遇の改善と医師増員を実現し、私たちの総合力で医療・介護事業
所の経営を守りぬくとともに、医療・介護の担い手の確保と育成で前進を勝ち取ろう
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いを起こすなかですすめられました。一人ひと
りの職員が署名にとりくみ、県連・法人はコロ
ナ禍でつながった多くの事業所に呼びかけ、各
病院団体と対話をし、国や自治体に働きかけて
きました。いまだ経営危機は深刻に継続してい
ますが、「まちの病院・診療所、介護事業所を
まもれ」という世論は政府を不十分ながらも動
かすまでになっています。
私たちの医療・介護の現場と地域では、経済
格差、不十分な年金制度などによって、医療・
介護に十分にアクセスできない人びと、どうに
か受診はできていても必要な検査や治療を我慢
している人びとが増え続けています。さらには、
生活保護制度など権利としての制度利用に際し
て、行政当局からそれを阻まれ、あるいは剥奪
（はくだつ）されるような論外の人権侵害も目
のあたりにしてきました。障害者、外国籍、性
的マイノリティなど、さまざまな周縁化された
人びとの医療や介護へのアクセスにも深刻な困
難が変わらずつきまとっています。誰も置き去
りにしない私たち民医連事業所の存在、そこに
働く私たち民医連職員の存在が、そのような不
条理に対する防波堤、支援とたたかいの拠点に
なっています。
コロナ禍のジレンマのなかで悩みぬいた私た
ちが「ケアの倫理」と出会い、この ２年間その
学びと語らいを深めるなかで見つけてきたのは、
一人ひとりの人権、尊厳を守るうえでのケアの
大切さと力であり、それを損なったり、無視を
するケアレスな制度や政策は、ケア重視に変え
ていかなくてはならないということでした。民
医連に限らず医療・介護関連の事業所の大部分
に共通するさまざまな困難は、低く抑えられて
きた診療報酬・介護報酬と強く関係しており、
そのおおもとには、軍備増強には聖域のように
財政出動しながら、社会保障を「コスト」とし
て削減する政治、医療・介護福祉系エッセンシ
ャルワーカーの社会的位置づけの低さなどがあ
ります。
政府と経済産業界が一体となって軍需産業に
力をいれ、排外主義的な発言を公然と行う政党
が議席を伸ばし、新たな自・維政権は、外交上
の緊張を高めており、もはや戦前とも認識され
うる状況です。
急速に差別と排除、自己責任論が強さを増し

ているように見える混（こん）とんとした今の
社会ですが、「ケアの倫理」Café で学び考えた
視座をもって、いのちと人権という灯（あか）
りを掲げて対話をすすめれば、地域には、まっ
すぐに人権にむきあう出会いがあり、まっとう
な市民社会を形成する力が存在しています。被
団協のノーベル平和賞受賞、旧優生保護法下強
制不妊手術訴訟の最高裁での完全勝利など、平
和と人権をめぐる画期的な出来事があいつぎ、
また選択的夫婦別姓や同性婚、ジェンダー平等
などの人権にかかわる市民のとりくみのひろが
りと一定の司法判断が行われたこの ２年間の前
むきな変化は、国連および世界各地で、差別と
排除、軍備増強をすすめる勢力に対して、包摂
と連帯、非戦非暴力をもとめて行動している人
びとのエネルギーとつながっています。
わたしたちは、その地域での対話、市民社会
とのかかわりとつながりをつくりながら、日々
の医療・介護実践やソーシャルアクションを通
じて、仲間を増やし、育ちあい、自らの医療・
介護の質を高め続け、現在の深刻な危機をはら
む情勢、経営や人手不足などの主体的な困難を
乗り越えていかなければならない重大な局面に
立っています。民医連という組織自身にも、多
様性やジェンダーバランス、世代間を超える知
恵と行動の結集など、従来の延長線を超えるよ
うな変化、進化が求められています。
今、民医連綱領とともに、日本国憲法と国際
基準の人権を学び深めることが非常に重要です。
その学びを力に、共同組織の仲間とともに、地
域のなかで人権保障の連帯と協同の輪をひろげ
ながら、なんとしても戦争を起こさせず、いの
ちと健康と尊厳を守り、事業所を守り、私たち
医療・介護福祉従事者の処遇を改善し、一人ひ
とりが大切にされ、民医連事業所と職員がいき
いきと活躍する ２年間にしていきましょう。
第４７回定期総会は、第一に情勢認識を一致さ
せ、４６期の到達、教訓を学び合い、４７期方針の
確立、第二に４７期方針の先頭に立つ役員の選出、
第三に４６期決算、４７期予算を決定しました。
平和的生存権、人権が鋭く問われ続ける沖縄
での総会からのバトンを受け、健康権のたたか
いの草わけとして歴史に輝く岩手での総会とな
りました。すべての県連・法人・事業所で方針
を学び具体化し、実践をすすめましょう。
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２０２０年代の中間点に立って

第 １章

２０２０年 ２ 月第４４回熊本総会で、私たちは２０１０
年の綱領改定からの１０年をふり返り、２０２０年代
に民医連がすすむべき道筋を明らかにしました。
環境課題など SDGs とも共鳴しつつ、人権に関
する国際的規範の進展や核兵器禁止条約の成立
（２０１７年）などに確信を持ち平和課題にとりく
むこと、SDHの視座で「医療・介護活動の ２
つの柱」を深化させ、社会保障改悪に抗するこ
と、無差別・平等の地域包括ケアの構築に主体
的にかかわる姿勢で、自らの経営課題の克服に
挑むこと、そして、その実践を担う職員育成を
変革の視点で推進することなどを提起しました。
その後、２０２０年からの新型コロナウイルス
（COVID１９）による歴史的なパンデミックや、
２０２２年 ２ 月からのロシアによるウクライナ侵攻、
２０２３年１０月からのイスラエルによるガザ地区で
のジェノサイド、２０２５年からの第二次トランプ
政権（トランプ ２・ ０）などを契機として、世
界と日本の社会・政治は大きく揺るがされてい
ます。２０２３年 ２ 月、全日本民医連は、第４５期第
２回評議員会で、以下のような認識を確認しま
した。「ロシアのウクライナ侵略戦争に端を発
した世界的軍事緊張と、それを利用した大軍拡
の推進、アベノミクス失政による日本経済の行

き詰まり、国民負担を強いることでしか継続案
をしめせない社会保障解体路線など、これ以上
の平和と人権尊重の流れへの逆流、後退を許す
ならば、戦後、日本が何とか守り続けてきた、
この国のありかたそのものが、瓦解（がかい）
する危機に直面しています」。あれから ３年、
この状況はさらに悪化し、国民生活を圧迫して
います。
加えて、ジェンダー平等や多様性の尊重など
の課題でもともと遅れを取っていた日本は、人
権諸条約に関する国連からの勧告に真摯にむき
合おうとせず、世界水準に遠くおよばない状況
に陥っています。排外主義（注 １）のひろがり
や世代間対立が懸念される昨今、世界の人権保
障の到達に学び、「国際基準の人権」にもとづ
いて考え行動することが強く求められています。
２０２６年は日本国憲法公布８０周年となります。憲
法が真に生きる社会に転換できるかどうか、大
変重要な局面です。
２０２０年代の中間点に立った今、これまでとは
フェーズの異なった事態に直面していることを
自覚し、それにふさわしいとりくみを具体化す
ることが求められます。

第 １節　「新しい危機的なフェーズ」に入った世界と日本

（ １）�グローバル資本主義の暴走がもたらした
問題

あくなき利潤の追求を基本原理とするグロー
バル資本主義の暴走は、社会に深刻な困難をも
たらしています。気候危機の深刻化と経済格差
の拡大は、これまで講じられてきたさまざまな
対応策も有効な歯止めとはなっておらず、今や
人間社会の持続可能性そのものが問われる限界
的な局面を迎えています。

①ますます悪化する気候危機
地球温暖化によって世界規模で異常事態が進
行しています。氷床の減少、サンゴの死滅、豪
雨や大洪水、海面上昇による水没の危機に見舞
われる島国や沿岸地域、大干ばつや広範囲の山
火事、森林破壊と砂漠化、農作物被害と食糧不
足、新興感染症発生リスクの増加など、その被
害はひろがるばかりです。
こうした事態に対して、１９９０年代から国連気
候変動枠組み条約締約国会議COP（１９８カ国・
地域）での議論と対策がすすめられ、２０１５年の
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COP２１（パリ開催）では、「産業革命前からの
世界の平均気温上昇を ２℃より十分低く保ち、
１.５℃に抑える努力を追求すること」を共通の
目標として確認しました。その後、温室効果ガ
ス削減・化石燃料の使用制限などの各国目標の
実践が思ったようにすすまないなか、２０２１年
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は「人
間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させ
てきたことには疑う余地がない」と断じ、国際
社会にむけて、対策を促進させるよう呼びかけ
ましたが、事態はむしろ逆行しているとも言え
ます。気候変動を「史上最大の詐欺」と発言し
たトランプ大統領のもとでアメリカは、昨年ブ
ラジルで開催されたCOP３０に参加せず、この
運動でも分断を持ち込んでいます。目標値１.５℃
を超えることはもはや避けられない状況です。
政治の責任を厳しく問いつつ、「気候正義」
のムーブメントに連帯し、この課題へのとりく
みを強化することが必要です。

②深刻な経済格差の拡大
国際NGOオックスファムによれば、現在最
富裕層 １％は下位９５％が持つ富の合計よりも多
くの富を保有する一方、３６億人が貧困ライン以
下の生活をおくっており、世界不平等研究所の
報告によれば、世界の富のうち、上位１０％が７６
％を所有し、下位５０％の保有は ２％にすぎない
という状況です。
加えて、収入や教育機会、住環境など個々の
社会経済的状況が健康格差に直結する実態が
COVID１９の世界的パンデミックでより明らか
になり、今や経済格差は人びとのいのちと健康
を脅かす重大要因になっているといえます。
この間、OECDや G２０などが主導した、新
しい税制の国際的ルールの確立や、一部の国で
は富裕層に対する課税強化、付加価値税（消費
税）の減税といった公正な税制の確立（課税正
義）にむけた施策が模索されていますが、現状
を大きく変えるには至っていません。
多くの専門家が指摘するように、処方せんは
明らかであり、富裕層への適正な課税をどのよ
うに実現するのか、経済や社会のありかたへの
模索と併せて、政治的な働きかけを強めていく
ことが求められます。

③ 人権、DEI（注 ２）に対するバックラッシュ（逆
流、揺り戻し）
こうした状況を背景に、過激なナショナリズ
ムのひろがりや、人種や国籍、性別などを理由
にしたマイノリティへの差別・排斥も深刻にな
っています。欧米でも日本でも排外主義を主張
する右派ポピュリズム政党の台頭が目立ち、中
道の右・左派政党が議席を後退させているのが
特徴です。どの国にも国民の厳しい生活実態が
その背景にあります。
この流れは、人権や倫理の面で、戦後積み上
げてきたさまざまな規範に深刻な脅威をおよぼ
しており、アメリカでは反DEI 政策が強行され、
SRHR（性と生殖に関する健康と権利）や性の
多様性など、人権問題で重大な逆流が生じてい
ます。
日本では、日々の生活苦の影響から、「社会
的弱者」である高齢者や障害者、性的マイノリ
ティー、外国人などが「国から補助を受けてい
るのに対して、補助を受けられない自分たちは
割を喰っている」と感じる意識が、特に若中年
層の間で強くなっていること、そしてそのこと
が、外国人排斥や世代間対立などを掲げる政治
勢力が支持を得るという状況につながっている
ことが指摘されています。

（ ２）平和と社会保障が戦後最大の危機に

MAGA（注 ３）を掲げ、トランプ２.０始動以降、
自国ファーストの徹底化をはかるアメリカは、
これまで積みあげられてきた国際ルールを踏み
にじるふるまいを続けています。また、そんな
アメリカに追随（ついずい）してきた日本政治
は、「タガが外れた」と称するにふさわしい状
況に陥っており、平和と社会保障は危機に瀕し
ています。

①世界中で戦争の危機が高まっている
トランプ２.０のもと、昨年１２月 ５ 日に発表さ

れた米国国家安全保障戦略（NSS２０２５）では、
同盟国・友好国がアメリカに防衛負担を課し、
意味の乏しい戦争にアメリカを巻き込んできた
ことを指摘したうえで、北大西洋条約機構
（NATO）諸国の安全よりもアメリカの安全
を第一にすることを強調し、ロシア・ウクライ
ナ戦争終結への欧州各国の努力が足りないと非
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難しました。アメリカが当初と異なる立場を表
明する状況に変化したことをもって、「モンロ
ー主義（注 ４）」の再来とする言説もあり、南
米への経済的・軍事的圧力もその文脈で語られ
ることが多くなってきました。
今回のアメリカによるベネズエラ船撃沈や １
月 ３日深夜の空爆・大統領拉致などは、理性に
よる抑制が効かなくなっている証左とも見えま
す。世界はまた一歩危険な段階にすすんだとい
えます。
欧州各国は、こうしたアメリカを戒（いまし）
めるどころか、ひきつづき欧州の安全保障の枠
内に引き留めるために、この間各国で軍拡が進
行しています。欧州連合（EU）のフォンデア
ライエン委員長は「安全で強靭な欧州をつくる」
と意見表明し、NATO首脳会議は、加盟国が
２０３５年までに軍事費を対GDP比 ５ ％に引き上
げることを宣言しました。クロアチアが来年１８
年ぶりに徴兵制を再開、フランスでは２５年ぶり
に限定的な兵役が復活し、ドイツでも徴兵制復
活が閣議決定されるなど、きな臭い状況が進行
しています。

②「成長しない国」と「戦争する国づくり」
日本経済には長年の失政の影響が強く表れて
います。１９９０年代からの労働の自由化により大
量の非正規労働者が生み出され、結婚・出産を
希望しても経済的に叶わない状況が蔓延するな
どの要因で少子化が急速に進行しました。加え
て、国民の生活苦が一気にひろがる深刻な状況
下で、アベノミクス「 ３本の矢」（大胆な金融
緩和、機動的な財政出動、規制緩和などによる
成長戦略）は経済成長も財政再建も、そして「ト
リクルダウン」も実現できず、国民の実質可処
分所得は改善しませんでした。中央銀行（日銀）
は「掟破り」とも言える財政資金調達（大量の
国債購入）で政府の借金の肩代わりをし続け、
国家予算の約 ４分の １を国債借り換え（返済）
と利払いに充てざるを得ず、かつ借金総額が増
え続けるという悪循環を引き起こしました。日
本の国際的信用は低下し「成長しない国」とし
て取り残されているというのが現状です。
国民の購買力を上げない限り経済の再生はあ
り得ません。そのためにも、安定した雇用環境
の実現と賃上げ、そして公正な税制改革が欠か

せません。
また、日本はアメリカにとって東アジア最大
の軍事拠点と位置づけられ、日本政府もそれに
応えて来ました。２０１４年の集団的自衛権容認の
閣議決定、２０１５年の安保法制強行、２０２２年の安
保 ３文書（「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」
「防衛力整備計画」）改訂と、「戦争する国づく
り」が着々とすすめられるなか、南西諸島に米
軍・自衛隊共同戦力の拡大整備がすすめられ、
「敵基地攻撃能力」を構想するなど、アメリカ
の戦争で日本が戦場と化すことが現実的懸念と
なっています。
軍拡内容は常軌を逸しており、防衛費対
GDP比 １ ％枠保持や殺傷兵器の生産・輸出禁
止といった、長い間固く守られてきたルールは
閣議決定のみで葬り去られました。加えて、首
相が国是である非核三原則の見直しをほのめか
し、政府高官が「核保有すべき」と発言するな
ど、唯一の戦争被爆国として断じて許し難い状
況です。今や防衛費は「聖域」として青天井の
様相（ようそう）を呈（てい）し、兵器産業は
経済発展の重要なツールと位置づけられる事態
です。
アメリカの戦争に巻き込まれた場合に戦場に
なるのはアメリカ本土ではなく日本です。そう
した現実を見据えた外交と防衛のありかたを検
討すべきであり、日米安保最優先の平和構想が
現実の平和を遠ざける可能性を強めていること
は明らかです。既に存在しているASEANを
軸にした非軍事的な安全保障の枠組みを生かし
て、東アジアの平和の構築に臨んでいくことが
求められます。

③社会保障理念の変質と国民皆保険制度の危機
その一方で、社会保障への攻撃は苛烈（かれ
つ）を極めています。１９８０年代から始まった系
統的な医療費抑制政策は、１９９０年代には「橋本
６大改革」として、「高コスト構造の是正」を
目的に、公的給付の削減、受益者負担の強化が
はかられました。１９９５年の社会保障制度審議会
「９５年勧告」では、「５０年勧告」（注 ５）がしめ
した国家責任を曖昧にし、社会保障制度を「み
んなでつくり、みんなでささえていくもの」と
定義しました。２０００年代には小泉構造改革で社
会保障費自然増部分の容赦ない削減が断行され、
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「医療・介護崩壊」とも報じられた事態が各地
でひろがり、２００９年の政権交代の引き金になり
ました。
２０１２年に民主党、自民党、公明党により策定
された社会保障制度改革推進法は「９５年勧告」
を実質的に法定化したものであり、「自助」と「自
己責任」が原則で、それを「共助」（社会福祉）
によってささえることを社会保障の基本骨格と
し、憲法２５条の立法改憲とも言える内容でした。
同時に成立した改正消費税法では、消費税を社
会保障の主要な財源にあてることを明記し、そ
の後自民党政権はこの改正を盾に消費税減税に
一切応じない態度を続けています。
民主党から政権を取り戻した第二次安倍内閣
以降の自民党政権はこの路線を忠実にすすめ、
２０２２年１２月の全世代型社会保障構築会議報告で
は「社会保障は世代を超えたすべての人びとが
連帯し、困難をわかち合い、未来の社会にむけ
て協力し合うためにある」と、社会保障におけ
る国の責任をしめすことなく「助け合いの仕組
み」と再定義するかのような内容になっていま
す。
これまで数かずの制度改悪に対して国民運動
が立ちあがり、国民皆保険制度はかろうじてそ
の体を保ち、「世界一」と称された日本の医療
を維持してきました。しかしながら近年、タガ
が外れた政治の影響で、新しい質の困難に直面
しています。超高齢社会の到来と医療技術の進
歩などにより保険医療支出が増大することをも
って、社会保障が国家財政の悪化の主因かのよ
うな言説が喧伝され、理念や人権を無視した社
会保障抑制策が登場しています。もっとも困難
な疾病を抱えた人に鞭打つような高額療養費制

度の患者負担増や、適切な診療から遠ざけ、さ
らに国民の自己負担を大幅に増やすことにつな
がるOTC類似薬の保険外しなどはその典型で
す。加えて、くり返されてきた診療報酬・介護
報酬の削減、円安と物価高騰で医療機関・介護
事業所が深刻な経営難に陥っていることは重大
であり、主要病院団体の幹部から「国民皆保険
制度の維持が困難になるかもしれない」との発
言が出るほど事態は深刻です。
また、長年にわたりケア労働が低く評価され
てきたことと少子化を背景に、近年、看護・介
護従事者の養成が重大な危機に瀕しています。
看護師養成課程（大学、専門学校含む）の受験
者数が激減し、特に看護師専門学校（ ３年過程）
の受験者数は２０１５年 ８ 万７２１７人から２０２４年には
３万５７２８人に減少しており、定員割れや閉校す
るケースが増えています。介護労働者の処遇は
他産業比較で月額マイナス ８万３０００円（２０２４年
値）と劣悪な状況が放置され、介護需要が増加
するにもかかわらず、実労働者数が増加しない
という深刻さです。介護福祉士養成学校は ５年
間で５５校（課程）が閉鎖し、新規入学者の半数
は外国人留学生にささえられているのが実情で
す。
付け焼刃的な対応では到底解決できない事態
であり、抜本的な政策転換が無ければ、この国
の医療・介護のありかたそのものが大きく変わ
ってしまうような局面と捉えなければなりませ
ん。
積みあげてきた、公的な医療・介護制度のこ
れ以上の後退を許さず、医療界・介護界と広範
な国民各層が結束して、いのち第一の政治の実
現にむけ行動する時です。

第 ２節　「医療・介護活動の ２つの柱」提起から１０年
２０１６年の第４２回総会（福岡）で「医療・介護
活動の ２つの柱」（「 ２つの柱」）（●貧困と格差、
超高齢社会に立ちむかう無差別・平等の医療・
介護の実践、●安全、倫理、共同のいとなみを
軸とした総合的な医療・介護の質の向上）が提
起されて１０年が経過しました。本格的な「地域
包括ケア時代」を迎えるにあたり、いかなる医
療・介護事業戦略モデルを、そして共同組織と
の協同をつくりあげるのか、という課題に直面

するなかで「無差別・平等の地域包括ケア」実
現をめざす私たちにとって日常の医療・介護実
践の新しい旗印として進化させたものです。

（ １）�提起の背景となった「地域包括ケア」の
進捗

地域包括ケアは２００３年、 ２年後の介護保険法
改正に際して「地域包括ケアシステム」として
登場し、厚労省高齢者介護研究会の報告書
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「２０１５年の高齢者介護」のなかで国の政策方針
として正式に提言されました。「団塊の世代」
がすべて後期高齢者になる２０２５年をターゲット
年と定め、厚労省によれば「要介護状態となっ
ても住み慣れた地域で自分らしいくらしを人生
の最後まで続けることができるよう、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保さ
れる体制」という内容で構想されました。
ターゲット年を越えた今、同構想はどう評価
されるべきなのでしょうか。２０１３年の社会保障
制度国民会議報告書では、めざす地域包括ケア
システムのありかたとして、「QOLの維持・向
上を目標として、住み慣れた地域で人生の最後
まで、自分らしいくらしを続けることができる
仕組み」であり、「医療サービスや介護サービ
スだけでなく、住まいや移動、食事、見守りな
ど生活全般にわたる支援を併せて考える」「人
口減少社会における新しいまちづくりの問題と
して、医療・介護のサービス提供体制を考えて
いく」と表現されています。
しかし、２０１０年代なかばから地域医療構想に
もとづく病床再編政策がすすめられるなか、地
域包括ケアは「自助」「互助」を中心に据えた
ベッド削減の受け皿として位置づけられ、「病
院から在宅へ」「医療から介護へ」「介護から市
場・ボランティアへ」と患者・利用者を押し流
すことで、国にとって低コスト・効率的な医療
・介護提供体制の構築が２０２５年にむけてめざさ
れるようになりました。
こうした経過のなかで現状を評価すれば、初
期の構想との乖離は明らかです。今や多くの病
院の存続が危ぶまれ、診療所すら無くなるよう
な地域が今後増えることが予想されています。
介護については、その労働環境と処遇の劣悪さ
から圧倒的な担い手不足が今後も続くとされて
おり、国はそれを解消する術を提示できず、「保
険あって介護なし」状況が常態化しています。
人権としての住宅環境の整備も事実上放置され
たままです。
次のターゲットは２０４０年です。６５歳以上人口
がピークを迎え、団塊の世代を中心に８５歳以上
人口が急増する１５年間となります。地域での変
化にアンテナを張りめぐらせ、連携を重視し、
知恵を出し合い、人権の視点で地域包括ケアの
充実にかかわっていくことが求められます。

２０２０年代後半がそのスタートとなります。

（ ２）「 ２つの柱」の深化のために

「人権としての社会保障を制度として求めな
がら、現実の貧困と格差、超高齢化社会に立ち
むかう民医連の事業所と共同組織の活動方向を
より鮮明に打ち出す（第４２回総会会長あいさ
つ）」ための重要な提起として位置づけた「 ２
つの柱」は、その後の１０年間、「無差別・平等」
の医療・介護を実践し、質向上に挑み続けた民
医連組織全体を牽引（けんいん）した旗印でし
た。
民医連はこの間、経済的事由による手遅れ死
亡調査や『歯科酷書』で国民の窮状を告発し、
無料低額診療事業や地域連携の積極的構築、フ
ードパントリーの定期開催など、受療権保障と
生活支援にとりくみました。さらには、共同組
織と力を合わせ、地域のステークホルダー（利
害関係者）とのさまざまな連帯を形成し、まち
づくりでもその役割を積極的に果たしてきまし
た。
そして、 ６年におよぶコロナ禍での実践を通
じて、ケアとケア労働の価値を世に問うととも
に、いのちのとりで裁判や「結婚の自由をすべ
ての人に」訴訟、被ばく者運動など、当事者と
ともに基本的人権や個人の尊厳を守るたたかい
に参加してきたこと、加えて、「旧優生保護法
下における強制不妊手術問題に対する見解」の
とりまとめと学習運動、人権と倫理センターの
設立、SOGIE コミュニティとジェンダー委員
会の発足と、それらを軸にした啓発活動などを
通じて、人権論を深めてきたことは特筆すべき
前進です。多くの職員が参加した４２期の「憲法
Café」、４４期の「人権Café」、そして４６期の「ケ
アの倫理」Café は、いずれもこの間に行われ
た学習実践です。
そうした経過のなかで、憲法１３条（個人の尊
重）や１４条（法の下の平等）、２４条（個人の尊
厳と両性の平等）への理解を深めたことは、民
医連の運動方針の発展にとっての画期となりま
した。そして私たちは、フェミニズムの視点を
自覚的に取り込むに至り、「ケアの倫理」を総
会スローガンに掲げるほどに、その認識を深め
てきました。
フェミニズムは、いのちを産み育て、死を看
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取るというケア労働（再生産労働）（注 ６）が
なぜ評価されないかという点について、家父長
制と資本主義との関係性のなかで問い、ケア労
働の公正な費用負担のありかた、「弱者が弱者
のままで尊重される社会」を追求してきました。
「ケアの倫理」はこれらの流れのなかで生まれ、
組織や社会の持続可能性にもつながる視座です。

提起から１０年たった「 ２つの柱」が、平和や
社会保障が危機に瀕するなかで、地域連携やま
ちづくりの重要性がさらに増す激動の２０２０年代
後半にむけて、どのように役割を果たし続ける
のか、情勢の変化に応じて、「旗印」自体を進
化（深化）させるという視点で、事業と運動を
すすめていく必要があります。

第 ３節　コロナ禍を越えて

（ １）�コロナ禍の現状認識と教訓を今後に生か
すために

新型コロナウイルスは世界で ７億７０００万人以
上、日本で３０００万人以上が感染し、死亡者は世
界で７００万人以上、日本で１４万人以上と、その
規模においても、「留め置き死」など社会全体
におよぼした、さまざまな影響においても、世
界史に残る巨大パンデミックとなりました。特
にわが国においては、 ５類へ変更した２０２３年 ５
月以後の １年間に ３万２５７６人が、国からの補助
金がほぼ無くなった２０２４年度 １ 年間でも ３万
５８６５人が亡くなった（死因 ８位）事実を忘れて
はなりません。
２０２０年からのコロナ禍は、日本社会全体に大
きな影響をおよぼしました。民医連は当初より
国民の受療権を守るため、７０年の歴史で築きあ
げてきた力をフル活用することで、その存在意
義をいかんなく発揮しました。「まず診る、援
助する、何とかする」という思いですすめられ
たコロナ禍に対する実践の全体像については、
４４期に「とりくみの到達と課題」としてまとめ、
第４５回総会方針にまとまった記述を行いました。
そのなかでは、分析の視点として●グローバル
資本主義による環境破壊が新興感染症を産み出
す一因となっていること●日本の医療提供体制
の弱点とケア労働者の劣悪な労働環境が露呈し
たこと●社会経済的状況が健康格差に直結する
現実があること●新自由主義による自己責任論
がまん延していること●年齢によるいのちの選
別など臨床現場での倫理規範が侵害されたこと
●政治に働きかけなければいのちを救えない現
実があること、をあげ今後の活動に生かすこと
を提起しました。
現在もなお、同ウイルスによる感染者は発生

し続けていますが、国の対応は補助金を含めて
「平時」対応になっており、そうした点を踏ま
えて、今後の事業と運動を構築することが求め
られます。
岸田内閣のもとで２０２２年 ８ 月に開催された
「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識
者会議」で、ヒアリングに臨んだ尾身茂医師（対
策分科会会長）と脇田隆字（たかじ）医師（ア
ドバイザリーボード座長）が、保健所や研究所
の人員体制拡充、感染検査体制の強化などを内
容とした２０１０年新型インフルエンザ対策総括会
議での提言が実行されなかったことに強く苦言
を呈（てい）したように、コロナ禍全般を通じ
て、医療・介護・保健分野での最大の教訓をあ
げれば、「平時の余力を備えること」です。し
かしながら、これまでのべてきたように、現政
権はまるでコロナ禍などなかったかのように、
逆行する政策を強行し続けています。
加えて、コロナ禍で経験した「理不尽な死亡」
が、その後に大きく影響していることを重視し
なければなりません。国民皆保険をうたうこの
国で、治療希望があるにもかかわらず、医療に
届かず死亡する事例が多発したこと、特に介護
施設などでは、年齢や認知症の有無が治療を受
けられるかどうかを左右したという事実は、こ
れまで経験したことのない　新たな体験として
日本国民の意識に刻み込まれました。その体験
が、「失われた３０年」につくりだされた自己責
任論と、長期にわたる成長しない日本経済、先
の見えない生活苦を背景に、「いのちの選別」
という感覚を日本社会に生み出しているのでは
ないかと懸念される現状があります。公党の国
政選挙公約に「尊厳死の法制化」や「終末期医
療の自己負担化」という政策が掲げられたこと
は、医療・介護従事者として断じて看過できな
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いことです。人としての尊厳はどんな時でも尊
重されるべき、という視点をひろめることが、
WHOの提言（注 ７）も踏まえた次のパンデミ
ックへの備えを確立し、国民皆保険制度を守る
確かな力となります。

（ ２）�２０２０年代後半、確信を持って歩みをすす
めよう

これまでのべてきたように、世界と日本は「新
しい危機的なフェーズ」に入ったと認識しなけ
ればなりません。２０２０年代後半にむけ、あらた
めて、第４４回熊本総会で提起した「２０２０年代の
４課題」（注 ８）の意味と意義を確認すること

が重要であり、私たちの事業と運動の軸として、
日常の実践をこの視点で前にすすめることが必
要です。
その原動力は民医連らしい人づくり、職員育
成であり、それを可能にする方略は既に４６期の
活動で蓄積されています。国際基準の主権者教
育が疎（おろそ）かにされてきた日本において、
民医連の育成活動の意義がいっそう高まってい
ます。
「ケアの倫理」を学び深めた私たち民医連が、
４課題で目に見える成果を出すような実践を重
ね、新しい質の前進を築くことができるかどう
か、４７期の大きなテーマです。

４７期を取り巻く情勢の特徴
～いのち・憲法・民医連綱領の視点で変革を

第 2章

第 １章で触れたように４７期は、世界と日本が
平和と人権をめぐり、大きな岐路にたつ時期と
なります。この章では２５年１０月２１日に発足した
高市内閣（自・維政権）の政策の特徴点をつか

み、「いのち・憲法・民医連綱領の視点」で戦
争する国づくりを止め、人権としての社会保障
・医療と介護を充実させていくうえでの課題を
中心にのべます。

第 １節　高市自民党・日本維新の会の連立政権の危険性
に抗（こう）して

（ １）�自公政権の終焉（しゅうえん）と自民党
・日本維新の会の連立政権合意の内容

衆議院選挙、参議院選挙の結果、両院で自民
党・公明党の与党は少数となりました。立憲主
義を踏みにじり、長年にわたって国民生活に背
をむけたまま、裏金政治を温存する政権に、有
権者が明確にNOを突きつけたのは大きな成果
です。参議院選挙で、市民連合から立憲各野党
に共通政策と共闘の維持拡大が要請され３２の １
人区のうち１７選挙区で「野党共闘」が実現、自
民党の敗北につながりました。２６年間続いた自
民党・公明党の連立政権は終焉（しゅうえん）
し、日本維新の会が自民党に閣外協力し、自民
党と日本維新の会の連立政権が誕生しました。
連立政権発足にあたって両党が合意した「政
権合意」は、この政権が戦争できる国をめざし、

社会保障を大幅に削減する新自由主義的改革を
さらにすすめ、外国人や異なる文化を持つ人び
とへの敵意をあおり、排除しようとする「排外
主義」につながる内容です。
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（ ２）加速する戦争する国づくり

①戦争する国への準備
高市内閣は、２０２２年１２月の岸田政権による安
保三文書の閣議決定以後の、敵基地攻撃能力の
保有、軍事費倍増など戦争する国への準備を加
速しています（図 １）。
発足後ひと月足らずのあいだにトランプ大統
領との対米公約として２０２５年の補正予算に防衛
費のGDP比 ２ ％への増額の達成、２０２６年度中
に「安保三文書の前倒し改定」を明言しました。
改定の内容として財源の見通し、必要性の根拠
もないままに防衛費のさらなる増額、「核兵器
を持たず、つくらず、持ち込ませず」との「非
核三原則」（注１１）の見直し、殺傷兵器の輸出
拡大、原子力潜水艦の導入などが含まれていま
す。
高市首相は、昨年１１月 ７ 日衆議院予算委員会

で、台湾有事をめぐって「戦艦を使って武力の
行使も伴うものであれば、これはどう考えても
存立危機事態（注１２）になりうるケースである
と私は考える」と答弁しました。戦争放棄をう
たった日本国憲法をじゅうりんし戦争につなが

る発言で、絶対に許されるものではありません。
また、この高市首相の答弁はこれまでの政権が
存立危機事態について「個別具体的な状況に即
して情報を総合して判断する」としてきたもの
からも逸脱するものです。安保関連法（戦争法）
の存立危機事態が政権によっていくらでも恣意
（しい）的に認定される危険性を浮かびあがら
せました。

（非核三原則の見直し・殺傷兵器の輸出解禁の
動向）
近年、核共有論や核武装論など非核三原則を
公然と否定する暴論が政治家によって主張され、
１２月１８日には、政府首相補佐官が「日本は核兵
器を保有すべき」、防衛大臣も「（核を保有する
ことも含め）あらゆる選択肢を排除しない」と
まで発言しました。歴代政府は、これまでこの
ような発言を許さず、発言者を更迭（こうてつ）
してきました。しかし、非核三原則の見直しの
必要性をくり返し主張してきた高市首相は、黙
認したままです。三原則を堅持するとした政府
の立場からその矛盾した態度は許されるもので
はありません。
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昨年、自衛隊はアメリカ軍と共同で、アメリ
カが核兵器を使用するシナリオ想定した訓練を
実施しました。この訓練は自衛隊からの要請に
よるものです。アメリカの「核の傘」（注１３）、「核
の抑止」に依存することが、アメリカの核戦争
に日本が巻き込まれる危険性をひろげています。
非核三原則は、国権の最高機関である国会に
おいて「国是（こくぜ）」（国をあげて是と認め
られたもの、国家としての方針、国家行動の基
本原則の意味〈広辞苑〉）とされてきたもので、
内閣と与党だけで見直せるような軽がるしい原
則ではありません。世論調査をみても、非核三
原則堅持が６９％（朝日２５年 ５ 月）、不支持は ８
％と非核三原則の堅持を支持しており、非核三
原則は唯一の被爆国として核兵器廃絶を訴えて
きた平和国家日本として見直すべきではありま
せん。また、平和憲法のもと日本は、武器の輸
出を「武器輸出三原則」（注１４）や政府統一の
見解として事実上全面禁止としてきましたが、
２０１４年第二次安倍政権の「防衛装備移転三原則」
（注１５）により、原則として認める方針に変え
られてきました。今年の国会で、政府は安保三
文書にもとづく防衛産業の維持を目的として、
殺傷能力のある兵器の全面輸出解禁が可能とな
るよう「防衛装備移転三原則」の改定をめざし
ています。日本で生産されたパトリオットミサ
イルをアメリカ経由でウクライナへ迂回輸出す
るなどの計画も準備されるなど、日本が平和国
家から戦争で儲（もう）ける「死の商人国家」
になろうとしています。

（ ３）�大軍拡と一体にすすめられる社会保障抑
制策がもたらす「いのちの危機」

1 ）悪化する貧困と格差の拡大・健康悪化
①生活が苦しい58.9％、大変苦しいが19年以降
で最大、生活保護申請数増加
厚生労働省が発表した２０２４年国民生活基礎調
査では、生活が「苦しい」とした世帯は５８.９％、
大変苦しいと答えた層が２８.０％と２０１９年以降の
調査結果で最大となっています。国税庁の民間
給与実態統計調査（２０２２年）では、年収２００万
円以下の労働者は非正規雇用を中心に約１１５０万
人と１８年連続で１０００万人を超えたままです。
２０２５年の企業倒産は過去１０年間で最大の７８９８

件になりました。コロナ禍でのゼロゼロ融資返
済、物価高騰、人手不足などが要因です。
１８歳未満の日本の子どもの貧困率は１１.５％
（２０２１年時点）です。ひとり親世帯の貧困率は
４４.５％（２０２１年）で、ひとり親家庭の半数の子
どもたちが貧困状態にあります。内閣府の２０２１
年「子どもの貧困調査」では、世帯収入の水準
や親の婚姻状況によって、子どもの学習・生活
・心理などさまざまな面が影響を受けているこ
と、収入のより低い世帯やひとり親世帯が親子
ともにさまざまな困難に直面していることが明
らかになっています。
生活保護の受給者は微減傾向にあるものの、
２０２４年の年間申請数は２５万６０００件と急増してい
ます。厚生労働省が公表した「生活保護の被保
護者調査（２０２５年 ９ 月分概数）」によると、被
保護者の実人員・世帯数は前年同月比で減少し
ている一方で、新規申請件数は ２万２４８８件（前
年同月比３.０％増）、保護開始世帯数は １万９３５２
世帯（前年同月比４.７％増）となっています。
世帯の内訳は、高齢者世帯５５.１％、単身世帯
５１.４％、障害者・傷病者世帯２５.４％、その他世
帯１６.０％などです。

②経済的事由による手遅れ死亡調査２0２４結果
２４年の調査は４８件の事例を確認しました。生
活困窮のうえに、高すぎる保険料だけでなく物
価高騰、水光熱費の値上げなど追い打ちをかけ、
いっそう医療へのアクセスを困難にしています。
生活困窮の実態は、無職が半数を超え２６件、非
正規雇用 ９件、月の収入１０万円未満の人が ６割
以上でそのうち何らかの負債を抱えた人が２０件
（うち保険料の滞納の人が１７件）となっていま
す（図 ２―①、②）。
そうした困窮のもと、何らかの理由で保険証
のない事例が１８件ありました（図 ３）。
受診状況は、受診できていない１８件、治療中
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断１５件と ７割以上にのぼりました。正規の保険
証であっても診察、投薬の一部負担金のため治
療を控え、中断した事例が報告されています。

２）高市政権がすすめる医療費への歳出削減と
国民皆保険制度を守る運動
今、日本の医療機関、介護事業所は史上最大
の規模で倒産、廃業が続く異常な事態です（図
４－①、②）。
地域の医療と介護を守れ、ケア労働者の処遇

を改善せよ、医療・介護事業所への緊急の財政
支援、診療報酬の大幅な引き上げ、介護報酬の
前倒し改定などを掲げての医療・介護団体、地
域住民による大規模な運動のなかで、２０２５年の
補正予算での一定の財政支援、２０２６年診療報酬
改定の引き上げ、介護報酬臨時改定を実現して
きました。ひきつづき医療、介護の危機を防ぐ
に十分で、早期の支援が求められます。
高市政権は、大軍拡をすすめながら ４兆円の
医療費削減をねらいOTC類似薬の保険給付の
ありかたの見直し（保険はずし）、１１万床の削減、
高額療養費の負担増、高齢者の負担増などの検
討をすすめています。
高額療養費制度の見直しは、患者団体も参加
する「高額療養費制度のありかたに関する専門
委員会」で「基本的な考え方」案をとりまとめ
てきました。昨年末の２６年予算案編成において、
高額療養費制度の見直しに伴う具体的な金額が
明らかになりましたが、月額の負担増は ７％以
上、７０歳未満の年収６５０～７７０万円の区分では月
額３８％もの負担増となっています（図 ５）。

  2 
 

医療機関の倒産・休廃業解散動向調査（2025 年） 

医療機関の倒産 66 件、過去最多を更新 

2025年の医療機関（病院・診療所・歯科医院を経営する事業者）の倒産（法的整理、負債 1000万

円以上）は 66 件となり、最多だった 2024 年（64 件）を上回って過去最多となった。 

業態別では、「病院」が 13 件、「診療所」が 28 件、「歯科医院」が 25 件で、３業態ともに過去２番目

に多い件数となり全体を押し上げた。 

負債総額は 242 億 1900 万円（病院：180 億 5000 万円、診療所：47 億 4400 万円、歯科医

院：14 億 2500 万円）で前年（282 億 4200 万円）から 14.２％減少したが、３年連続で 200 億

円を超えた。 

倒産主因を分析すると、「収入の減少（販売不振）」が 48 件（構成比 72.7％）で最も多く、「経営者

の病気、死亡」（5 件）、「設備投資の失敗」「経営計画の失敗」（各 3 件）が続いた。 

帝国データバンクが行った「全国病院経営動向調査（2024 年度）」では、民間病院約 900 法人の

うち、本業である医療活動の利益を示す営業損益が「赤字」となった法人は全体の 61.0％を占め、前

年度（54.8％）から 6.2 ポイント上昇。診療所（約 700 法人）の赤字法人比率（38.4％）を大きく上

回った。  

こうした背景には、近年の医療機器・器具、メンテナンス費用、食材費（給食費）、光熱費などの高騰

や人材採用費の増大、賃上げ対応などに伴う大幅なコスト上昇に対し、診療報酬の改定が連動してい

なかったことがある。こうした状況を受け、2026 年度診療報酬改定は、物価高や賃上げに対応するた

めの本体部分について 30 年ぶりに 3％を超える大幅引き上げとなることが決まった。医療機関の収

益改善がどの程度進み、倒産動向にどう影響するのか注目が集まる。 

 

医療機関（病院・診療所・歯科医院）の倒産件数推移（2000 年～２０25 年）  
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（図 4－①）医療機関（病院・診療所・歯科医院）経営事業者の倒産件数推移（2000年～2025年）
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月額の限度額は抑制されておらず、治療の中
断、生活破壊につながるものです。
政府がすすめる高額療養費制度の見直しは、
岸田内閣が「異次元の少子化対策」として打ち
出した「こども未来戦略」および「加速化プラ
ン」の財源の一部とすることを目的としていま
す。
「こども未来戦略」および「加速化プラン」
に必要とされる財源は、総額３.６兆円とされて
います。その内訳は、①これまでの既定予算の
活用が１.５兆円、②医療・介護分野の歳出削減
によって生み出す公費が１.1兆円、③不足分 １
兆円を「子ども・子育て支援金」として国民が
新たに負担する保険料によって賄う、というも
のです。このうち「公費１.1兆円」は、高額療
養費制度の見直しやOTC類似薬の自己負担増
など、医療・介護分野における負担増によって
捻出されるものであり、実態としては患者や利
用者に負担を押しつけるものです。つまり、新

たな公費による支援はなく、国民や患者の負担
を別の政策にふりかえる、いわば「横流し」「流
用」と言わざるをえない構造となっています。
高額療養費制度は、がんをはじめとする重い
病気の治療を受ける人びとにとって、医療費負
担からいのちと生活を守るための重要なセーフ
ティネットです。その制度を切り崩し、少子化
対策の財源に充てることは、社会保障の理念に
反するものであり、深刻な影響をもたらします。
高額療養費制度の見直しによる負担増を直ちに
中止し、少子化対策の財源として、医療や介護
の利用者、特に重い病気とたたかう患者の負担
を増やす手法を断念し、誰もが安心してくらせ
る社会の実現にむけた政策転換を、強く求める
ものです。
OTC類似薬の保険外しは、患者団体、医療
関係者からの強い反対で一旦中止に追い込みま
したが、１２月１９日、「OTC類似薬」について、
子どもやがん、難病を抱えるなど、配慮が必要
な慢性疾患を抱えている患者、入院患者、低所
得者、医師が対象薬剤を医療上必要と認める患
者は配慮を検討するとしながら、患者に追加負
担を求める新たな仕組みとして「保険の枠組み
には入れたうえで、別途の保険外負担（特別の
料金）を求める仕組み」の創設をねらっていま
す。具体的には薬価の ４分の ３をこれまで通り
に保険適応とし、残る ４分の １は「特別の料金」、
自費として患者へ負担を求めるものです。
対象は、約１１００品目（７７成分）、湿布薬、ア
レルギー薬、胃腸薬、保湿剤などが予定され将
来的に対象成分の範囲拡大、「特別の料金」の
引き上げを検討していくとしています。合意文
には、市販薬購入への移行を促すことで、実質
的な患者自己負担の増加と医療機関への受診抑
制効果も含めて、この改悪による国の負担する
医療費削減効果は約９００億円と試算されていま
す。OTC医薬品をめぐる課題として、医療用
医薬品のスイッチOTC化の促進や、若年層に
おけるオーバードーズ問題の深刻化など、医薬
品規制緩和に伴う問題が顕在化しています。こ
れらは受診控えなど医療格差の拡大、誤った自
己判断による健康被害、副作用のリスクの観点
からも看過できない課題となっています。
また、すでに導入されている長期収載品の選
定療養費についても約２９０億円の削減を目的と
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して、現在は後発品との薬価差の ４分の １とさ
れている「特別の料金」を今後は ２分の １に引
き上げる方針がしめされています。相次ぐ医薬
品の自己負担拡大は受療権の侵害につながりま
す。患者の服薬継続や受療行動に影響を及ぼす
とともに、医師の処方判断や治療方針の選択に
も波及し、さらに製薬メーカーにおける安定的
な生産・供給体制の維持を困難にする要因とも
なっています。

3）介護保険制度の現状と制度見直しの動向
①介護保険の現状
２０２４年度の介護報酬改定は、引き上げを求め
る世論を背景に辛うじてプラス改定となったも
のの、物価や人件費の上昇に見合わない不十分
な引き上げ幅にとどまりました。その結果、
２０２４年の事業所の倒産件数、廃業・解散件数は
７８４件と過去最多を記録しました。基本報酬が
唯一引き下げられた訪問介護事業所はその ７割
近くを占めています。全国約 ２割の自治体が訪
問介護事業所ゼロ（１１５町村）、もしくは残り １
カ所（２６９市町村）となっており、一部の地域
ではすでに介護崩壊とも言える状況が始まって
います。現場の人手不足も深刻さを増していま
す。ヘルパーの有効求人倍率は１２倍を超え、ケ
アマネジャーも不足が続き、事業所を閉鎖する
事態がひろがっています。政府は２０２６年度２５万
人の介護職員が不足する需給見込みをしめして
いますが、有効な対策は講じられていません。
肝心の処遇改善もすすまず、２０２４年は全産業平
均との給与差が月額８.３万円に拡大しています
（前年は６.９万円）。共同通信社の調査（ ６～ ７
月）では、自治体首長の９７％が「介護保険サー
ビスの提供体制の持続に危機感をもっている」
と答え、その理由として７２％の首長が「介護現

場のささえ手不足」と回答しています。２０２５年
８ 月からは、「療養型」「その他型」老健施設と
「 ２型」介護医療院の多床室を対象に、月額
８０００円相当の室料徴収が開始されています。現
在の介護保険は、利用者にとっては、あいつぐ
負担増・給付削減の見直しがくり返されてきた
ことで「必要な介護を受けられない」、事業者
にとっては、経営難と人手不足によって「必要
と判断した介護を提供できない（地域の介護需
要に応えられない）」という、公的サービスを
保障する制度として、深刻な「機能不全」を起
こしています。保険料を強制徴収（年金天引き
が原則）されているにもかかわらず、必要な時
に必要なサービスを利用できない現状に対して、
「国家的保険詐欺」という批判がひろがってい
ます。

②介護保険の見直しをめぐる動き
１２月２５日、厚労省の審議会（介護保険部会）
の報告書がとりまとめられ、 ３年前に世論と運
動の力で実施を先送りさせた「三大改悪」案の
うち、「利用料 ２割負担の対象拡大」については、
年内の決定を見送り、２０２６年にひきつづき検討
する方針がしめされました。「ケアプランの有
料化」は、現行のケアプランの有料化は実施さ
れないことになりましたが、「住宅型」有料老
人ホームに新たな相談支援の類型をつくり、利
用者負担を求めるとしています。「要介護 １、
２の生活援助などの保険給付外し（総合事業へ
の移行）」について今回は実施見送りとなりま
した。財務省は、「利用料の原則 ２割負担化」「要
介護 １、 ２の訪問介護・通所介護の総合事業へ
の移行」など、さらなる給付削減・負担増をひ
きつづき提言しています。また経産省は保険適
用外サービスを普及・拡大し、保険サービスと
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併用させる「混合介護」を本格的に推進してい
ます。「介護の社会化」とは真逆の、「介護の再
家族化」「介護の商品化」の流れが強められて
います。

（ ４）�高市政権の危険な国づくりを体現する２６
年度予算案

２６年度政府予算案は、一般会計１２２兆３０９２億円、
国債費３１兆２７５８億円で過去最大を更新しました。
防衛費は初めて ９兆円超、関連経費を含め１０兆
円規模に膨張し、兵器ローンや建設国債依存も
拡大しています。一方、社会保障費は３９兆５５９
億円で物価上昇に追いつかず、医療・介護の給
付削減や負担増、年金改定率の低水準、最低賃
金引き上げの欠如など課題が残ります。企業支
援や原発推進への重点配分とあいまって、防衛
費の膨張が国民生活や社会保障を圧迫する予算
構成となっています。税制改正大綱で、大軍拡
財源として防衛特別所得税（仮称）を創設、
２０２７年 １ 月から徴収するとしました（表 １）。

（ ５）�高市首相による恣意的な解散・総選挙に
よって生まれた憲法をめぐる危険な情勢

衆議院選挙が２０２６年 ２ 月 ８ 日、投開票されま
した。自民党は ３割弱の得票で ８割超にあたる
単独で史上最多の３１６議席を確保し、少数与党
の参議院で法案を否決されても再可決できる ３
分の ２を超え、衆議院での憲法改正の発議が可
能となりました。高市首相は、「高市早苗が内
閣総理大臣でよいのかを国民が決める選挙」と
し、国会審議を行わないまま衆議院を解散しま
した。解散から投開票までは戦後最短のわずか

１６日間で、「国論を二分する政策、改革に挑戦
する」するとしながら、具体的な中身が語られ
ることはほとんどありませんでした。有権者が
政策を理解し判断する十分な時間は確保されず、
雪の影響による公設掲示場や投票所の頻繁な除
雪、街頭演説の機会の制限など投票行動に大き
な影響が出た地域もありました。今回の通常国
会冒頭解散により、国会に提出・継続審議され
ていた法案７４本が廃案になりました。その中に
は、選択的夫婦別姓法案や水俣病被害者の新た
な救済法案、企業・団体献金規制（政治資金規
正法改正案）、さらには冤罪被害者の救済を迅
速にするための刑事訴訟法改正案（再審制度見
直し）などが含まれており、国民の人権にかか
わるこうした法案が廃案になったことは極めて
重大です。
２月２０日に行った特別国会での高市首相の施

政方針演説は、「日本列島を強く豊かに」「強い
経済」「強い外交・安全保障」など強調したの
は「力」でした。そこには弱い立場に追いやら
れている人々や虐げられている人々への眼差し
は乏しく、ジェンダー平等や多様性尊重などへ
の熱意はみられません。「弱者が弱者として尊
重される社会を目指す」フェミニズムと本格的
に出会い、ケアの倫理を深めてきた私たち民医
連にとって、対極ともいえる政権が目の前に現
れたと言えます。
首相はさらに、日本版CIAともいえる国家
情報局の設置や殺傷兵器の輸出へ本格的に道を
開く方向性を示し、最後には憲法改正の発議へ
の期待を述べました。高市首相は総選挙中にも、
「憲法審査会の会長は残念ながら野党だ」「憲
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法になぜ自衛隊を書いてはいけないのか。」と
訴えました。再任された小泉防衛相も、選挙が
終わった途端、改憲の是非を問う国民投票につ
いて「速やかに実現に向けて動くべきだ」と発
言しました。長射程ミサイル配備や武器輸出全
面解禁など、大軍拡路線と一体で ９条改憲を進
める姿勢を示すなど、侵略戦争の反省から確立
した日本の平和主義がいま大きな危機を迎えて
います。

（ ６）人権をめぐるいくつかの課題

①女性差別撤廃委員会総括所見を反映しない日
本
２０２４年１０月、国連の女性差別撤廃委員会

（CEDAW）（注１６）は、第 ９次日本報告審議
総括所見を公表しました。女性の権利が侵害さ
れている制度や社会システムの改善について多
岐にわたり指摘。「フォローアップ項目」とし
て ４項目が ２年以内に進捗報告を求められまし
た（表 ２）。
そのほか、女性に対するあらゆる暴力・人権
侵害の根絶、沖縄の米兵による性暴力、DVや
性搾取をなくすための法改正、包括的性教育の
実施、女性の低賃金解決のための施策などが指
摘されています。また、日本は女性差別撤廃条
約を１９８５年に批准しましたが、選択議定書が未
批准のため（締約国１８９のうち１１５カ国が批准）、
４００の地方議会で早期批准を求める「意見書」
が採択されています（２５年末時点）。国の第 ６
次男女共同参画基本計画案（注１７）には、これ
らの内容が十分反映されておらず、総括所見の
全面的な実現が求められます。

②多様性を尊重する社会へ
世界では、DEI の流れが大きくすすんでい
ます。日本では「TokyoPride２０２５」（注１８）に
約２７万７０００人が参加し、３００社以上の企業や団
体がスポンサーとして協賛。各地方でも同様の
プライドパレードなどが、ひろがっています。
また、「結婚の自由をすべての人に訴訟」がす
すめられ、東京をはじめ ５つの高裁で戸籍上同
性の ２人の法律婚が認められないのは憲法違反
との判決が出されています。その後東京高裁が
「合憲」との判決を出しましたが、司法が人権
の砦の役割を放棄したと指摘され、日本弁護士
連合会は、国に対し性別にかかわりなく婚姻で
きるよう民法など法令の改正を求める声明を出
しました。アメリカのトランプ大統領がDEI
を否定する政策を打ち出すなど、国内外で性の
多様性を否定する潮流（ちょうりゅう）がみら
れ、SOGIE に関するとりくみをすすめること
は重要となっています。

③旧優生保護法被害者の救済と、優生保護法問
題の全面的解決を
２０２４年 ７ 月 ３ 日、最高裁大法廷は、旧優生保
護法での強制不妊手術国賠訴訟に対して、旧優
生保護法が立法当初から憲法違反（１３条、１４条
１ 項）の法律であり、２０年という期間の経過に
よって損害賠償請求権が消滅する除斥期間の規
定は適用しないという画期的な判断をしめしま
した。最高裁判決を受けて、政府と原告・弁護
団との間で和解合意書が調印され（その後全訴
訟で和解成立）、旧優生保護法問題の全面的解
決をめざす基本合意（注１９）が結ばれました。
この基本合意にもとづき、新たな補償法が国会
で成立（２０２５年 １ 月施行）、強制不妊手術、人
工妊娠中絶を受けた約 ８万４０００人が補償対象と
されています。政府とのあいだでの定期協議、
３つの作業部会（被害回復、人権教育・啓発、
偏見差別の根絶）の活動がスタート。第三者委
員会（研究者、被害当事者、支援者組織など）
が設置され、旧優生保護法問題に対する国によ
る本格的な検証作業も開始されました。
新たな補償法の認定件数が２０２５年１１月現在

１５６０件にとどまっており申請を増やしていくと
りくみが必要です。
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④いのちのとりで裁判、桐生市生活保護違法事
件　権利としての生活保護を取り戻すために
いのちのとりで裁判（２０１３年から ３回にわけ
行われた史上最大の生活保護基準引き下げに対
し、たたかわれた裁判（生活保護基準引下げ訴
訟）は、２０２５年 ６ 月２７日最高裁判所第三小法廷
（宇賀克也裁判長）で、この生活保護基準引き
下げを理由とする保護変更決定処分は違法であ
るとして、各処分の取り消しを認める画期的な
判決を勝ち取りました。
判決は、生活保護法 ８条 １項にもとづく厚生
労働大臣の生活保護基準設定権限につき、同条
２項を正しく解釈して裁量の範囲を限定したう
え、引き下げの主要な根拠とされた「デフレ調
整」は、専門的知見との整合性を欠き、厚生労
働大臣の判断の過程と手続に過誤、欠落があり
違法と断罪しました。この違法な裁量権行使の
背景は、誰もが生きるうえでの権利である生活
保護の受給に対し与党の政治家が「恥」という
レッテルを張り、尊厳を毀損するバッシングを
ひろげたこと、２０１２年の衆議院議員総選挙で自
由民主党が「生活保護給付水準の１０％引下げ」
を公約に掲げ政権に復帰したという政治的背景
に対し、厚生労働大臣が忖度し「法」を軽視し
た点にあります。
生活保護利用者の多くは高齢者や障害者であ
り、原告となった１０２７人のうち、１０年以上の裁
判の間に２３２人が亡くなるなど長期化の影響が
大きくありました。原告や支援者は、国に対し
てすべての生活保護利用者への謝罪や、引下げ
前の基準による差額支給など被害回復措置をた
だちに行うこと、再発防止のため原因究明を求
めてきました。しかし、国は原告を参加させな
い専門委員会を設置し、最高裁判決で違法とさ
れなかった「ゆがみ調整」の再実施や、新たに
「デフレ調整」にかわる低所得者実態にもとづ
く減額（マイナス２.４９％）を行い、原告には特
別給付金を追加するという対応策をしめしまし
た。この対応は、最高裁判決の意義を矮小化し、
被害回復額を低めるものであり、判決の効力を
無視するものです。高市総理や厚生労働大臣は
「お詫び」の意思を表明していますが、今回の
対応を強行すれば謝罪は言葉だけにとどまりま
す。政府と厚生労働省は、この対応策を撤回し、
生活保護利用世帯に対する真の被害回復を速や

かに実施すべきです。
２０２３年 ８ 月、群馬県桐生市で発覚した生活保
護行政問題は、「桐生市生活保護違法事件全国
調査団」が結成され調査がすすめられました。
その結果、保護開始率が異常に低い一方で、申
請却下率や取り下げ率が著しく高いこと、母子
世帯や稼働年齢層における保護率が不自然に減
少していることなどが明らかになりました。さ
らに、家計簿の提出を強要する、ハローワーク
への毎日の通所を求めるなど、実態にそぐわな
い過度な就労支援が行われていました。窓口に
は警察官OBが計画的に配置され、申請者に萎
縮を与える対応も確認されています。扶養照会
においては、実際には仕送りが行われていない
にもかかわらず「収入がある」として申請を却
下した例や、保護費を分割支給し、本来支給さ
れるべき額を満額支給していないなど、複数の
違法な運用実態が浮き彫りになりました。 ３人
の受給者が原告となり「桐生市生活保護違法支
給国家賠償訴訟」がたたかわれ、昨年１１月２０日
に和解を勝ち取りました。被告の桐生市は生活
保護行政において調査で明らかとなった違法・
不適切な行為があったことを認め、深く謝罪す
ること、生活保護を利用する権利を軽んじてい
たことを認め、利用権の重要性を認識し、十分
に尊重したうえで、生存権の保障に即した生活
保護制度の運用を行うことを誓約。原告に １人
４０万円の解決金を支払い、適正な生活保護行政
を計画的に実施するため２５年１２月までに健全化
計画を策定すること、２６年 ３ 月末までに法令順
守の維持・機能をチェックするため外部の視点
で恒常的な監視組織を設置することなど、１１の
具体的な再発防止策を定める画期的な和解です。
この運動を通じ桐生市に「生活と健康を守る会」
が結成されました。群馬民医連は、反貧困ネッ
トワークぐんまの事務局を担い、この運動で大
きな役割を果たしてきました。

（ ７）排外主義の克服と多文化共生へむけて

近年、低賃金や物価高、将来不安の拡大とい
った社会経済状況を背景に、外国人を問題の原
因とみなす排外主義的言説が拡散しています。
これらの言説は、選挙過程や SNS を通じて増
幅され、社会的分断を深める要因となっていま
す。国際的にも、難民の受け入れや人道支援を
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制限する政策が各国ですすめられており、難民
保護制度そのものの後退が懸念されています。
排外主義は現在、「福祉は自国民に限定すべ
きである」とする福祉排外主義の形で表れてい
ます。これは、外国人による福祉給付や福祉サ
ービスの利用を制限し、入国や社会保障制度へ
のアクセスを抑制することで制度を維持しよう
とする考え方です。福祉の維持・拡充を前提と
するため、生活不安を抱える人びとの支持を得
やすい一方で、社会保障制度が本来持つ普遍性
や公平性を損なうリスクを内包しています。
日本においても、出入国在留管理庁が打ち出
した「不法滞在ゼロプラン」（注２０）に象徴さ
れるように、難民申請者への管理強化や送還の
拡大がすすめられています。難民申請の受理段
階での制限や、送還後の安全が十分に担保され
ない事例の発生は、国内でくらす難民や申請者
の生活の安定を損なうだけでなく、日本が批准
している難民条約の理念との整合性という点か
らも検証が必要です。
一方、医療・福祉・介護分野をはじめ、外国
人労働者はすでに地域社会をささえる重要な担
い手となっています。外国人住民は一時的な存
在ではなく、地域でくらし、働き、納税し、学
ぶ生活者です。その排除や権利制限は、地域の
持続可能性や公共サービスの安定的な提供にも
影響をおよぼす可能性があります。
排外主義や福祉排外主義にもとづく政策では
なく、人権および国際的合意にもとづいた制度

運用を徹底し、社会保障制度の公平性と普遍性
を確保することが求められます。多文化共生は
理念にとどまるものではなく、社会の安定と持
続可能性をささえる現実的な政策課題であり、
冷静かつ継続的な検討と実践が不可欠です。

（ ８）�原発再稼働の急速な動きと矛盾のひろが
り

２０１１年 ３ 月１１日発生した東日本大震災により、
東京電力・福島第一原発事故が発生、膨大な放
射性物質が環境中に放出されました。健康影響
の懸念から広大な避難区域が設定され、多くの
人びとが避難を余儀なくされました。事故から
１５年がたとうとしていますが、復興庁の統計で
県内避難者４９６６人、県外避難者 １ 万９６７３人
（２０２５年 ２ 月）、避難指示が解除された自治体
の住民登録 ５万７５１７人に対して居住者数は １万
８９１１人と ４万人弱の住民は故郷に戻れておらず、
廃炉のめどもたっていないもと「原子力緊急事
態宣言」は今も続いています。
高市内閣は福島の現実を見ないまま、第 ７次
エネルギー基本計画（注２１）を具体化し、再稼
働に奔走し深刻な矛盾を拡大しています。
北海道の鈴木直道知事が北海道電力泊原発
（全 ３基） ３号機の再稼働に同意を表明しまし
た。泊原発は原発周辺の ４町村の首長が既に同
意を表明しており、鈴木知事の同意で「地元同
意」は出そろったとされます。再稼働による電
気料金の値下げに加え国策会社「ラピダス」（注
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２２）の北海道進出などで電力需要が増加、投資、
雇用が拡大するなどを再稼働の理由と説明しま
した。北海道電力は、検査合格の前提となる海
抜１９mの防潮堤建設をすでに着手し、２０２７年
早期の再稼働をめざしています。しかし、積（し
ゃこ）丹（たん）半島の付け根に立地する泊原
発は豪雪地帯にあり、積雪時に原発事故と地震
や津波が重なる「複合災害」が起きれば、避難
は困難を極め、避難計画の実効性はありません。
１１月には新潟県の花角英世知事が東京電力柏崎
刈羽原発の再稼働容認を表明し、なしくずしの
「原発回帰」により、再び安全上の懸念は放置
され、経済が優先される社会、誰かの犠牲のう
えに成り立つ社会に後戻りしています。
政府が、再稼働に前のめりするなか、浜岡原
発 ３・ ４号機（中部電力）で想定する最大地震
の揺れ（基準地震動）を過小評価していた疑い
があると公表しました。安全にかかわる審査デ
ータの捏（ねつ）造（ぞう）が発覚しました。

原子力規制委員会は １月 ７日、再稼働審査を停
止し、１２年続いた審査を白紙に戻す考えをしめ
しましたが、規制委員会自身が元データを検証
してこなかった現在の検査システム自身が信頼
できないものであることが明らかになりました。
原発回帰を進める国のエネルギー政策計画の目
標達成には建設中を含む３６基のほぼすべてを稼
働させる必要がありますが、浜岡原発の ３基が
再稼働しなくなれば、達成は見通せません。
ロシアのウクライナ侵略戦争での原子力発電
所を標的とした攻撃など世界で原子力関連施設
への攻撃・威嚇は、１９８０～２０２５年までに１２回も
発生しています。ロシア軍の有事攻撃リストに
東海村原子力関連施設が含まれるなど原発は戦
争において標的とならないという前提は成り立
ちません。
原発ゼロ、省エネ、再生可能エネルギーの導
入へと転換をはかることが未来への責任です
（図 ６）。

第 ２節　戦争と分断に抗して地球規模の変化に合流を

（ １）�ルールにもとづく世界秩序への圧力と、
国連を軸にした広範な国際連帯の重要性

①貿易秩序を揺り動かす「トランプ関税」
大国の対外政策が世界中の国ぐにへ大きな影
響を与えています。貿易ルールを無視した「ト
ランプ関税」は各国の経済や社会に新たな困難
を引き起こしています。
一般的に、高関税にシフトした国では自国の
税収が増え、国内産業の擁護と雇用の創出につ
ながるとされている一方で、貿易摩擦や物価高
を誘発する可能性があります。第二次トランプ
政権が突如提起した高関税（トランプ関税）は、
従来の数～数十倍にもおよぶ水準で常軌を逸し
ている内容です。巨大な軍事力・経済力を背景
に、トランプ大統領の独断で税率を恣意的に上
下させるように見えるその経過は異様であり、
これまで地道につくりあげてきた国際的な貿易
ルールに大きな圧力がかかっています。交渉の
結果、自動車関税は、当初の米国提案（２５％）
より引き下げられ（１５％）たものの、元もとの
税率（２.５％）から引き上げられたうえに、米
国産コメ調達の増加、対米投資５５００億ドル（７３

兆円）、液化天然ガス（LNG）を含むエネルギ
ーの追加購入、防衛装備品や半導体の大量調達
などの約束を強いられました。
こうした米国の振る舞いは断じて許されるべ
きでなく、同盟国を自称する日本には、より毅
然（きぜん）とした対応が求められます。

②国連憲章・国際法に背く人道危機と、国連の
存在意義の発揮
ロシアによるウクライナ侵略戦争は開始後丸
４ 年を経過し、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）の発表によれば、昨年 ９月時点で
難民化した国民は人口の ２割を超え、死者は １
万４３８３人、負傷者は ３万７５４１人にのぼっていま
す。現在、アメリカの仲介で停戦へむけた模索
が続いていますが、ウクライナの意向が一方的
に無視された形ですすめられようとしています。
米露が頭ごなしに策定した和平案の内容は、ロ
シアが暴力的にほぼ占拠したドンパス地方（ド
ネツク州、ルガンスク州）と２０１４年以降ロシア
が実効支配しているクリミア半島を事実上割譲
せよというもので、ウクライナ側がそのまま受
け入れられるわけがありません。



22 月刊民医連資料　別冊（２０26年 4 月）

侵攻開始後 ２年が経過したガザ地区に対する
イスラエルの凄惨な暴力では、多くの一般市民
を含む約 ７万人のパレスチナ人がいのちを奪わ
れ、飢餓がひろがるなど、その人道状況は壊滅
的な事態となりました。米国、エジプト、トル
コ、カタールの仲介で２０２５年１０月から停戦状態
となったものの、その後もイスラエルによる攻
撃が散発的に続き、４２０人以上が亡くなったと
報道されています。
２年間のイスラエルによるガザ地区への行為

について、国連人権理事会は「ジェノサイド（大
量虐殺）」とその調査結果を公表し、国際司法
裁判所はイスラエルによるパレスチナ占領政策
を国際法違反とする勧告を発出しました。
年明けの現地時間２０２６年 １ 月 ３ 日、アメリカ
軍は周到に準備された軍事行動を開始し、深夜
のベネズエラ首都カラカスに空爆を仕掛け、マ
ドゥロ大統領夫妻を拘束しアメリカに連れ去り
ました。言語道断の国際法違反であることは明
瞭です。２００３年のイラク戦争開始時、安保理決
議の「お墨付き」を得るためさまざまな策を弄
（ろう）するも叶わず「先制的自衛権」と強弁
したことが想起されますが、今回は「お墨付き」
を得る努力すらせず「麻薬戦争」という方便で
凶行におよびました。さらには、同国の運営を
当面アメリカが行うとまで宣言しました。第一
次世界大戦以前の帝国主義のような蛮行を見て
いるかのようです。全日本民医連として、翌 １
月 ４日に会長声明「国連憲章違反のベネズエラ
首都攻撃・侵略の即時中止を求める」を発出し
ました。
国連安全保障理事会は、常任理事国の拒否権
という、今日の国際情勢に照らすと大きな制約
とも言える仕組みを抱えています。そんななか
国連の本来の役割を果たそうと、多くの国ぐに
が懸命に努力してきたことから、私たちは重要
な教訓を学ぶ必要があります。ロシアによるウ
クライナ侵略を非難する決議や、ガザ地区への
人道支援の制限撤廃や即時の恒久停戦を求める
決議など、国連総会において加盟国の圧倒的多
数がしめした意思は先行きの見えにくい現状の
なかで、国際社会がよりどころとし得る希望の
一端をしめすものとなっています。
国連憲章がうたう諸原則（「武力行使禁止」「紛
争の平和的解決」「内政不干渉」「人権と自決権」

「主権平等原則」など）を尊重した国際連帯こ
そが、世界平和を保証する確かな道であること
を再確認し、日本が国際社会のなかで役割を果
たしていけるよう、政府に働き掛けていくこと
が必要です。

（ ２）各国ではじまった新たなうねり

①欧米での新しい左派運動の萌芽
第一章でのべたように、経済格差や生活苦を
背景に、欧米や日本では従来の中道右派・左派
政権が支持を失い、排外主義的な右派ポピュリ
ズムが台頭しています。一方で、反緊縮や公正、
環境保全、ジェンダー平等、多様性尊重を掲げ
る新しい左派運動も各国でひろがっています。
ドイツでは、２００７年結成の左翼党（注２３）が
極右AfDの伸長を背景に支持を回復し、前回
の連邦議会選挙で６４議席（８.８％）を獲得しま
した。特に１８～２９歳の若年層では最多得票とな
りました。ベルギーでは、工業都市アントワー
プで、差別に反対し連帯を訴える労働党が、言
語の壁を超えた活動によって支持を伸ばしてい
ます。イギリスでは、元労働党党首ジェレミー
・コービン氏が新党「ユア・パーティー」を結
成しました。極右リフォームUKの台頭と、そ
れに影響された労働党の支持低下を背景に、１６
～３４歳では３３％の支持を得ています。アメリカ
・ニューヨークでは、民主社会主義者を自認す
るゾーラン・マムダニ氏が市長に当選し、家賃
や交通費の軽減、教育・保育の無償化、最低賃
金引き上げなどを掲げ、富裕層や大企業への課
税強化を訴えて支持を集めました。
これらの事例は、経済格差が排外的感情を煽
るなかでも、庶民や中間層、貧困層のニーズを
的確に捉え、適切に応えることができれば、人
権と公正、包摂と多様性を重視する方向へ多く
の人びとを結集し得ることをしめしています。

②グローバルサウスの発展
２０２５年１１月、南アフリカで開催された主要２０
カ国・地域首脳会議（G２０サミット）は、アメ
リカが欠席する中でも首脳宣言を採択し、G ７
中心の世界秩序が変わりつつあることをしめし
ました。開催国のラマポーザ大統領は閉会式で、
アフリカとグローバルサウスの優先課題を議題
の核心に据え、途上国経済にとって最重要の課
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題に重点的にとりくんだとのべました。具体的
には、気候変動による災害が直撃する途上国へ
の対策費用の大幅な拡充や、再生可能エネルギ
ーなどに不可欠な重要鉱物について生産国が正
当な利益を得られる供給網の構築を訴えました。
アメリカは反発していますが、ラマポーザ氏の
「首脳宣言は単なる言葉ではない。世界中の人
びとの生活をよりよくする具体的な行動への約
束だ」という発言には、国際社会の新たな可能
性がしめされています。
グローバルサウスとは、アジアや中東、アフ
リカ、中南米などの新興国・途上国の総称で（中
国をグローバルサウス入れるのかどうかには諸
説あります）、国際通貨基金（IMF）によれば、
世界のGDPに占める割合は約 ４割に達し、人
口では世界の約 ７割を占めています。その中核
をなすBRICS（注２４）は、２０２４年に中東など
の主要国が加わり、エネルギー・経済圏として
の存在感を高め、世界の経済・政治に大きな影
響をおよぼす集団へと発展しています。近年は
中国やロシアが、アフリカ諸国などへの経済支
援を通じて関係を強めており、国連総会におけ
るウクライナ侵略をめぐる決議で、多くのアフ
リカ諸国が棄権に回ったことにも、その影響が
表れています。こうした動きは自国利益を背景
としつつも、グローバルサウスとG ７ 諸国との
対立構図を強めています。一方で、多くのグロ
ーバルサウス諸国では急速な経済成長の半面、
貧困と経済格差が進行するなど新しい課題に直
面しています。産業の多角化がすすまず雇用が
安定しないといった課題が解決できず混迷を深
めている国が少なくありません。
日本国憲法前文で「全世界の国民が、ひとし
く恐怖と欠乏からまぬがれ、平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。われらは、

いずれの国家も、自国のことのみに専念して他
国を無視してはならない」とうたうように、日
本はグローバルサウスに対して、重要鉱物の供
給相手などの位置づけでなく、戦後復興の教訓
を生かした適切な支援を行っていくことが重要
です。

（ ３）�気候危機の打開へ向けて　分断の中での
COP３０の成果

気候危機はこの ２年間でさらに深刻化し、
２０２５年も世界各地で洪水や山火事などによる甚
大な被害があいつぎました。２０２４年には、世界
の平均気温上昇が産業革命前比で単年として初
めて１.５℃を上回り、危機が現実のものとして
突きつけられています。こうしたなかで開催さ
れたCOP３０は、アメリカの不参加という分断
状況のもとで行われました。脱化石燃料をめぐ
る合意は後退を余儀なくされましたが、異常気
象被害への「適応」分野では、途上国支援の資
金拠出拡大など一定の前進も見られました。困
難な条件のなかでも合意に至ったことは、国際
協調の可能性をしめすものです。一方、日本の
エネルギー・温暖化対策は国際的潮流に逆行し
続けており、その政治的責任は厳しく問われて
います。世界では「持続可能な環境は人権であ
る」という認識がひろがり、政府に対して対策
強化を求める司法判断や国連決議も積み重なっ
ています。私たちは、こうした国際的な到達点
と草の根の実践に学び、政治の責任を問い続け
るとともに、「気候正義」を求める運動により
積極的に連帯していく必要があります。分断と
後退に抗し、いのちと人権を守る立場から、気
候危機打開へのとりくみを強めていくことが４７
期の重要な課題です。

４６期の概要と４７期の各分野のとりくみ

第 3章

４６期、民医連は平和と社会保障に対する大き
な逆流にさらされながらも、「非戦・人権・く
らし」を掲げ、国民要求に応える事業と運動を

展開してきました。併せて、ケアの倫理を学び、
深め、ジェンダー平等と多様性を尊重する組織
風土の確立にとりくんできました。誰もがケア
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を必要とし、同時にケアへの責任も負っている
という事実の気づきから出発するケアの倫理は、
個人の尊重・尊厳の視点からジェンダー平等、
多様性の尊重へとつながり、「すべての人が等
しく尊重される社会をめざす」民医連綱領とも
響きあい、平和の問題を考えるときにも一人ひ
とりのくらしや幸福という視点を研ぎ澄ませて
くれました。こうした実践は、民医連を鍛え、
次の発展を保証する主体的な力を醸成すること
につながっています。
一方で、世のなかの動向は歴史の歯車を後戻
りさせているかのような深刻な事態がひろがり、
さまざまな不条理がまかり通っています。大国
による無法が人びとの人権を著しく脅かし、民
主主義の形骸化がすすんでいます。生活苦や不
平等感から排外主義に傾倒する雰囲気が拡大し、
国民に分断が持ち込まれています。
いまこそ、第 ２次世界大戦の反省をふまえて
確立された世界人権宣言（注２５）、日本国憲法
に立ち戻る必要があります。人権の考え方の基
礎は「個人の尊厳」であり、個々の権利は、世
界人権宣言、国際人権規約をはじめとした人権
諸条約（注２６）に定められています。また、国
連人権理事会の「ビジネスと人権に関する指導
原則」（注２７）では、多様化する企業活動にお
いて年齢、性別、障害、性的指向、人種・国籍
などにかかわる人権侵害を回避するために、「個
人の尊厳」を強調しています。これらの理念を
実現するために、市民社会、医療・介護事業所
にも大きな役割があります。
現在、日本の医療・介護事業所は、私たち民

医連も含めかつてない経営難にあり、これを覆
すほどの国民運動の高揚が無ければ、将来に禍
根を残す危機的状況です。
４７期私たちは結束を強め、より広範な連帯を
形成することで現状の困難を乗り越えなければ
なりません。特に、人権の視点で社会保障を守
るために、憲法の理念を日々の仕事で生かす創
意工夫を凝らしたとりくみを、共同組織との協
同の力ですすめるとともに、現状の変革へ主体
的に行動できる職員育成を推進します。一人ひ
とりの職員は、日進月歩の知識と技能を吸収し、
学術活動にも積極的に参画することで、患者・
利用者のニーズに応え得る適切な医療・介護サ
ービスを提供できるよう専門職としての力量を
高めましょう。そして組織全体として、職員の
個人の尊厳を守り、ジェンダー平等と多様性の
尊重をいっそう前進させます。
活動の重点は、①国連憲章・国際法に則った
平和構築に向けて、憲法を生かし、地域で対話
をひろめ、戦争させないための具体的行動に臨
むこと、②医療・介護の公共性と非営利性を重
視し、他の個人・団体との大同団結で、人権と
しての社会保障を守り、象徴たる国民皆保険制
度を堅持すること、③地域の実状と住民の要求
に応え得る事業体系を構築し、連携を進化させ、
地域社会と事業所経営を守り抜くこと、④自己
責任論を乗り越え、ケアとケア労働の価値にふ
さわしい水準で、ケア労働者の処遇改善を実現
し、看護・介護従事者の確保で前進することで
す。

第 １節　一人ひとりの尊厳を大切にする医療・介護活動
の発展を

コロナ禍とその後の経済環境の悪化のなかで、
日本の医療・介護を取り巻く状況はかつてない
複雑な困難さを呈しています。社会保障費抑制
政策の継続、物価と人件費の高騰、受療行動の
変化、医療・介護職の確保難と離職の増加、地
域間格差の拡大といった構造的課題は、民医連
の各事業所にも深刻な影響をおよぼし、厳しい
経営状況・人員不足・過密労働の三重苦が現場
の余裕を奪ってきました。
こうした困難な時代であるからこそ、日本国

憲法と民医連綱領の原点に立ち返り、人権尊重、
ケアの倫理、社会的包摂（注２８）、住民ととも
に歩む医療・介護という立場をいっそう鮮明に
掲げる必要があります。私たちは経営基盤の再
建という現実的課題に正面から向き合いながら
も、日常業務を着実に積み重ね、地域とともに
ある医療・介護活動の質を深めていく必要があ
ります。
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（ １）�人権・ケアの倫理・社会的包摂を基礎と
して、 ２つの柱をさらに輝かせよう

２０２０年代に入り、コロナ禍とそれにひきつづ
く政治・経済の混乱のなか、民医連の掲げた ２
つの柱は、常にわたしたちのすすむべき方向を
さししめす旗印でした。そしてケアの倫理と出
会い、学びを深める中であらためて事例を大事
にし、事例から学ぶことの重要性を再認識しま
した。
誰かをケアするということは、その人の生き
ることを尊重し、関係性を維持し続けるよう努
力することです。ケアのネットワークのなかで
社会的包摂が実現され、ケアしケアされるなか
で無差別・平等や人権、さらには医療・介護安
全や倫理も保たれます。４７期は「人権・倫理の
『タイムアウト』」（注２９）、「気になる患者カン
ファレンス」、「SVS カンファレンス」、「倫理
Café・人権 Café」など、日常的に倫理観や人
権感覚を磨く場を定着させていきましょう。
「 ２つの柱」を旗印に、地域のネットワーク
の再構築、生活困難層との伴走支援、住まい・
就労・福祉との連携、多文化支援などを含め、
よりひろい射程でとりくみを展開することによ
って社会的包摂の拠点としての役割を明確にし、
「この民医連事業所がここにあってよかった」
と思われるような事業所をめざしましょう。

（ ２）�医科・歯科・介護の連携でフレイルを予
防し、食支援の体系化をすすめよう

高齢化と孤立の進行する地域社会において、
フレイル対策は民医連が重視すべき最重要テー
マの一つです。フレイルの起点には低栄養、口
腔機能低下、社会的孤立、そして貧困があり、
これらは医療・介護活動だけでは解決できない
複雑な問題を孕んでいます。起点の一つである
低栄養に関しては、厚労省は「リハビリテーシ
ョン・栄養・口腔の三位一体アプローチ」を提
唱しています。診療報酬上の評価は急性期病棟
が中心ですが、地域で支援が必要なのは制度の
手前にいるフレイル予備群です。
第１７回学術運動交流集会では、食と多職種協
働の重要性が再確認され、新潟大学の井上誠教
授は教育講演でミールラウンドと継続性の重要
性を強調しました。今後は、医科・歯科・介護

の連携をより強め、民医連のとりくんできた多
職種協働や共同組織活動の特徴を生かした、訪
問リハビリテーション、在宅歯科、栄養ケアス
テーション（管理栄養士などを配置し地域住民
に対して栄養ケアを提供するための拠点）、保
健室活動、班会・地域での健康チェックなど、
地域住民に対して栄養ケアを提供するための拠
点などを統合したフレイル予防モデルを構想す
る段階です。法人・県連単位で食支援の体制化
をすすめ、食（栄養・食事）を入口にして、医
療・介護・福祉・生活支援を横断的につなぎ、
地域でくらし続けることをささえるための多職
種連携の仕組みともいえる「食と生活支援の地
域プラットフォーム」の設置も検討しましょう。
物価高騰などにより、貧困と格差が拡大する
なかで、口腔保健の課題が地域のなかでますま
す重要となっています。歯科受診から遠ざけら
れた人びとが拡大していくなかで、医科や介護
の患者、利用者だけでなく、地域のなかで声を
あげられずにいる人びとへのアウトリーチが求
められています。病院や施設、在宅では、簡便
なアセスメント（注３０）（例：OHAT）などを
提案、発信し、多職種が日常的かつ継続的に歯
科領域と連携する仕組みづくりを行いましょう。
社会とのつながりの喪失や貧困もフレイルの
起点の一つです。日常的な人と人とのつながり
が重要であり、保健室活動や班会活動、地域で
の健康チェックなど、共同組織と職員が積極的
に地域にかかわる必要があります。業務内容を
調整し、職員の地域活動を業務として位置づけ
られるよう検討をすすめましょう。これらはヘ
ルスプロモーションの実践であり、ゼロ次予防
としてのまちづくりとも重なる領域です。また、
無料低額診療事業の地域への積極的な広報、行
政や共同組織との連携もすすめましょう。

（ ３）�事業活動とコミュニティ活動の協働をす
すめ、まちづくりを発展させよう

全国の民医連法人では「地域包括ケア部」「ま
ちづくり支援部」「健康まちづくり推進部」など、
事業と地域組織の狭間をつなぐ新しい部門を設
けるところが増えています。これは住民参加型
の地域づくりが医療・介護と不可分であること
がひろく認識され、経営的側面も含めて医療・
介護の将来像を見据えた結果と考えられます。
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４７期は、これらの動きをふまえ、事業活動（医
科・歯科・介護）とコミュニティ活動（共同組
織・地域活動）を統合的に位置付けるとりくみ
を強めましょう。具体的には、地域診断をもと
に経営戦略と地域戦略を統合させ、地域ニーズ
に応じた事業所の役割を明確にすること、フレ
イル予防・子育て支援・多文化支援などの横断
プロジェクトを共同組織とともにすすめること
などです。社会保障の縮小が続き、地域共生社
会、新たな地域医療構想が提起されるなか、ま
ちづくりは医療・介護事業所の生き残り策では
なく、地域のくらしと健康をささえるための戦
略です。まちづくりを通じて複合化する生活課
題に伴走する地域組織としての存在感を高めて
いきましょう。

（ ４）�医療・介護の一体的提供を事業展開・経
営管理の視点から推進しよう

「医療・介護の一体的提供」は、事業展開・
経営管理としての一体的提供、「総論」として
の現場レベルでの一体的提供（医療職・介護職
の相互理解、心理的安全性など）、「各論」とし
ての現場レベルでの一体的提供（各事業所・場
面での実践課題）、のレベルで展開することが
考えられます。
このうち「事業展開・経営管理としての一体
的提供」は、医療と介護の複合ニーズをもつ高
齢者の増加と生活困窮・社会的孤立のひろがり、
２０４０年に向けた政府の政策動向を背景に、地域
の中長期的な医療・介護需要に応える「事業体
系と方略づくり」（第４４回総会方針）をすすめ
ていくうえで、法人、法人グループの中心課題
となっています。地域・エリア（自治体や日常
生活圏域）を単位として、医科法人、社会福祉
法人、薬局法人などのグループ間で、地域の実
態・要求にこたえる運動やまちづくりの課題と
ともに、職員体制や経営状況などの主体的力量、
医療と介護、生活支援を一体的に提供する事業
活動上の課題を明らかにすることが求められま
す。貧困・格差と社会的孤立がひろがるなかで、
相談機能・アウトリーチの強化をいっそう強め
ることも必要です。行政責任を明確にした新た
な社会資源づくりを地元の社保協、住民団体と
協力してすすめましょう。中重度者に対応する
介護サービスとしては、介護保険施設や訪問看

護のほか、（看護）小規模多機能、定期巡回型
訪問介護・看護サービスなどの地域密着型サー
ビスが事業展開上の課題となります。自治体の
第１０期（２０２７～２０２９年度）介護保険事業計画を
分析し、条件に応じて新規事業の受託を検討し
ましょう。入院病床の機能再編・縮小をはじめ
とする「集約化」がはかられるなか、病院で働
く医療スタッフの在宅医療や介護部門へのシフ
ト、働き方の転換による事業所間の相互支援は、
今後の実践上、経営上の課題となります。さま
ざまな事情で事業所の廃業、統合などを余儀な
くされる場合も生じます。民医連の事業所が地
域に存在する意義をあらためて確認しながら、
地域住民のいのちとくらしを守るため、どのよ
うに事業（所）を再編・再構築することが地域
の要求に応え、経営的にも見通しが立つのか、
「縮小」ではなく「縮充」の視点での総合的な
検討が必要です。

（ ５）医療活動

①「新たな地域医療構想」における民医連事業
所の対応の視点
２０２７年度から開始される「新たな地域医療構
想」は、従来の病床再編を超え、外来・在宅・
救急を含む医療提供体制全体を最適化し、地域
の医療機関の果たす役割を明確化し「治す医療」
と「治し、ささえる医療」を区別するとしてい
ます。民医連事業所の多くは「治し、ささえる
医療」を担う中核として、生活と医療の橋渡し
役を担うことが想定されます。
外来や在宅医療への政策的誘導でのシフトが
すすむと、急性期病院は中等症以上の救急患者
の診療と在宅で実施不可能な検査や処置を行う
場として短期間利用する施設となり、入院適応
の厳格化と在院日数削減の圧力がさらに高まる
と考えられます。制度的、時間的圧迫のなか、
急性期医療を必要とする人すべてに適切な医療
が提供されるように、私たち自身の力量を高め
維持していく必要があります。それと同時に、
私たちの引き受けるべき医療の範囲も見極め、
治療の適切な時期を逃さぬように配慮する必要
もあります。手術用ロボットや各種 ICTデバ
イスなど先進機器の導入が課題となる場合は、
医療の質の向上や後継者獲得のメリットと費用
負担のデメリットをよく考慮する必要がありま
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す。
民医連の病院で急性期拠点機能を担う病院数
は少ないものの、その地域での医療機能上求め
られる役割、医師をはじめとする研修などのう
えでは非常に重要な役割があり、可能なところ
は機能維持をめざしましょう。自院で担えない
機能については法人内外の地域資源を活用し、
地域連携の力で乗り切ることが大切です。多く
の病院は高齢者救急・地域急性期機能や在宅医
療等連携機能として入院・外来・在宅をささえ
る総合的ケアを担う地域包括ケアシステムの中
核をなす拠点としての役割を果たしましょう。
そして、まちづくりの拠点にもなり、診療以外
でも保健室活動や共同組織とのさまざまな活動
を通じて地域とのかかわりを強めましょう。
診療所は、生活の場にもっとも近い医療・介
護の入り口として、対面やオンラインでの診療
と健診活動、多職種による訪問診療、地域のつ
ながりづくりや健康づくり（相談活動、保健室
活動、アウトリーチなど）などを通じて地域の
健康と生活をささえる拠点です。また、診療だ
けでなく、共同組織とともに訪問・相談活動や
保健室活動などの地域活動を通じて人びととの
つながりを育み、困難な人びとの支援をする社
会的包摂の拠点でもあります。さまざまな創意
工夫あふれるとりくみを展開しましょう。
保険薬局では調剤業務の自動化、オンライン
化がすすみ、在宅医療のひろがりを背景に、患
者宅への配薬対応が増加すると想定されていま
す。調剤以外の健康増進支援活動は、診療所と
のとりくみと重なる部分も多くなるため、連携
をすすめましょう。

②医療 DXへの対応
医療分野のデジタルトランスフォーメーショ
ン（医療DX）が大きくすすみはじめています。
電子カルテのみならず、予約・決済システムを
含むオンライン診療、オンライン問診票など、
適切な形で取り入れていくことは、外来の事務
作業や救急医療の負担軽減にもつながると考え
られます。また、健康管理に関するさまざまな
デジタルツールやスマートフォンのアプリなど
も開発されています。班会や健康チェックの場
面での活用を検討しましょう。ウェアラブル端
末や各種測定機器の小型化、ICTの発達など

を考えると、入院や外来で行われていた医療の
一部が在宅に移行し、在宅医療の内容が徐々に
高度化していくと考えられます。民医連内事業
所でもランサムウェア攻撃をうけた事例が報告
されており、サイバー攻撃に対する対策も急が
れる課題です。IT関連の課題は、対応課題で
あると同時に、職場づくりや運営、職種や事業
所間連携を深化させ、患者、利用者サービスの
質向上につなげる視点が重要であり、組織とし
ての対応方針を明確にもち、法人・事業所の予
算をきちんと位置づけることが大切です。現場
際での対応はシステムエンジニア（SE）など
の職員が担っており、顔のみえる SEのつなが
りをつくろうと、AI の活用の具体例、自社運
用の仮想サーバ構築と費用についてなどをテー
マにオンラインサロンを開催しました。医療
DXの導入の利点は大きいと考えられますが、
同時に、デジタル弱者への配慮、個人情報保護、
利用者の理解と同意をどうすすめるかなど、多
くの倫理的課題も伴います。あくまで医療アク
セスの向上、人権尊重、ケアの質向上のための
ツールと位置づけ、民医連らしい倫理ガバナン
スが必要です。

③認知症のとりくみ
認知症基本法（共生社会の実現を推進するた
めの認知症基本法）（注３１）が２０２４年 １ 月から
施行されています。認知症になったら何もでき
なくなるのではなく、認知症になってからも住
み慣れた地域で仲間とつながり、希望をもって
自分らしくくらし続けていくことができるとい
う認知症観の転換がはかられ、認知症施策を推
進するための基本計画の策定が国と都道府県・
市町村の責務とされました。事業所・職員のな
かで新しい認知症観の理解・浸透をすすめると
ともに、施策を推進するための十分な財政的保
障やそれぞれの自治体のとりくみが基本法に則
したものになるよう求めていく必要があります。
認知症に対する国の政策や各自治体の計画、そ
れぞれの地域の実情・要求をふまえ、法人・県
連として認知症に対する総合的な方針・政策を
もち、とりくみ全体をいっそう強めていきまし
ょう。認知症委員会として「認知症実践ハンド
ブック改訂版」を発行します。
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④ QI事業
「 ２つの柱」の医療の質の向上に関連し、ひ
きつづき重要な分野です。２０２５年 １ 月からは、
従来のQI 指標をVER. ６に改定しました。指標
の細部の見直しに加え、参加事業所のとりくみ
の向上もあり指標を廃止したものもあります。
QI 事業がスタートして１０年、とりくみがひろ
がり、民医連の医療の質の公表と整備がすすん
できたと評価されますが、一方で PDCAサイ
クルを十分に回しきれない事業所と、QI 指標
の積極的活用で医療内容の改善に繋がっている
事業所と ２極化している傾向や、さまざまな理
由で指標の提出ができないところも出てきてい
ます。あらためて、現場の担当者をはげましな
がら、QI 事業を活用して医療の質の向上につ
なげる管理部の役割が必要です。厚生労働省の
補助事業である医療の質向上のための体制整備
（公益財団法人　日本医療機能評価機構への委
託事業）や京都大学のQIP 事業にも結集しな
がら、QI 事業の発展にも貢献していきます。

⑤労働者の健康をめぐって
労働者の健康をめぐる問題は、民医連医療の
原点です。じん肺、振動病や化学物質による発
がんといった従来からの労災職業病の課題は、
ひきつづき対応が求められる課題です。アスベ
ストについては、とりわけ建物の解体が２０３０年
にむけてピークを迎えるなか、ひきつづき新し
い労災や環境暴露の危険を強めており、労働者
が安全に働けるように環境被害もふせぐ立場で、
労働組合とも連携を深め運動を強める必要があ
ります。さらに、パワハラ・セクハラ・カスハ
ラなどとも重なる労働者のメンタル疾患のひろ
がり、高齢者の働き方や熱中症などの課題など
新しい働くものの健康課題もひろがっています。
こうした課題に、一人ひとりの検診や労災の
申請、治療や療養に民医連として向き合い続け
てほしいとの要望が労働組合などから寄せられ
ています。働くもののいのちと健康を守る全国
センター（いの健全国センター）に結集する労
働組合や研究者とも連携しながら、民医連とし
て応えていくことが大切です。
自主研究会である振動病交流集会が継続され
るなどの努力のなかで、複数の事業所で、新た
に振動病検診をスタートさせ、検討がはじまっ

ています。そうした事業所の経験や教訓を共有
し、全国での振動病検診などの対応をひろげて
いきましょう。じん肺診査ハンドブックの改悪
の動きについては、全日本民医連労働者健康問
題委員会としての意見書も提出しました。４６期
は、委員会として『労働衛生・社会医学分野の
後継者確保と育成について』を発表し、議論を
呼びかけました。ひきつづき後継者の育成につ
いての議論をすすめ、働くものの健康課題につ
いて、各地域でいま何が焦点で、何ができるの
かを議論し、一歩でもとりくみを前進させまし
ょう。全国的にも、現場でも、あらためて働く
もののいのちと健康を守る全国センターの位置
づけを高めること、労働組合や弁護団などとの
顔の見える関係をあらためて構築し、労働者の
健康問題のとりくみを強めましょう。

（ ６）介護活動

①介護実践～「 ２つの柱」のとりくみ
低介護報酬のもとでの経営困難、厳しい職員
体制のなか、各事業所・現場では「民医連の介
護・福祉の理念」（注３２）の学習を深めながら、
介護ウェーブ、介護報酬改定対応と介護実践、
経営改善、職員の確保と養成、職場づくりに全
力でとりくんできました。また、「ケアの倫理」
の学びを通して、運動課題や日々の介護実践の
意義についてあらためて捉え直すことができた
ことも特徴です。「民医連の介護・福祉の理念」
と「ケアの倫理」は互いにひびき合うものです。
日常の活動を「民医連の介護・福祉の理念」、「ケ
アの倫理」の視点からひきつづき深め、「人権
としてのケア」を実践と運動の両面で追求して
いきましょう。
病院における介護福祉士の専門性、役割を明
確にし、発揮すること、それにふさわしい制度
上の呼称や報酬上の位置づけについて政府に見
直しを求めることが必要です。地域では療養・
生活のうえでさまざまな困難・課題を抱えてい
る高齢者が増えています。「まずみる・寄り添う、
支援する、なんとかする」の視点で、無差別・
平等のケア実践をひきつづきすすめていきまし
ょう。
ケア（介護）にかかわる権利として、「ケア
する権利」「ケアを受ける権利」の ２つを基本に、
「ケアしない権利」（＝ケアすることを強制さ
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れない権利）、「ケアを受けない権利」（＝不適
切なケアを受けない権利）があげられます。ケ
アは非暴力の実践とも言われています。ケアす
る人、ケアを受ける人の人権を守ることがケア
の質を高めていくことにつながります。この ４
つの権利に照らし、認知症ケアや終末期のケア、
ヤングケアラー問題などをふくむ家族介護者へ
の支援、虐待や身体拘束防止など、日常のケア
実践の課題を「ケアの倫理」の視点からあらた
めてとらえ、深めていきましょう。
厚生労働省は「生産性の向上」について製造
業と同様に「より少ない人数・時間で成果を得
ること」としたうえで、介護では同時に「質の
向上」を目標とし、業務の省力化などで直接ケ
アに充てる時間を増やし、職員育成やチームケ
アの強化をすすめると説明しています。しかし
そもそも公的対人援助サービスに市場の論理を
あてはめた「生産性」という考え方をもちこむ
こと自体が矛盾をはらんでいます。その点に問
題意識を持ち続けながら、「生産性向上を通し
た質の向上」を追求していきましょう。その際
は利用者の人権やQOLに十分配慮することが
必要です。人員配置基準の切り下げなど、給付
削減を目的とした「効率化」の動きに対しては
ひきつづき反対の声をあげていきます。

②事業基盤の強化
医療機関と同様、介護事業所もかつてなく困
難な経営環境に置かれています。２０２４年度報酬
改定は不十分なプラス改定でしたが、収支差率
は低く留まっており、予算未達の法人も多数を
占め、利用者確保が計画通りすすまないなど依
然として厳しさが続いています。特に、訪問介
護では基本報酬が引き下げられたことによる経
営上の苦戦が続いています。他方でヘルパーを
確保し稼働を増やすことで予算を達成している
法人もあります。他法人の経験・教訓にも学び
ながら、経営改善を図っていきましょう。
経営改善に向けて、経営状況をリアルにつか
み、必要利益にこだわること、利用者の確保と
報酬改定対応を両輪ですすめること、時間外労
働や適正人員の配置など費用管理を重視するこ
とが必要です。医療との連携を強め、一体的な
展開の中で経営改善をはかる視点が重要です。
さらに、職員の配置や働き方の見直しをふくめ

た事業の再編、中長期計画の策定が求められま
す。全職員参加と共同組織の協力・共同などの
民医連の「強み」を生かし、地域の困難や要求
に寄り添い、行政の役割を明確にさせる運動と
地域・団体との協力・連携で経営的な課題を克
服していく視点が必要です。

（ ７）歯科

①歯科医療・歯科口腔保健を人権として位置づ
けよう
現在、通院困難な患者の増加が固定化する一
方、未処置のう蝕を持つ人びとが約４０００万人に
のぼると推定されるなど、「かかりたくてもか
かれない」患者が潜在的に多数存在し、健康格
差が拡大する可能性があります。だれも取り残
さない、公正平等な「人権としての歯科医療の
実践」をすすめましょう。
『歯科酷書－第 ４弾－』では、国外発信を目
的に初めて英語版を作成し、WHO健康開発総
合研究センター（神戸市）へ届け、日本におけ
る口腔崩壊の実態を伝えました。現在は『歯科
酷書－第 ５弾－』の作成に向け、準備をすすめ
ています。歯科署名強化Week の広報や訪問
活動を通じて、口腔問題に加え、患者の生活や
社会的背景に関する気づきを収集し、６４件の事
例が集約されています。今後は診療現場や日常
生活の中での小さな気づきを共有し、さらなる
実態把握につなげていきます。
摂食嚥下障害や口腔機能低下症への対応、糖
尿病や心疾患など医科領域と関連する病変につ
いて、多職種連携を強化します。小児や障害者
への対応、多職種カンファレンスの定例化など
にもとりくみ歯科医療におけるさらなる柔軟な
対応力と総合力を拡大しましょう。

②歯科医師をはじめとした職員の確保と育成の
とりくみを具体化しよう
職員の確保の困難さが深刻になっています。
歯科医師数抑制政策、歯科衛生士の役割の拡大
に伴う給与相場の上昇、歯科技工士のなり手不
足・離職問題の加速といった社会的背景の影響
に対し、「民医連の歯科医療」を伝えていくこ
とが職員確保と育成の基本です。
歯科奨学生は各歯科事業所の条件をもとに受
け入れることが多く、民医連歯科医師の確保育
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成に十分な対応であるとはいえない状況があり
ます。就職説明会は各研修施設でも行っていま
すが、今後は、状況の把握と歯学生への情報発
信の工夫が課題です。県連の歯科中長期計画を
たてて歯科奨学生の獲得目標をもつなど県連を
あげての歯科学生対策は学生に民医連の理念を
ひろめる力をえることにもつながります。県連
や法人の高校生職業体験などに「歯科医師、歯
科衛生士、歯科技工士」も組み入れて将来の担
い手づくりを行っていきましょう。
青年歯科医師会議は２０２４年１０月に、歯科奨学
生会議は歯科衛生士奨学生の合同で２０２５年 ３ 月
に開催し、経済格差がすすむなかで SDHを考
える機会として大阪・釜ヶ崎地域をフィールド
ワークし、街の歴史や地域一体となった支援活
動などを学び交流をはかりました。中堅歯科医
師交流集会は、長崎にて平和をテーマに交流を
行いました。歯科医師臨床研修については、定
員割れや施設返上などの厳しい現状があるもの
の、「民医連らしい臨床研修」を強みに選ばれ
る臨研施設をめざしとりくみましょう。
「民医連歯科衛生士の基本となるもの」は民
医連の内外での共有が行われ、歯科衛生士の養
成大学の教官からも、チーム医療としての考え
方や SDHを基にしたアセスメントなどの内容、
何より歯科衛生士が主体となって作成したこと
について高い評価を得ました。ひきつづき民医
連の歯科医療への確信と実践、患者の生活状況
の把握や多職種連携のツールとして活用をすす
めましょう。また、確保と育成においても「基
本となるもの」は民医連の歯科医療を表現し、
そして伝達できる有効なツールとして、「全日
本民医連職員育成指針２０２１年版」と併せて、活
用のさらなる拡大にとりくんでいきましょう。
歯科技工士は女性歯科技工士が増加傾向にあ
ることをふまえ、長く働き続けられる職場環境
の整備が課題です。地協内での協力による育成
や、民医連歯科技工士の魅力発信を継続します。
１０年ぶりに新任歯科事務長研修会を開催し、
歯科医療の歴史や理念、チーム医療のあり方を
学習しました。事務長が果たす責任と役割を再
確認し、同じような課題を持った事務長同士の
交流もはかることができました。

③『民医連歯科読本』の改定で、「全県連に歯
科を」のとりくみをすべての地協の課題に位置
づけよう
１６年ぶりに改訂される『民医連歯科読本』は、
内部向けにはアイデンティティの再確認と教育
ツールとして、外部向けには医療連携や社会的
課題解決への架け橋として位置づけられていま
す。
２０２５年 １ 月に、歯科の空白県であった岐阜民
医連にすこやか診療所歯科が開設しました。開
設に向けては、近畿、東海・北陸地協の歯科事
業所での研修受け入れなどが行われました。

④無差別・平等を掲げ、非営利・協同の民医連
歯科医療を実践するための必要利益を確保しよ
う
２０２４年度は、民医連歯科の７５.４％にあたる８６
事業所が黒字を確保し、全体でも経常利益９.８
億円を計上して１４年連続の黒字を達成しました。
しかし、黒字比率は後退し、患者数減少や職員
体制の課題が顕在化しています。外来患者は減
少傾向にある一方、訪問診療は拡大しています。
しかし、歯科衛生士などの欠員による体制の不
安定さが診療縮小を招いており、人材確保が経
営に直結する最大の課題となっています。
今後の経営に関する重要課題は、人材の確保
と定着では育成支援や環境改善による中長期戦
略、患者数の確保ではキャンセル対策や中断者
への再案内、診療報酬の戦略的活用では施設基
準への対応や診療報酬改定対応などによる収益
確保の ３点です。また、民医連綱領を実践する
ためには、職員配置や教育、設備投資を賄うた
めの「必要利益」の確保が不可欠です。全職員
参加型の予算作成や、中長期経営計画の策定を
通じて、安定した経営基盤の構築をめざしまし
ょう。

⑤「保険でより良い歯科医療を」求める請願署
名の運動を、新たな視点でのとりくみにしてい
こう
今回の署名は全体で２０万５１２８筆を集約し、前
回を上回る結果を残しました。福岡、広島など
では保険医協会との統一行動がメディアに取り
上げられ、学生も運動に参加するなどひろがり
を見せました。ひきつづき、診療報酬引き上げ
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や窓口負担軽減、歯科医療従事者の処遇改善を めざし、運動を推進していきます。

第 ２節　共同をひろげ、平和とくらしを守り、人権とし
ての社会保障へ前進を

（ １）�憲法を力に、地域から非戦・人権・くら
しを掲げ、改憲許さず、戦争させない運
動にとりくもう

ロシアのウクライナ侵略戦争、イスラエルの
ガザ地区でのジェノサイド、アメリカのベネズ
エラ侵略など、世界で戦争がひろがっています。
日本でも大軍拡で「戦争する国づくり」がすす
み、国民のいのちとくらしを守る社会保障費が
圧迫され続けています。
民医連は、あらゆる戦争政策に反対し、個人
の尊厳、基本的人権の尊重に根ざしていのちを
守る医療・介護実践を行う組織です。断固戦争
させない運動を一段と強め、平和な日本と世界
を求める声を大きくしていきましょう。各県連
や地協の平和学校や戦跡めぐりのフィールドワ
ーク、平和を求めるスタンディングや ９条改憲
許さない宣伝・署名活動、核兵器禁止を求める
運動など、すべての職員と共同組織、地域の人
びとに呼びかけ、地域から平和運動をひろげて
いきましょう。
４６期、憲法闘争本部は「憲法まもりたい！民
医連ネットワーク（略称：まも憲ネット）」に
改称し、連続憲法学習会や「憲法・平和守るイ
チオシのとりくみ交流会」を開催し、日々のく
らしや医療・介護現場と憲法のかかわりも深め
ました。各地では憲法 ９条の碑建立もすすんで
います。 ９条改憲を許さない国民的な運動を推
進していくことが目下の最重点課題です。国会
で多数を占めた軍拡推進・改憲容認勢力は、概
ね社会保障抑制政策を支持しています。「ミサ
イルよりケアを」の運動を医療・介護・福祉の
現場や各地域から大きく広げることがかつてな
く重要です。改憲の動きに対抗し、憲法を守り
生かす運動の強化に向け、４７期、あらためて憲
法の大学習運動にとりくみます。医療・介護現
場の事例を人権の視点でとらえ、全職員が共同
組織とともに憲法を学び、守りいかす運動にと
りくみましょう。

（ ２）�いのちとケア、社会保障拡充に予算を使
う国への転換を

多くの国民の切実な願いは、物価高騰対策と
くらしの安定、いのち守る政治です。わたした
ちの税金は、敵基地攻撃能力、人を殺傷する武
器整備のためではなく、生活の安定・向上、所
得の再分配、経済の安定の ３つの機能を持つ社
会保障の充実にこそ使うべきです。国が税金を
集め、使う際に守るべき基本原理である憲法の
財政原則に則って税金の使途に意見が言える主
権者となり、いのちとケア、社会保障拡充に予
算を使う国へ転換させましょう。憲法と人権、
社会保障制度についての学習と深い理解を重視
し、世代間に分断を持ち込む「高齢者優遇論」
（注３３）を乗り越え、すべての世代の社会保障
拡充をめざしましょう。

（ ３）人権・受療権を守る制度改善に向けて

①国民皆保険制度を守り、医療制度改悪を許さ
ないとりくみ
自民、公明、維新の ３党合意の医療費 ４兆円
削減をストップさせましょう。「いつでもどこ
でもだれでも」「必要充足」「応能負担」の国民
皆保険制度を維持し、一部負担金や利用料、高
過ぎる保険料引き下げを求め、将来的には窓口
一部負担金ゼロをめざします。２０２５年１２月 ２ 日
で従来の健康保険証使用が中止されましたが、
いまだにマイナ保険証の利用率は３７.４％（２０２５
年１０月現在・厚労省）です。国民皆保険制度の
もとで、国には保険証を全国民に無条件交付す
る責任があります。健康保険証を、任意取得の
マイナンバーカードと一本化することは、保険
証取得の自己責任化であり、憲法の理念に反し、
国民皆保険制度を根幹から崩壊させる重大な受
療権、健康権侵害の問題です。国の責任を明確
にし、従来の健康保険証復活を求める運動を強
めます。
２０２６年特別国会に、高齢者の保険料・一部負
担金に金融資産を勘案するための改正法案が提
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出されました。今後、全世代の個人情報がマイ
ナンバーで政府や自治体、企業に利活用される
動きに注視する必要があります。
高額療養費制度は、難病やがん患者、長期療
養が必要な患者の命綱です。自己負担限度額引
き上げも外来特例改悪も断念させましょう。高
額療養費の外来特例見直しだけでなく、後期高
齢者医療の窓口の一部負担割合や保険料、介護
保険料の引き上げもねらわれ、物価高騰や年金
目減りなど高齢者の負担増は生活全般におよび
ます。受診控えや中断、必要な薬や検査をあき
らめるなど、いのちにかかわりかねません。全
日本民医連の７５歳 ２ 割化実施後のアンケート調
査（４２県連、 １万５７３５件）に寄せられた「これ
以上切り詰められない」「受診できなくなる」
という切実な声を国会に届け、これ以上の高齢
者への負担増は中止させましょう。
OTC類似薬の保険外負担（特別の料金）の
仕組みなど、制度改悪はやめさせましょう。医
療法改正による１１万床病床削減や、国民民主党
が掲げる尊厳死の法制化、参政党が求める終末
期の延命措置医療費の全額自己負担化も許して
はなりません。
国保保険料・窓口負担引き下げの実現、特に
子どもの保険料（国保均等割）をなくし医療費
一部負担をなくす運動、国の制度として１８歳ま
での子ども医療費無料化実現などにとりくみま
す。

②いのち、人権を守るとりくみ
いのちのとりで裁判は、政府・厚労省に対し、
最高裁判決にもとづく全面解決を求めます。桐
生市事件に学び、県連、事業所のある地域の生
活保護行政の点検をよびかけました。生活保護
のしおりチェックと改善の運動にもとりくみま
しょう。日弁連が提唱する権利性を明確にした
「生活保障法」を学び、全日本民医連でも実現
に向けた運動にとりくみます。
事例調査で外国人医療をめぐる実態を明らか
にし、全日本民医連として厚労省や法務省、入
管庁との懇談、申し入れなどにとりくみます。
無料低額診療事業について、青年事務の会が
主体的に学習し、職場の先輩や共同組織、町会
議員の力も借り、議会に要請して薬代助成を実
現した岩手の青年職員の経験を『民医連医療』

誌連載の「現場の気づきからはじめるソーシャ
ルアクション」に掲載しました。全日本民医連
として、無料低額診療事業の対象拡大（訪問看
護・介護、保険薬局など）や、公的医療機関で
の実施拡大、無保険など全額自費となる場合の
財政支援などを厚労省に要請をします。各都道
府県や自治体に向けても、無料低額診療利用者
の薬代助成を求めて運動しましょう。

③「人権の砦たる民医連事業所」としてのとり
くみ
（現場の気づきからはじめるソーシャルアクシ
ョン・社保運動にとりくもう）
多職種共同で患者に寄り添う最初の一歩とし
て人権・倫理の「タイムアウト」（注３３）にと
りくみましょう。忙しい中でも、気づきや違和
感を意識できるようになることが大切です。日
々短時間でも気づきを語り合うことを職場で定
着させて、医療・介護現場や職場で人権を意識
できる組織をめざしましょう。とりくみ推進の
ため、幹部や中堅、職責者向けの学習も提起し
ます。
共同組織との地域訪問、退院患者訪問や未収
金訪問など、一職場一アウトリーチで地域の困
りごとをつかみ、自治体キャラバンや自治体・
国会への要請など政治に働きかけるソーシャル
アクションに踏み出しましょう。全日本民医連
として、自治体キャラバン実施マニュアルや重
点要求項目案を作成します。大阪の淀川勤労者
厚生協会は、２０２４年共同組織月間を契機に、職
員が共同組織といっしょに地域に出て困りごと
を聞く １一職場 １一アウトリーチを継続してい
ます。共同組織や地域の団体・個人と共同して、
人権が守られるまちづくりをすすめましょう。
猛暑が続くなか、熱中症調査をもとに自治体に
対策を要望したり、事業所の一部をクールスポ
ットとして開放したりする実践もあります。生
活保護利用者のクーラー購入費などの助成は対
象・内容とも限定的で、生活保護利用者以外の
高齢者や困窮世帯への支援も必要です。自治体
に対策を要求しましょう。
２０２４総選挙、２０２５参議院選挙では、民医連の
選挙要求を掲げ、県連や法人でも要求や選挙争
点のチラシなどを作成し投票を呼びかけました。
選挙では「民医連の要求」を掲げて、実現のた
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めに何ができるか考えましょう。
（「人権の砦（とりで）たる民医連事業所」の
力を高めるために、県連、地協での交流を）
県連や法人・事業所の社保委員会は運営上の
困難や悩みも少なくありません。三重民医連社
保委員会は、「もっと仕事が楽しくなる社保委
員会」をキャッチコピーに、毎回社保委員が持
ちまわりで、自分の興味あるテーマで準備する
１５分の「社保Q学習会」にとりくんでいます。
中四地協では青年職員主体で社保交流集会を開
催し、楽しみながら参加をひろげています。４７
期も「楽しくなければ社保じゃない」を合い言
葉に社保活動の活性化をめざし、職員育成と一
体に「現場の気づきからはじめるソーシャルア
クション」にとりくみます。地元の運動課題の
学習やフィールドワークも取り入れ、活発な社
保（平和）委員会活動にしていきましょう。

（ ４）全日本民医連としてのとりくみ

２０２４年手遅れ死亡事例調査については、全日
本民医連の記者会見後、１１県連（２０２５年１１月現
在）が記者会見を行いました。ひきつづき２０２５
年調査にもとりくみます。
また、４６期全日本民医連社保セミナーは、第
１クールは水俣、第 ２クールは各地協で、人権
の視点でフィールドワークを行い、第 ３クール
は受講生自身のアクションプランを作成しまし
た。プランの実践報告で演題応募し、４７期学運
交で再会することをめざします。国政選挙が行
われる際は、民医連の選挙要求をバージョンア
ップし、政策チラシなどを作成して投票を呼び
かけるとともに、県連、法人・事業所の社保委
員長や職責者を対象にした社会保障や情勢・人
権に関する学習会開催も検討します。

（ ５）�医療・介護労働者をケアする政治への転
換と地域医療を守り、患者の受療権を保
障するための連帯とたたかい

医師をはじめ、看護師、介護職員など日本の
医療・介護従事者の絶対的な不足は、地域にお
ける医療・介護の提供体制を根底から揺るがす
極めて深刻な事態を招いています。４６期は、ケ
ア労働者の処遇改善を求め、地域の医療・介護
を守るための国民運動にとりくみました。４７期
はこの運動をさらに大きくひろげていきます。

①医師・医学生署名と80／80（注3４）ドクター
ウエーブ
２０２３年１２月から２０２５年 ３ 月まで「医師・医学
生署名をすすめる会」とともに医師増員をめざ
す運動を展開し、８３７０筆の請願署名と国民向け
のWEB署名 １万４９４０筆を提出しました。今回
の運動は医師の働き方改革がスタートし、現場
での矛盾は深まっているものの、「医師偏在」
のみが問題とする政府の世論づくりなど逆風も
強く、２００８年に ２万筆を超えた医師・医学生署
名の到達にはおよびませんでした。民医連が立
ちあげた推進本部では、「医師増員なくして偏
在解消なし」の立場で、全県連での推進本部の
設置と学習などを呼びかけ、学習を深めた県連
ではシンポジウムの開催や地域医療機関への働
きかけがすすみました。また、医学生自身が多
くの署名を集めた経験もあった一方、 ３～ ４割
の県連は十分な動きになりませんでした。２０２５
年 ２ 月に発行した全国の医学生との対話で出さ
れた疑問に答える８０／８０パンフレット「まやか
しの『医師偏在』～医師不足の解消を」は、「絶
対的医師不足」の認識をひろげる役割を果たし
ました。一人ひとりと対話をすること、そして
情勢の変化もふまえ何度でも対話を重ねれば共
感につながること・署名がひろがることが、こ
の運動を通じて明らかになりました。
署名提出後、８０／８０ドクターウエーブを提起
し、医師・医学生のアンケートは２９９の回答が
寄せられ、現場の声を国会議員に届けました。
２０２５年１１月に衆議院厚生労働委員会で行われた、
医師偏在対策を強化することや医療機関の病床
削減をすすめる「医療法等の一部を改正する法
律案および修正案」にかかわる参考人質疑で、
全日本民医連医師部長が意見陳述を行うととも
に、８０／８０パンフレットとアンケート結果を配
布し、現場の実態と医師偏在対策の根本的な問
題点について陳述しましたが、同法律案は賛成
多数で成立しました。同時期に開催された政府
の「医師養成課程を通じた医師の偏在対策等に
関する検討会」では、２０２７年度の医学部総定員
について「削減」と明記され、また同年１２月に
政府に出された「建議」では、医学部定員数の
抑制がすすまない場合には国家試験の合格率に
より医師の供給数をコントロールすることも検
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討すべきと踏み込みました。働き方改革に伴っ
て、見せかけの時間外労働の削減がなされてい
るなかで、医師数を削減することは、政府が今
後も医師の自己犠牲的な長時間労働を放置する
ことを表明するものです。一方、長野県議会で
は、１１月定例会にて、地域の医師不足解消を求
める意見書が全会一致で採択されるなど、地方
から医師増員を求める動きもうまれています。

②ナース・アクション
２０２４年 １ 月の看護師・保育士による白衣の国
会行動以降、全国各地でさまざまなナース・ア
クション行動がとりくまれました。 ５月の「看
護の日」に合わせて“ハッシュタグ・アクショ
ン”“わたしの声”を集め楽曲「ナースコール今、
ここから！」が誕生、各地で駅前や商店街での
アピール行動がくりひろげられました。看護学
生実態調査（２０２４年・９５５人回答）では、経済
的状況は厳しさを増し、アルバイトによる学業
への影響などがわかりました。民医連の看護専
門学校学生自治会は、国会議員とのWEB懇談、
要請行動で動画メッセージなど声をあげ、全国
各地から集められた高等教育無償化を求める署
名４１万筆を提出しました（２０２５年 ５ 月）。日本
の高等教育予算はOECD（経済協力開発機構）
のなかでも「最低水準」で、学費の ７割は家計
がささえているとされます。また国際人権規約
は、無償の高等教育を漸進的に導入する措置を
国に義務付けており、参院選では主要政党が「無
償化」「負担軽減」を公約しています。声をあ
げ続け、無償化への道を拓きましょう。
全国ナース・アクションWEB実践交流会を、
４６期は ３回開催し、「修学支援新制度の概要と
問題点」「看護師確保対策と予算（地域医療介
護総合確保基金のしくみ）」や各地での実践を
学び合いました。２０２５年１０月、厚生労働省より
「看護師養成施設」「病院内保育所」事業補助
金の標準単価の引き上げが通知されました。こ
れは、長年に渡る私たちの粘り強い運動の成果
です。このことに確信を持ち、ナース・アクシ
ョン２０２５年冬からのとりくみとして以下 ３点、
①看護職確保対策（養成と教育・労働環境整備
・復職支援など）の拡充、②高等教育無償化で
経済的不安なく医療看護介護職をめざせる制度、
③経営危機が深刻な地域の医療機関の事業と経

営を守る緊急の対策が柱です。ひきつづき職能
団体、民医連外の医療介護事業所との懇談を重
ね、看護師の養成、処遇・労働環境の改善など
を国・行政に求めましょう。

③介護ウエーブ
（この間のとりくみ）
前期にひきつづき、「 ３つの丸ごと」ウエー

ブ（地域丸ごと・民医連丸ごと・ケア丸ごと）
をすすめてきました。訪問介護基本報酬の引き
下げに対して改定直後から地域の訪問介護事業
所を対象にした独自の調査が各地で実施されま
した。このとりくみは、国に報酬引き下げ撤回
を求める自治体の意見書採択（２０２５年１２月現在
３６３自治体）や、訪問介護事業所に対する自治
体の独自支援策を実現させる大きな力になりま
した。地域の居宅介護支援所を対象に実態調査
にとりくんだ県連もありました。２０２４年介護請
願署名は多くの法人・事業所で目標を超過達成
し、２３万筆（全体で３４万筆）を通常国会に最終
提出しました。
（私たちの基本要求）
第 １に、「三大改悪」案をはじめ、提案され
ている制度改悪を全面的に阻止することです。
「利用料 ２割負担の対象拡大」について、全日
本民医連の緊急影響調査（２０２５年１０～１１月）で
は、在宅サービス利用者（回答１７０２人）の ３割
強が「サービスの利用回数や時間を減らす」「サ
ービスの利用を中止する」と答えており、「今
まで通り利用を続けるために家計を切り詰める
（食費などを削る）」という回答も ３割を占め
ました。物価高騰で経済状況が悪化しているな
か、これ以上費用負担を引き上げることは許さ
れません。
第 ２に、２０２７年度改定を待たない期中改定、
事業所支援と大幅な処遇改善の実施です。処遇
改善については、全額国費によりすべての介護
従事者の賃金を早急に全産業平均水準に引き上
げることを重ねて求めます。介護事業所に対す
る政府の処遇改善支援策（２０２５年度補正予算）
ではケアマネジャーなどこれまで対象外とされ
ていた職種を初めて含むものとなりました。処
遇改善を目的とする期中改定も ６月に実施され
ます。全体としては不十分な内容にとどまって
いますが、現場の実態や要求を反映した改善の
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一歩となるものです。
第 ３に、「機能不全」状態に陥っている介護
保険制度の改善・立て直しです。「必要充足」
原則、「応能負担」原則にもとづく制度の改善
を求めていきましょう。介護保険財政における
国庫負担割合（現在２５％）の段階的な引き上げ
が不可欠であり、重ねて強く要求します。
（今期の課題）
要求実現に向けて、ひきつづき ３つの「丸ご
と」ウエーブをひろげていきましょう。法人・
県連が総合的な方針をもつことが必要です。「緊
急行動」や看護、医師分野との共同、障害・保
育分野、認知症の人と家族の会などの当事者団
体との共同を追求しましょう。利用者の実態・
要求が介護ウエーブの出発点です。事例検討会
のような、まとまった時間を確保できなくても、
現場でのさまざまな気づきを日常的に職場で共
有する人権・倫理の「タイムアウト」のとりく
みをすすめましょう。
現在の日本社会は、公的に保障されるべきケ
アが著しく不足している社会です。ケアの価値
が貶（おとし）められ、ケア労働者の賃金が低
く抑えられている背景に、ケアは誰にでもでき
るという考え方を前提に、主に女性（主婦）が
家庭で無償労働として担うものであり、職業化
しても家計の補助労働で構わないと捉える根深
いジェンダー規範があります。それを仕組みと
して制度に組み込んだのが介護保険であり、介
護報酬は低く固定化され、給付水準は家族介護
者がいることを前提に設定されています。全産
業平均水準への給与の引き上げ、介護保険給付
の拡充は、ジェンダー平等の実現と政府の全世
代型社会保障改革を押し戻す重要な一歩になり
ます。「介護の社会化」で問われているのは、
介護（ケア）に対する責任と費用をどう公正に
配分するかということです。ケアニーズを社会
の中心に置き、それを満たすことが何よりも重
視される「ケアが大切にされる社会」、「人権と
してのケア」が保障される制度の実現をめざす
介護（ケア）ウエーブをいっそう大きくひろげ
ていきましょう。

④ファーマウエーブ
２０２５年１１月に「ファーマウエーブ」を提起し
ました。OTC類似薬の問題、薬剤師の業態間

・地域間偏在、医薬品供給問題などを通じて、
薬剤師の専門性と役割を可視化し、患者本位の
医薬品政策への転換を求めるとりくみです。第
１弾としてOTC類似薬の保険適用除外問題を
取りあげました。本質をわかりやすく伝えたチ
ラシ作成、普及、他団体の機関誌などでの執筆
などとりくみをすすめています。医療費削減の
大きな課題として医薬品がターゲットになって
おり、選定療養の拡大やOTC類似薬をめぐる
問題点を今後も運動のひろがりを見据えた発信
を継続していきます。

（ ６）�核兵器廃絶、辺野古新基地建設反対のと
りくみ

核戦争の危機が歴史上かつてなく深刻化する
なか、自らの被爆体験を語り核兵器廃絶を訴え
てきた日本原水爆被爆者団体協議会（日本被団
協）（注３５）がノーベル平和賞を受賞しました。
２０２４年１１月には、日本被団協、原水爆禁止日本
国民会議、日本原水協による ３団体共同アピー
ル「被爆８０年を迎えるにあたって―ヒロシマ・
ナガサキを受け継ぎ、ひろげる国民的なとりく
みをよびかける」を力に、署名の共同提出行動
が行われるなど、被爆者を中心とした前進が築
かれました。
昨年は、被爆８０年を迎え、被爆者健康手帳所
持者は ９万９１３０人（２０２５年 ３ 月）、平均年齢は
８６歳となっています。被爆者の体験と声、被爆
の実相を学び継承することは、非戦と核兵器廃
絶の実現に直結します。「高校生の描いた原爆
の絵展」や「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ被災
パネル」展示をひろげるとともに、被爆者健康
手帳の取得、介護手当申請、原爆症認定、「黒
い雨」被爆者、長崎の被爆体験者、ビキニ被ば
く船員など、核被害者の国家補償を求めるたた
かいを共同で支援します。日本政府に核兵器禁
止条約（TPNW）への署名・批准を求める署
名は、民医連では、目標１００万筆に対し約２９万
８０００筆です。ひきつづき署名運動を強化し、政
府に条約参加を求める自治体意見書決議のとり
くみをすすめます。２０２６年、 ４ 月のNPT再検
討会議（注３６）、 ８月の原水爆禁止世界大会、
国連総会、１１月 TPNW再検討会議を節目に、
核兵器廃絶の国際的な共同行動を発展させます。
沖縄では米兵による犯罪がくり返され、日米
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地位協定のもとで毅然（きぜん）と対応できな
い日本政府への怒りが高まっています。日米地
位協定の改定は待ったなしです。辺野古新基地
建設を中止させ、基地のない平和な沖縄を求め
る運動に連帯したたかいを継続します。辺野古
支援連帯行動にはこれまでに２８９８人が参加して
おり、沖縄県知事選挙を重要な節目としてひき
つづき連帯します。あわせて、全国ですすむ自
衛隊基地増強と大軍拡に反対する運動にとりく
みます。

（ ７）�福島第一原発事故から１５年、原発再稼働
を許さず、再エネ転換で原発ゼロと気候
危機の克服をすすめよう

福島第一原発事故から１５年を迎えても、なお
多くの人がふるさとに戻れず、廃炉の見通しも
立たないなど、福島の復興は道半ばです。政府
はエネルギー基本計画で原発回帰に舵（かじ）
を切り、住民の声を顧みず再稼働をすすめてい
ますが、福島の事故を直視すれば到底容認でき
ません。
原発再稼働を許さず、再生可能エネルギーへ
の転換と原発ゼロの社会を、市民の共同で実現
していきましょう。各地の再稼働反対・原発ゼ
ロの運動を福島の真の復興と結びつけ、原発ゼ
ロと再エネ転換を求める請願署名や ３・ ７全国
集会、 ３・１１のとりくみを大きく前進させます。
日本の気候危機対策が遅れている最大の要因
は、原発や石炭火力に依存し、再生可能エネル
ギーの導入を後回しにしてきた点にあります。
原発および石炭火力発電をゼロとし、再生可能
エネルギーを電力利用の最優先とする体制を確
立する必要があります。各地の民医連事業所で
は、火力発電所計画ストップの共同した運動へ
の参加や事業所での再生可能エネルギーの活用
・拡大などとりくまれています。また、気候変
動の深刻化により、熱中症や感染症などの健康
被害が増えることが懸念されるなか、医療界の
脱炭素をすすめようと一般社団法人「みどりの
ドクターズ」（注３７）の活動などもひろがって
います。４７期、全日本民連として気候危機分野
のとりくみをすすめられるよう各地のとりくみ
の交流、とりくみの方針化をすすめます。

（ ８）PFAS問題

PFAS 問題は全国各地にひろがっている新し
い公害であり、環境分野の課題であると同時に
健康被害をおよぼす社会的要因の一つとして位
置づけられます。
今期、全日本民医連として PFAS問題委員
会を設置し、２０２４年 ９ 月に第 １ 回の PFAS 問
題交流会を開催し、３９県連、２８２人が参加しま
した。さらに具体的なとりくみにしていくため、
第 ２ 回交流会を２０２５年 ３ 月に開催し、２８県連
２００人が参加しました。PFAS血液検査の実際、
相談外来の開設と実情、自治体交渉、学習会の
すすめ方をテーマに学び、交流しました。
民医連の全国組織の強みを生かした調査・研
究活動として、「全都道府県で PFAS血中濃度
を調査し、新たな高濃度地域の有無を明らかに
するとともに、生活様式や疾患との関連性につ
いて検討する研究」（全日本民医連 PFAS疫学
研究）を提起し、具体化されています。
いまだに日本政府は PFASによる健康被害
を認めておらず、PFASの曝露状況と有病との
関係を明らかにすることをめざします。すべて
の都道府県でとりくまれることが重要です。全
国各地で、米軍基地の泡消火剤の流出、企業の
廃棄物などが汚染源と考えられる実態が徐々に
明らかになってきている昨今、住民の運動に連
帯し、民医連は自治体や国にむけて汚染源の調
査、検査の実施や公費補助、健康被害の把握な
どを求める活動に参加しています。大阪ではダ
イキン淀川製作所に対して全国初の公害調停が
始まりました。ひきつづき、地域住民のいのち
を守る立場で、住民の不安や要望に応える活動
を来期も行っていきます。また、前述の研究結
果を４７期中に公表し、日本政府や自治体への働
きかけを強化していくこととします。

（ ９）水俣病に対するとりくみ

２０２３年 ９ 月のノーモア・ミナマタ近畿訴訟の
判決は、１２８人の原告全員を水俣病と認める画
期的なものでした。しかし、後に続いた２０２４年
３ 月の熊本地裁判決では対象原告１４４人中２５人
のみを水俣病にり患していると認め、除斥期間
の経過を理由に全員の請求を退けました。同年
４月の新潟判決も認めたのは原告４５人中２６人の



37月刊民医連資料　別冊（２０26年 4 月）

みという不当判決でした。
医師集団は、専門性を発揮し、裁判所に意見
書を提出、医師証人として証言台に立つなど訴
訟をささえています。２０２４年 ５ 月に「メチル水
銀曝露による健康障害の研究方法」シンポジウ
ムを開催し、 ９月には新潟での水俣病検診を支
援、２０２５年 １ 月には、環境省 ２回目の健康調査
あり方検討会に高岡滋医師が参加して意見をの
べています。
２０２５年は新潟水俣病の公式確認から６０年、

２０２６年は熊本水俣病の公式確認から７０年を迎え
ます。高齢化する原告らを一刻も早く救済し、
すべての被害者を救済しましょう。

（１０）乳腺外科医師冤罪事件の勝利

乳腺外科医師冤罪事件は、２０２５年 ３ 月１２日、
東京高裁は検察の控訴を棄却し、 ２度目の無罪

判決を出しました。東京高等検察庁は上告を断
念し、同年 ３月２６日に乳腺外科医の無罪判決が
確定しました。この事件は２０１６年、東京民医連
の柳原病院で、非常勤の乳腺外科医師が女性患
者に対するわいせつ行為をしたとして準強制わ
いせつに問われた事件で、裁判では「被害を訴
える女性患者の術後せん妄の可能性」や「科捜
研の鑑定の信用性」が争点になりました。柳原
病院は初動で事実調査を行い、医師逮捕に抗議
し厳しく糾弾する声明を発表しました。外科医
師の無実を求める署名は２３万筆におよび、かつ
てない医療界の支援を受けました。医師の通常
の診療行為に対し無実の罪を着せて冤罪を成立
させようとした検察、警察と ９年にわたり医師
とその家族の人権をないがしろにした司法の不
作為は、決して許されるものではありません。

第 ３節　高い倫理観と変革の視点を育む職員の確保・育
成の前進を

綱領の実践、事業と運動の継続において職員
育成活動は、すべての分野の土台です。４６期に
生まれた変化や教訓を４７期の活動に生かしまし
ょう。

（ １）４６期の職員育成活動の特徴

1 ）総会方針学習・評議員会方針学習の工夫と
定着への努力
第４６回総会方針学習は、職責者の読了は６０.６
％（４５期６１.２％、４４期５９.１％）で、ひきつづき
トップ管理者を中心にすべての職責者の読了が
求められます。学習会６６４９回、参加者数のべ ４
万８６２５人の到達でした。香川では、継続的なと
りくみのなかで、方針読了後に職員全員の感想
文提出が定着し、医局でも全員が総会や評議員
会の方針を読了。福井でも、総会方針、評議員
会方針の学習を全職員対象に位置づけるなど、
各地で活動をすすめる大きな力となっています。

２）戦後80年「非戦・人権・くらし」つらぬく
育成活動
４６期の基調である「非戦・人権・くらし」は、
職員育成活動にもつらぬかれました。地域の戦
争被害を学ぶフィールドワーク、核兵器廃絶、

沖縄の歴史と基地問題、原発再稼働反対、社会
保障や地域医療を守るたたかいなど、すべての
活動が職員育成の場となっています。

3）「ケアの倫理」Café～ケア労働が評価され
る社会をめざす民医連への確信
「ケアの倫理」Café（２０２５年 ４ ～１０月）の開
催数はのべ ２万４５７０回、参加者数のべ１４万７５３１
人。日々のケア実践や価値観を見つめる機会と
なり、ケア労働が評価されるためにも政治を変
える必要があることなどが語り合われました。
また、資本主義、家父長制やジェンダー（性別
役割分業規範）などの社会構造が「女性へのケ
ア負担の偏り」を生み、ケア実践が社会的評価
から排除され、その抑圧の根源的システムを理
論として獲得したのがフェミニズムであること、
他者への応答というケアを「実践」ととらえる
いとなみが研究対象となり「ケアの倫理」が生
まれたことへの理解が深まりました。
「ケアの倫理」の学びは、「高い倫理観と変
革の視点」を養う育成活動そのものであり、「無
差別・平等の医療・介護・福祉を追求してきた
民医連の活動はケアの倫理を体現している」な
ど確信が深まりました。４７期も職員をつなぎ、
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地域をつなぎ、ケアがめぐる社会へ、学習と対
話を重ねましょう。

４）「 7つの具体的指針」（注38）の相乗的な実
践の豊かなひろがり
「職員育成指針２０２１年版」の「 ７つの具体的
指針」がCafé と相乗的に実践されました。

①対話による職場づくり～「ケアがめぐる職場
へ」
「対話によりケアされ、Café は職場づくり
そのもの」「相談しやすくささえ合える文化が
利用者の笑顔につながる」など、対話が相互理
解やチーム力の向上につながることが実感され
ました。これまで学習が位置づかなかった職場
でも、対話型のとりくみが多くの職場を変えて
います。長野のある介護の職場でも、ケア実践
で抱えている思いや悩みを言葉にすることでコ
ミュニケーションが深まり、Café の時間が楽
しみになった経験が報告されています。
②人権尊重の多職種協働と心理的安全性
多職種協働は、基本的人権を実現する医療と
福祉の実践です。「指針」は、心理的安全性の
高い協働のなかで、各職種の役割が発揮できる
こと、そのためにも人権の尊重、民主主義が大
切であることを強調しています。Café では、
職種や立場を超えて思いや葛藤を語り合い、違
いのなかで理解し合う工夫がひろがりました。
山口では、全職員を対象にした「ケアの倫理カ
ンファレンス」を定期開催し、参加者が「自分
に引き寄せ、言語化し発表者をケア」すること
で、「それぞれのこころをケアしていく」とり
くみを続けています。Café では医局や診療所
などでも対話を深める経験が各地で生まれまし
た。これらの流れを、総会方針学習をはじめと
するすべての職員育成活動に生かしましょう。
③制度教育～「誰も取り残さない」
コロナ禍をへて、制度教育のあり方を見直し
た県連もあります。群馬では、教育ラダーを再
構築し、職責者・青年育成・多職種研修を体系
化し制度教育を全職員にひろげました。母語が
日本語でない職員にルビ付きの総会方針を活用
するなど「取り残さないとりくみ」が行われ、
Café を通して署名や宣伝行動などへ参加も増
えました。山梨では講師養成講座にとりくみ、

受講生らを講師に「ケアの倫理」について制度
研修が開催されました。
④地域のなかでの職員育成
各地で職員育成委員会と他の委員会が協働し、
共同組織や他団体、地域のなかでの職員育成が
すすめられています。熊本では、フィールド研
修を制度教育に位置づけ、水俣病、ハンセン病、
被災者支援、優生保護問題の学習と裁判傍聴な
ど、教育学習委員会、社保平和委員会、被災者
支援委員会がコラボし、地域のなかで学びあっ
ています。地域の運動やまちづくりを育成の機
会とし、「 １職場 １アウトリーチ」にもとりく
みましょう。
⑤青年職員の支援体制の強化
青年職員の育成は、民医連の継承・発展のう
えで不可欠の課題として、各県連で強化されて
います。京都では、青年委員会の「平和塾」や
ジャンボリーへの支援を強化し、近畿地協ジャ
ンボリーでの交流を深めるうえでも管理者が役
割を発揮しています。新入職員を対象にピア・
サポートにとりくむところも増えています。青
年委員会などへの支援体制を強化しましょう。
⑥幹部育成～事業と運動の継続の課題
事業と運動の継続が大きな課題となっている
いま、幹部育成の課題は切実です。長野では県
連の教育活動要項を理事会で確認し、経年的に
将来の各職種の幹部として必要な人数に見合っ
た候補者の研修参加を追求し、介護幹部養成講
座も２０２５年 ２ 月から開始しました。
事務幹部養成アカデミアは ２期目を開催し、
民医連の歴史と綱領、情勢を学び、全国的な仲
間との連帯を大いに深めました。当初の方針で
ある ３回開催の通り、４７期も事務幹部養成アカ
デミアを開催します。各地協、県連でも事務幹
部養成学校が継続して開催されています。
⑦職員育成活動の推進体制
「総合的に推進するにふさわしい構成による
職員育成委員会の確立・強化」は、「ケアがめ
ぐる職場づくり」の要です。トップ幹部の責任
で、推進体制を確立しましょう。
青森では県連教育委員会と各法人の学習推進
担当で体制を確立し、総会方針や優生保護問題
の学習などをすすめ、Café でも報告がない職
場には声かけを大切にしました。岐阜では、法
人中長期経営計画達成にむけ、職責者が目標管
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理計画（職員育成、地域貢献、経営改善など）
をもち実践評価の交流を ３年間とりくみ、部署
・事業所を超えた職場づくりがすすみました。
今期、全ての地協で、職員育成代表者会議や委
員会、交流会が開催されました。

（ ２）�４７期のとりくみ～「ケアの倫理」の学び
を生かし、「職員育成指針２０２１年版」の
実践を

1 ）総会方針学習　すべての職員が参加し対話
を重視しよう
Café を通して生まれた声や変化を大事にし、
「 ７つの具体的指針」にもとづいて職場づくり
を発展させましょう。総会方針学習は、総会前
から計画を立てましょう。代議員の役割を明確
にするとともに、学習動画、「民医連新聞」の
活用なども含め、すべての職員が総会後すみや
かに学習できるようにしましょう。その際対話
を重視し、朝礼や職場会議でも学習、対話の時
間を持ちましょう。

２）民医連の綱領と歴史、日本国憲法の学習を
つよめよう
新入職員研修をはじめ、全職員を対象に学習
ブックレット「民医連の綱領と歴史」を学ぶ機
会をもちましょう。民医連が「なんのために、
誰のために存在するのか」という原点を、今日
的な課題や現場の実践と結びつけて理解を深め
ることが大切です。また制度教育などに憲法学
習を積極的に位置づけましょう。「民医連新聞」
など機関紙誌の活用、「憲法まもりたい！　民
医連ネットワーク」（まも憲ネット）の学習会（動
画）など学ぶ機会を増やしましょう。DVD「医
の倫理と戦争」で戦争加害について学ぶとりく
みを呼びかけます。

3）ケアの倫理の学びを継続しよう
ひきつづきケアの倫理を学びましょう。とり
くめていない職場にはこれからでも声をかけま
しょう（ホームぺージに紙面掲載）。制度教育
にも位置づけ、すべての職員が系統的にケアの
倫理を学べるよう工夫しましょう。社保運動・
政策部から提起された人権・倫理の「タイムア
ウト」を取り入れ、業務のなかで人権や倫理に
関する気づきを交流する時間をとりましょう。

４）人権と共同のいとなみ（注39）への理解と
実践を
「指針」は、「高い倫理観と変革の視点」を
養う職員育成の大きな力となるのが「人権と共
同のいとなみへの学びと実践」であることを強
調しています。トップ幹部や職員育成委員会が
中心となり、「旧優生保護法下の強制不妊手術
問題に対する見解」の学習をはじめ、「国際基
準の人権」にもとづき、共同のいとなみを基盤
として行動する組織文化の醸成につとめましょ
う。貧困のとらえ方も絶対的貧困から相対的貧
困、そして社会的排除と視野が段階的にひろが
ってきました。幸福追求権が阻害されている状
態を「貧困」とする視点で、現場や身の回りの
出来事をとらえ直しましょう。

5）「ケアがめぐる職場へ」仕組みづくりを
①どの職場も取り残さない育成活動～「職場を
ケアする活動」
「職場会議がされていない部署のフォローを
どうしたらよいか」などの悩みが寄せられてい
ます。一方で、Café を通して「どの職場もと
り残さない育成活動」が「職場をケアする活動」
としてとらえなおされています。医局や病棟で
も職場責任者を中心に工夫した職場では対話に
よる変化が生まれています。これらに共通して
いるのは、県連や法人で推進体制を確認し、職
員育成委員会がその役割を発揮していることで
す。声かけやニュースでの感想交流など、職場
や職員をつなぐ努力がされています。県連や法
人の育成担当者が悩んでいる場合は、県連事務
局長やトップ幹部とともに「指針」の内容を確
認し、職員育成活動を自分たちのものにしまし
ょう。
②職場責任者へのケア～「ケアする人へのケア」
また、経営や人員体制の困難などで大変な思
いをしている職場責任者こそケアされる必要が
あります。職場責任者がその役割を果たせるよ
ういっしょに考える仕組みづくりが大切です。
「指針」では、法人・事業所のトップ幹部が、
職員育成委員会とともに職場責任者に適切な指
導・援助を行うことを呼びかけています。一例
として、「育ちあいの職場づくりに必要な ８つ
の視点」（注４０）を活用して職場診断にとりくみ、
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職場責任者の声を聞きとってともに考える職場
が増えています。あらためて「指針」の実践を
トップ幹部の課題としてよびかけます。「 ７つ
の具体的指針」をもとに必要な議論を尽くし、
「ケアがめぐる」仕組みづくりにつとめましょ
う。

6）「健康で働きつづけられる職場づくり」～
経営課題としても重視を
今期、「健康で働きつづけられる職場づくり」
２０２４年改訂版パンフレットが発行されました。
労働安全衛生の基本、小規模事業所や介護事業
所、在宅分野での安全衛生活動、「ノーリフテ
ィングケア」、メンタルヘルス対策、多様性な
どに配慮したヘルスケアなどについて整理して
います。
ケアの倫理の視点は、パンフの活用の意義を
いっそう深めています。未曾有（みぞう）の経
営危機の背景には、ケアの価値が評価されず、
低すぎる診療報酬・介護報酬、効率化を求める
新自由主義があります。余裕のない勤務環境が
職員の精神的不調や離職・休職を招き、職場環
境の悪化やハラスメントの温床となる可能性も
あります。
職員健康管理委員会は、これまで「健康職場
の ５つの視点」（注４１）や「健康職場づくりの
７つの課題」（注４２）を提唱し、職員の健康を
守る交流集会（２０２５年）では、改訂ポイントの
ひとつである「ハラスメントのない職場づくり」
をテーマとしました。ハラスメントによる心の
傷は深く、長い時間をかけなければ回復が難し
いことが多くあります。また、職員の健診受診
と要精査・治療者の確実なフォローアップ、職
責者を含め労働時間の適切な管理、喫煙・飲酒
などの依存への対応を、法人・事業所ですすめ
ましょう。
健康で働きつづけられる職場づくりは、職員
の健康といのちを守る活動であり、事業と運動
の継続、経営の課題です。ひきつづき、「健康
で働きつづけられる職場づくり」パンフレット
の学習と実践を呼びかけます。県連における健
康管理委員会の確立、法人における労働安全衛
生体制の確立と強化をめざしましょう。

7）全国青年ジャンボリー
第４１回全国青年ジャンボリーは２０２５年１１月２７
～２９日、兵庫県神戸市で集合開催されました。
「『今何しとう？会って話そうや』～ ６年ぶり
の再会、県を越えて出会い仲間と笑顔で埋め尽
くそう」のスローガンのもと、約５３０人の青年
職員らが参加。阪神淡路大震災の災害支援の教
訓を学ぶ講演やワークショップ、震災遺構のフ
ィールドワークなどを通して民医連の活動を知
り、未来を描きながら交流しました。
コロナ禍でもWEB開催によって継続してき
た全国青年ジャンボリーは今期、 ９回の実行委
員会を重ねて全国の青年職員の心をつなぎ、成
功をおさめました。各県連で報告会やアフター
企画を開くなど工夫し、青年育成の機会として
生かしましょう。次回は２０２７年に福岡で開催予
定です。ひきつづき青年職員一人ひとりに寄り
添い、各県連、各地協でのジャンボリー活動を
支援しましょう。

8）各職種のとりくみ
（看護分野）
新卒確保は、２０２４年９１１人（目標達成率７５.９％）、
２０２５年８５０人（７１.４％）ときわめて厳しい結果
となりました。新卒のうち奨学生率は約半数を
維持していますが、奨学生全体数は減少傾向に
あります。既卒看護職員採用数も年々減少傾向
にあり、直接応募採用に対して紹介会社経由の
採用が年々増加、今回の調査では採用者数の
４９.７％（前年比３.３ポイント増）と約半数を占
めています。必要人員の確保ができず、やむな
く人材紹介会社を利用する法人が増え、紹介会
社への紹介料支払い額も増加しています。民医
連の看護職全体での離職率は１３.２％（前年比
２.１ポイント増）と、過去１０年間でもっとも高
い結果となりました。その厳しい状況のなかで
今期『看護学生委員会活動の基本となるもの～
高校生からかかわり、育て、民医連の看護の継
承・発展させよう～』を発行（２０２５年 ５ 月）。「奨
学生は民医連を発展させともに未来をつくって
いく仲間、法人・事業所のトップ幹部がしっか
りと認識し、重要な課題として位置づけ」るよ
う強調しています。
また、地域包括ケアの現状と課題をふまえ、
民医連がめざす「無差別・平等の地域包括ケア」
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の実現に向けて、看護の専門性と視点を据え提
言書を作成しました。少子高齢化の進行や独居
世帯の増加、支援が届きにくい人が増えている
なかで、看護はくらしと医療をつなぎ、人をさ
さえる大切な役割を果たしています。民医連の
看護の ３つの視点・ ４つの優点（注４３）をより
どころに、人権を基盤とした「ケアの倫理」を
重視し「人権を守り公正で命が大切にされる社
会」を実現するために共同組織とともに医療・
介護・福祉、行政が協力し一体的なとりくみを
すすめましょう。『民医連のめざす看護とその
基本となるもの～その継承と発展に向けて～』
は、２０２６年 ３ 月改訂予定です。
４７期も看護幹部研修会を開催し、民医連の看
護を継承し新たな時代を切り開く看護幹部の育
成をめざします。看護幹部は経営をリアルに掴
む力と、経営幹部としての覚悟が重要です。職
員、共同組織に寄り添い、依拠しながら、経営
の先頭に立って奮闘しましょう。
第１７回看護介護活動交流集会は、２０２６年１０月
に神奈川で開催します。メインテーマは「憲法
でアクション‼　～ケアに満ちた社会を切り拓
く～」です。ケアの倫理の学びを生かし、民医
連の看護・介護の豊かな実践を持ち寄り、交流
しましょう。
看護師特定行為（注４４）は議論が開始された
当初、全日本民医連は安易な看護師の業務拡大
には反対の立場をしめしました。そもそも医行
為である業務を看護師が実施することの倫理的
課題や安全性、事故が起こった場合の責任の所
在、民医連らしいチーム医療に特定行為がなじ
まないのではないか、といったさまざまな課題
について議論を重ねた結果です。しかし保助看
法改正などにより研修を受けた看護師が、医師
の包括的指示のもとで、一定の医療行為を主体
的に行えることとなったため、２０１５年 ５ 月に全
日本民医連理事会は、県連・法人・事業所とし
て方針を検討する際の留意点をしめしました。
その後２０２０年第４４回全日本民医連総会方針で、
あらためて多職種による合意形成と県連・法人
で方針を持つことを呼びかけました。医行為で
あった特定行為を実施するには、医師との協働
抜きにはすすめられません。特定看護師は「診
療の補助」と「療養上の世話」という看護の業
を十分に発揮されているのかという視点をもち、

医師の指導のもと、検討した方針に則って実施
します。民医連らしい、それぞれの県連・法人
らしい協働とは何かを集団的に模索し方針を持
ちましょう。

（介護分野）
厳しい職員体制が続くなか、共同組織とも協
力した紹介活動、地元養成校とのつながりの強
化、中学生・高校生の介護体験、初任者研修の
開催など各地でさまざまな対応がはかられてい
ます。「介護の魅力・やりがい」「法人の特徴」
を効果的にアピールできるよう、SNS の活用
など法人の発信力を高めていきましょう。
民医連においても外国籍の介護職員の受け入
れが増加傾向にあります。受け入れの際は介護
職員と同時に生活者であることを前提に、日本
語習得のサポートをふくめ、習慣や文化（宗教）
の違いをお互いに理解し、日本でくらしていく
ための適切な環境を整えることが何よりも重要
です。有料職業紹介会社を利用せざるを得ない
状況が続いています。高額な紹介料が事業経営
に大きな影響をおよぼしており、一方でかなら
ずしも定着が思わしくない実態もあります。紹
介手数料の上限設定など必要な社会的規制をひ
きつづき政府に求めていきます。
「民医連の介護・福祉の理念」を自分の言葉
で語り、実践する職員の養成に向けて、全日本
民医連として「民医連介護職のラダー」（入職
から中堅までを対象とした「キャリアラダー」、
職責・管理者向けの「マネジメントラダー」）
を作成しました。特にマネジメントラダーは、
役職となった際、経営・職場づくりだけでなく、
制度改善やまちづくりのとりくみを牽引（けん
いん）していく役割を意識できるよう作成して
います。 ２つのラダーを参考にしながら、県連
・法人でのラダーの作成、見直しに活用しまし
ょう。地協・県連で管理者の養成をすすめまし
ょう。ひきつづき、全日本民医連として「法人
介護・福祉責任者研修会」を開催します。
職員不足が加速するなか、年齢、職業経験、
家庭の事情、国籍など、介護現場は働く人や働
き方が多様化しています。ICT機器の活用や
勤務時間の見直し、健康で長く働き続けられる
環境整備などさまざまな工夫で多様性を尊重す
ることが職場の革新につながります。さらに、
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お互いにねぎらい、励まし、ささえ合う機会を
もつなど、職場のなかでケアの関係性（お互い
にケアしケアされる関係）を築く、「ちょっと
気になる」を気軽に話せる機会（人権・倫理の
「タイムアウト」など）をもつなど、ケアの視
点からの職場づくりも重要です。「働きやすい
職場」「働き続けられる職場」「働き続けたい職
場」づくりをひきつづきめざしていきましょう。
２０２４年１１月、厚労省のケアマネジメントにか
かる諸課題に関する検討会が「ケアマネジャー
の業務の在り方」などについて報告書をとりま
とめました。全日本民医連として報告書に対す
る考え方を整理し、 ５年ぶりに実施した実態調
査結果もふまえながらあらためて民医連ケアマ
ネジャーの役割、課題を提起しました。ケアマ
ネジメント分野での総合的なとりくみの推進に
向けて、県連・法人としてケマネジャー政策づ
くりをすすめましょう。
いま、介護（ケア）の本質が真正面から問わ
れています。「生産性」や「効率性」の追求、
政府が掲げる「自立」（介護が不要な状態）支
援の促進、データやアウトカム評価の重視など
の流れが強まっています。こうした政策の動き
のなかで、利用者、介護現場の実態、その背景
にある制度の問題点と合わせて、ケアの社会的
な価値や本来の制度のあり方、介護の専門性や
専門職の役割などを日常の実践を通して明らか
にしていくことが求められています。「民医連
の介護・福祉の理念」「ケアの倫理」の視点か
ら深め、大いに発信していきましょう。

（薬剤分野）
薬剤師を取り巻く問題として、薬剤師の業態
間の偏在や地域偏在など、複合的な課題があり
ます。とりわけ病院薬剤師においては、病棟薬
剤業務のさらなる充実、医薬品の適正使用の推
進、医師を含めたタスクシェアなど今後いっそ
うの役割拡大が求められています。しかし、第
８次医療計画にしめされている通り病院薬剤師
の人員体制は依然として厳しく対応に苦慮して
いる現場は少なくありません。こうした状況は、
薬剤師をめざす学生にも大きな影響をおよぼし
ています。薬学部が ６年制へ移行して以降、国
公立大学では ６年間の学費が約３５０万円、私立
大学では９００～１４００万円に達しています。その

結果、経済的理由から薬学部への進学を断念せ
ざるを得ない高校生がいるとの報告もみられま
す。
ワクチンや医薬品をめぐっては、製薬企業の
利益優先により安全性が脅かされる事態を再び
くり返さないため、副作用モニターや新薬評価
のとりくみを強化していきます。被害者の訴え
に可能な限り寄り添い、被害救済をすすめる立
場から、２０２４年・２０２５年の薬害根絶デーに結集
し、薬害根絶デー民医連学習交流集会を開催し
ました。また、産婦人科医療委員会からの提起
を受け、小児医療委員会とも連携しながら
HPVワクチンに関する協議をすすめてきまし
た。国民の医薬シンポジウム実行委員会の再開
に伴い、今後もその議論に参加していきます。
さらに、病院薬局の厳しい人員体制により全
国集会への現地参加が難しい実態をふまえ、オ
ンラインによる薬局長交流集会やサロンを開催
し、つながりを実感できる場を整備しました。
あわせて『病院薬局長ハンドブック』を作成し、
薬局長の役割の明確化やチェックリストの更新
にもとりくんでいます。
保険薬局については、加盟法人数は７５法人と
変わらないものの、薬局数は約 ４％減少し、赤
字法人は２０２３年度の２５法人から２０２４年度には３５
法人へと増加しました。統一会計基準の改訂や
経営調査、学習会の開催などを通じて経営課題
への対応をすすめるとともに、QI 事業への参
加を呼びかけつつ項目更新を行い、薬局機能と
質の向上を図ってきました。
このほか、収束の兆しが見えない医薬品供給
問題をはじめとした薬剤関連の諸課題や診療報
酬改善を求めて厚生労働省交渉を実施し、社会
的困難を抱える患者の実態調査を通じて、格差
と貧困の深刻化も明らかにしてきました。
４６期で明らかとなった課題やとりくみを踏ま
え、結束を強めて前進をめざしましょう。

（事務分野）
事務育成委員会では、「民医連事務集団の ３
つの役割」（注４５）の実践を呼びかけてきました。
前期に続き開催した民医連事務集団「 ３つの役
割」実践交流集会は１４９人が参加、事務職員が
活躍するフィールドや学び、成長の場が無限に
あることを再確認しました。「実践が評価され
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たことで活動への確信が深まった」などの感想
や、現場からも「日常でも成長がみられ、『 ３
つの役割』を意識したとりくみを県連でもすす
めたい」との声があります。地協や県連でも「 ３
つの役割」をテーマにした交流会も増えていま
す。
一方、事務職員の確保と育成の困難はより深
刻となっています。事務の新卒確保は、処遇面
で他産業と競う土台にも立てない状況下で年々
厳しさを増し、応募者ゼロという県連も複数あ
ります。経営困難のなかで、求められる役割や
実務が増し、具体的な対策に動き出せない県連
も増えています。こうしたなかでも、各地で大
学や専門学校との連携による就職企画、インタ
ーンシップや奨学金など制度の充実、内定者の
つどいなど就職前から働きかけが積極的にすす
められています。また、県連事務委員会への若
手の配置、事務総会・事務交流集会の定着、世
代会開催による離職防止などによって、確保と
育成を重要課題とした実践が実りつつある県連
もあります。民医連で働くすべての事務職員の
実態や変化を把握するため今期、「事務実態調
査」の準備をすすめました。事務職員の確保と
育成の到達、課題を整理し「民医連事務育成指
針（仮称）」につなげていきます。困難がつづ
く時代だからこそ「 ３つの役割」に意識的に立
ち返り、実践を深めていきましょう。

（リハビリ分野）
医療・介護については、事業所の倒産や経営
困難が深刻化するなか、収益部門として経営改
善への学習やとりくみをすすめながら、HPH、
社保活動などリハビリ部門としてさまざまなと
りくみを行ってきました。
２０２４年度診療報酬改定では、急性期リハビリ
加算が新設され、発症直後からのリハビリの必
要性が評価された一方、回復期リハビリ病棟で
は体制強化加算や運動器リハビリの算定上限の
設定等経営への対応や体制づくりなどの検討を
行ってきました。介護分野では事業ごとのセラ
ピスト数は、全国平均より少ない事業所が多い
ですが、さまざまな加算の取得や LIFE の対応、
リハビリ会議、サービス担当者会議などの他事
業所、他部門との連携など、リハビリ業務のみ
ならず、事業所の運営に大きく寄与しており、

介護の質という意味でも重要な役割を果たして
きました。
リハビリ技術者委員会ではいままで実態がつ
かみきれていなかった精神科のリハビリ、小児
リハビリ、介護分野のリハビリについて調査を
行い、精神医療委員会、小児医療委員会の医師
とも懇談しリハビリ県連法人代表者会議で問題
提起を行いました。またリハビリ部門の経営管
理、職場管理の必要性から職責者研修会、予算
管理学習会を開催してきました。
４７期は次世代の幹部養成のための「リハビリ
技術者幹部講座」開催、多職種協働とリハビリ
の質の向上、医療介護連携などにとりくみます。

（SW分野）
SW委員会は、各地協や県連の実践を共有し
『あの街この街かわら版』で発信してきました。
北海道・東北地協は、初任者研修を実施しま
した。近畿地協・全日本民医連 SW委員会共
催の初任者研修では、生活アセスメントを学び
ました。２０２５年 ６ 月には全国企画で生活アセス
メント研修会を開催し、事例を生活問題として
とらえ深めることで社会問題に行きつくことの
気づきを共有し、「憲法を原点に、その人の幸
福追求権を考えたい」などの感想が出されまし
た。
今後、４６期 SW現状調査や SW部会員調査
結果も踏まえて問題提起し、「全日本民医連
SW政策指針」見直し案も提案します。
体制上、部会運営が困難な県連もありますが、
４７期も地協でささえ合いながらとりくみをすす
めます。４６期学運交には SWが積極的に演題
応募しました。日ごろの実践を多職種とも共有
し、今後もさまざまな機会での発信をよびかけ
ます。
旧優生保護法の最高裁判決に学び、当事者と
ともに差別や偏見のない社会の実現が求められ
ます。いのちのとりで裁判も最高裁判決をふま
えた全面解決までたたかいが必要です。４７期も
憲法２５条の理念のもと、国際人権規約など「国
際基準の人権」水準をめざし、人権の担い手と
しての SWの役割を自覚し、権利としての社
会保障制度を守り発展させながら、患者・利用
者の人権擁護にとりくみます。



44 月刊民医連資料　別冊（２０26年 4 月）

（放射線分野）
放射線部門委員会では、４６期総会スローガン
であるケアの倫理を深め、「 ２つの柱」の全面
実践で「人権の砦」たる民医連事業所を守り、
発展させることを念頭に会議をすすめとりくみ
ました。継続する ３つの課題（人材確保と育成、
医療安全、経営問題）に追加してタスク・シフ
ト／シェアの推進について意見交換や論議をす
すめました。さまざまな課題が山積しています
が、地協・県連と連携しながら解決の糸口を模
索しています。
２０２４年１１月に東京にて「第１５回全国放射線部
門代表者会議」が ６年ぶりに集合開催しました。
全国から約９０人の参加者がテーマ「～ケアに満
ちた社会へ～これからの民医連の放射線技師に
求められるもの」に沿って多くの課題や経験を
共有し学ぶ機会となりました。
また、画像診断加算依頼取得、フィルムバッ
ジ価格や遠隔読影料などについて比較のための
情報を集約し、収益増加策や費用削減法の検討
考察を行っています。
４７期もひきつづき「 ３つの課題」（職員確保

と育成、医療安全、経営問題）とタスク・シフ
ト／シェアを整理し前進するとりくみを行いま
す。また課題である「技師政策の改訂」を検討
します。強みである「地協・県連との連携強化」
と将来に向けた「告示研修受講と運用」を重要
事項とします。

（検査分野）
タスクシフト・シェアについては、体制が厳
しいなかでも可能なとりくみをすすめてきまし
たが、「これ以上どのようにすすめればよいか」
といった課題も浮かびあがっています。こうし
た状況に対しては、管理部門として明確な方針
を持ち、他職種とも連携しながら合意形成をは
かり、とりくみをさらに前進させていくことが
重要です。RPAの導入やAI の活用による業
務効率化については、全国の先進事例を積極的
に共有し、現場での実践につなげていきます。
また、『民医連にはたらく臨床検査技師活動
指針２０２１』を踏まえ、各県連で検査技師政策の
策定をすすめるとともに、検査技師の確保と育
成にも力を入れていきましょう。
なお、２０２５年１１月には熊本で第１９回検査部門

交流集会を開催しました。次回は２０２７年秋に宮
城での開催を予定しています。

（栄養分野）
２０２４年診療報酬・介護報酬・障害福祉サービ
スなど報酬の改定では、多くの栄養関連事項が
見直され、新たな加算も新設されました。それ
らの項目に対して各事業所では学習や討議を行
い、加算取得に向けて対応してきました。食材
料費の高騰に対して患者の自己負担増のない
『入院時食事療養費改定の要望書』を厚労省に
提出しましたが、３０年ぶりに増額されたものの
患者の自己負担という結果になりました。ひき
つづき経営面や患者の生活を守るためにも患者
自己負担増のない改定を訴えていく必要があり
ます。
人員不足に関しては、各地協・各事業所など
で職員育成について学習や討議を継続し、前期
に続き調理師学習交流会を開催しました。病態
について学び、事業所のとりくみを報告し意見
交流を行い、病院給食は単なる食事ではなく治
療の一翼を担っていること、調理師もチームの
一員であることを共有しました。また、栄養部
門の活動を他部署にアピールする「栄養委員会
ニュース」を発行しました。
地域包括ケアシステムが推進され在宅支援体
制の整備が求められるなか、栄養情報提供や訪
問栄養食事指導の実施など前進的にとりくみま
した。学術・運動交流集会テーマ別セッション
では在宅での食支援のとりくみを報告し、食支
援のニーズや連携などについて多職種と意見交
流しました。
第４７期は、４６期のとりくみを引き継ぎつつ、
（ １）人員不足対策と人材育成、職場づくり、
（ ２）在宅医療・地域連携の強化、（ ３）多職
種連携やチーム活動のとりくみ、を重点課題と
します。また、ひきつづき患者負担増のない入
院時食事療養費の改定も訴えていきます。

（保育分野）
院内保育所は、夜間・休日保育や学童、病児
保育など多くの役割を担い、医療・介護現場で
働く保護者の就労をささえています。全国では
２８４０カ所（前年比マイナス８７）（厚生労働省
２０２３年調査）と減少傾向で、民医連の院内保育
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所も定員充足率の低下や夜間保育実施率は減少
傾向ですが、待機児童が多く受入れきれない保
育所や、夜間・休日保育のみを運営している保
育所もあり、地域によって保育ニーズはさまざ
まです。認可保育所は、保育運動によって保育
士配置基準（ ４、 ５歳児）が７６年ぶりに前進、
処遇改善もすすめられましたが、民医連の院内
保育所の ８割が認可外保育所であり、保育所運
営はますます厳しい状況です。そのなかで２０２５
年１０月地域医療介護確保総合基金制定されてか
ら１１年据え置きだった院内保育所運営費補助金
の標準単価が上がりました。国へ実態調査結果
をしめしながら年に何度も要請を積み重ねてき
た成果です。今後も国として「安心・安全な子
どもの保育」のための予算措置を求めて要請行
動を継続します。
保育の専門性を民医連運動のなかにいっそう

生かし、子どもの発達のニーズに応えたより良
いケアや支援が行える保育の発展的役割を発揮
するためには、保育と医療とのさらなる連携が
欠かせません。継続的に途切れなく「子どもが
生きやすい社会づくり」に役割を発揮し貢献し
ます。

（臨床工学技士分野）
医療の高度化、医療DXがすすみ、在宅分野
でのかかわりも増える中で、求められる臨床工
学技士の業務が拡大し、「医療に不可欠な医療
機器のスペシャリスト」としての役割が増して
います。血液透析装置をはじめ医療機器の操作
・保守点検管理、医療の安全と質の向上、チー
ム医療をすすめていく専門職として、全日本・
地協・県連での活動、後継者養成を強めましょ
う。

第 ４節　医学対活動を飛躍させるとともに、時代にふさ
わしい民医連の医師集団づくりをすすめよう

（ １）�全職員・共同組織とともに、医学生と学
び合い対話を重ねる活動を

1 ）第 ２回評議員会で提起したもの
第 ２回評議員会にて、医学対活動が困難に直
面しているとの現状認識を行い、困難の要因を
６点あげました（注４６）。その後の新歓活動では、
滋賀や福岡などで幹部が先頭に立ち、組織全体
でとりくみ奨学生を誕生させていますが、 １年
生の到達は全国で３２人（２０２５年１２月現在）にと
どまっています。新歓期に医師が医学生にかか
われなかった県連が ２割、事務幹部がかかわれ
なかった県連が ３割と、担当者任せの活動から
抜け出せていません。第 ３回評議員会では栃木
の評議員から「現在のコロナ後の未曾有（みぞ
う）の経営危機のなかで、経験のある職員や幹
部が経営対策に忙殺（ぼうさつ）され、学生対
策がおろそかになると懸念されます。（中略）
後継者育成の経験の蓄積や継承が今以上にとぎ
れて、この先にさらなる多くの困難をもたらす
ことにならないだろうか」との問題意識が出さ
れました。医学対活動は今が分水嶺であり、こ
の困難は医師と幹部が現状をリアルに捉え、医
学対活動を組織の最重要課題と位置づけること、

事務の人事政策上も医学生担当者の配置強化を
位置づけること、そして医師および担当者がい
きいきと活動できる状況をつくりださない限り
は、突破することは決してできません。

２）「ケアの倫理と人権の視点の医師養成時代
における医学対活動方針案」の提案
①医学対活動の新たな発展をめざして
現在の医学対活動の困難の要因を受け、今日
的な医学対活動方針案を第４６期医師委員長・医
学生委員長合同会議にて提案をしました。これ
までの方針は医学対活動の ２つの柱（①医学生
のさまざまな自主的な活動を援助し、医学生の
民主的成長と運動の発展を促す、②民医連運動
の後継者を確保する）を基本路線としてきまし
た。今回、医学対活動の ２つの柱をケアの倫理
・人権の視点で見つめ直し、あらためて全職員
・共同組織とともに活動できるよう、医学対＝
「医学生対策」ではなく、医学対＝「医学生と
学び合い対話を重ねる」活動と再定義するとと
もに、新たに医学対活動で大切にしたい視点を
３点にまとめ、議論を呼びかけました。
（医学対活動で大切にしたい視点）
●民医連との出会いの場をつくる
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すべての医学生を対象とし、ひとりでも多く
の医学生が民医連・社会と出会う場（民医連の
医療・介護の現場、当事者との出会いの場、価
値観を交流する場）を全職員・共同組織とつく
る。
●医学生運動との協力共同
より良い医療の実現を求める医学生の主体的
な学びをささえ、医学生運動に多くの医学生が
合流できるよう促すとともに、医学生運動を牽
引（けんいん）する医学生の成長を援助する。
医学生が民主的に成長することと医学生運動の
発展のために協力共同する。
●奨学生をはじめ民医連運動を担う後継者の
確保と育成
民医連とつながる医学生（地域枠の学生を含
め）との学び合いと対話を通し、医学生ととも
に育ちあうなかで、民医連への理解と共感を深
め「民医連を発展させ、ともに未来をつくって
いく仲間」である奨学生の確保と育成をすすめ
る（地域枠の学生は奨学生にはなれなくても義
務年限終了後を視野に入れ）。また、県連レベ
ル・全国レベルでの仲間づくりを行う。そのこ
とを通じて新卒医師受け入れ２００人のうち、奨
学生活動で成長した医学生（奨学生だけでなく）
１００人を新卒医師として迎え入れる。
また、医学対活動とその責任を医学生委員長
や担当者のみに負わせることなく、全職員の活
動となるようケアし合う・育ち合う・力を合わ
せる仕組みづくりを職場ですすめること、子育
てや介護をしながら、また自分自身を大切にし
ながら、心理的安全性が保たれている職場で働
いている姿を医学生にみせることが大切と呼び
かけました。そのことが、他の医療機関との差
となり魅力になるとともに、担当者が医学生と
ともに育ち合うなかで信頼関係を深め、医学生
の心を動かすことにつながります。この提案は
積極的に受け止められ、全国で前向きな討議が
スタートしています。
医学対活動の目的は民医連の医師確保にとど
まらず、すべての人が等しく尊重される社会に
向けて行動する医師・医学生を育てることにあ
ります。この活動をすすめることは民医連綱領
の実践にほかなりません。栃木の １年生の奨学
生は「今年の夏の思い出は民医連」と語りまし
た。多忙な大学生活のなかでも積極的に企画に

参加し、つどいや医ゼミが学び合える全国の仲
間づくりの場になっています。北海道では、高
校生一日医師体験の内容を「私たちが本当に伝
えたいことは何か」と事業所の職員といっしょ
に検討し、困難事例を伝える内容に変更したこ
とで「このような医療を担っていきたい」と奨
学生が誕生しました。民医連の人権を守るさま
ざまな運動そのものが、医学生との出会いをつ
くる場・医学生が民医連に共感する場にもなっ
ています。
医学生と学び合い対話を重ねる活動のなかで、
私たちも医学生から学び、個人として組織とし
て成長できます。医学対活動には困難はつきも
のですが、夢と未来のある運動であり、喜びの
ある運動です。
②医学対活動は医師集団の大切な仕事のひとつ
「大切文書」（注４７）では「私たち民医連の
事業所に多くの医学生が参加してくれるよう働
きかける活動は医師の大切な仕事のひとつ」と
あり、医学対活動を前進させるためには、医師
集団のかかわりが決定的に重要です。しかし、
医師体制の厳しさもあり、医学生に充分にかか
われていない現状があるとともに、医学対活動
が一部の医師の活動にとどまってはいないでし
ょうか。業務保障を行うなど、医師が積極的に
活動できる体制づくりと「医学対活動が医師集
団にとって重要」と認識し合う組織文化の醸成
が必要です。
③全職員・オール民医連の力で新歓活動の飛躍
を
２０２４年度常勤医師実態調査において、常勤医
師は３５１４人となり、１０年ほど横ばいの状況が続
いていますが、青年医師の専門医取得やキャリ
アプラン形成を理由とした退職が増加している
こともあり、平均年齢は５０.８歳（日本の医師の
平均年齢とも２０２２年で５０.８歳）、民医連におい
ても医師の高年齢化が進行しています。常勤医
師採用や多様な働き方の医師のささえもありな
がら、現状の医療活動を維持していくことを考
えれば、各年代８０人以上の医師が必要となりま
す。この間、全日本民医連は奨学生５００人、新
卒医師受け入れ２００人、後期研修開始１００人の数
値目標を提起してきました。初期研修から後期
研修（専門研修）に継続した医師は修了後も ７
～ ８割が民医連運動を担う医師として活躍して
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いる状況、そして奨学生であった医師の継続率
が高いことが明らかになっています。今こそ、
全職員・オール民医連の医学対活動をあらため
て重視し、 １・ ２・ ３大作戦（注４８）を各県連
で推進し、毎年冬から春にかけての新歓活動で、
多くの医学生と出会い、学び合い対話を重ねる
活動を飛躍させましょう。

（ ２）医師養成

1 ）臨床（初期）研修～「民医連で研修してよ
かった」から「民医連で働き続けたい」へ
①民医連らしい研修のために必要なこと
奨学生数が減少傾向であることを反映し、民
医連の病院にマッチングする人は２０２２年度まで
の１８０人台から２０２３年度から１５０～１６０人台と減
少しています。二次三次募集の努力で新入医師
は１７０人台となっていますが、臨床研修の内容
がその後の継続にとっていっそう重要となって
います。民医連らしい研修については、２０２３年
に開催した都道府県医師研修委員長・プログラ
ム責任者会議において、「日常診療のなかの民
医連らしい患者観」「困難な患者さんを民医連
だからこそ診ることに価値がある」「患者さん
の真の問題解決へ、SDHの視点、多職種連携、
地域コミュニティや行政、さらに政治や平和、
これらがつながっているとわかるかどうか」と
提起しました。新入医師オリエンテーションで、
徳田安春医師（群星沖縄臨床研修センター長）
は、日野原重明医師から受け継いだ「医師にと
って一番大切なことは戦争させないこと」とい
うメッセージを伝えています。研修医がそうし
た視点を持つために、医師も他の職員と同様に
教育・研修の機会を受け、共同組織とかかわり、
「どんな医師になるのか、求められるのか」を
問われる機会を持ちましょう。そして、共同組
織や上級医・指導医・管理医師をはじめ全職員
が自分の言葉で「いっしょに民医連で働き、こ
の地域をささえてほしい」との思いを率直に研
修医の心に届けましょう。
②尼崎医療生協病院のたたかい
基幹型臨床研修病院である尼崎医療生協病院
の定数が２０２５年から ０人になりました。定員の
復活を求める署名は ２万筆を超え、県当局や地
域医療対策協議会などへの働きかけを行ってい
ますが、定員配分の評価は大規模病院に有利な

項目とされ、また、どのような議論をへて決定
されているのかもわかりません。今後、他県で
も理不尽な定数削減が懸念され、臨床研修の理
念と民医連臨床研修病院の定数を守るたたかい
が求められます。また、広域型連携プログラム
（注４９）が２０２６年度からスタートします。医師
偏在対策のなかに位置付けられ、「医師多数県」
の臨床研修病院定数の評価基準に突如位置づけ
られた都道府県もあり、対応が求められます。

２）質にこだわり地域基盤の専門（後期）研修
を
民医連内の基幹型専門研修 PGは、内科２８、
総合診療７０、精神科 ４、整形外科・麻酔各 ２、
外科・救急科・病理・臨床検査各 １となってい
ます（２０２５年１２月現在）。民医連の臨床研修か
ら民医連の専門研修へすすむ継続率は２０１８年の
新専門医制度開始後 ３割前後、専門医制度から
民医連へ合流する人を含めた数は５０人後半から
７０人弱と大きな変化はありません。「医師多数
県」ではシーリングによって、定数削減が厳し
く迫られる状況があり、初期研修と同様にフル
マッチをめざすとりくみが必要です。４６期はじ
めて新専攻医・後期研修医オリエンテーション
を開催し６７人が参加しました。専門研修から民
医連に合流した医師からも評価され、民医連医
師としての専門医像を考える場・仲間づくりの
場として来期も継続します。
総合診療 PGの専攻医受け入れには濃淡があ
ります。民医連の総合診療医は２０１８年の３７人か
ら２０２４年２５０人と増加し、今後も増加が見込ま
れます。診療所後継所長配置の課題は切実で、
病院においても「コミュニティーホスピタル」
「地域密着型多機能病院」が今後求められるな
かで、家庭医療 PGや病院総合医 PGへの接続、
在宅・リサーチなどのフェローシップ制度づく
りなど、生きがいを持って働き、学び続けられ
る環境整備が重要です。総合診療 PGの質の向
上のため交流や学びの場を設定していきます。
また、民医連外で専門研修を行っている帰任
予定の医師へのフォローも重要です。県連や領
域別・自主研究会の企画などへの参加・発表を
促し、変わらず仲間として成長を期待している
メッセージを集団で届けましょう。民医連の活
動などを研究に結びつけること、そうした志を
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持つ職員のサポートも大切です。近畿地協と福
岡民医連は、SDHにかかわる課題のエビデン
スを発出し社会的な制度改善につながることを
めざす「京都大学大学院医学研究科社会的イン
パクト評価学講座」の設立に寄付協力しました。
領域別専門研修については、オール民医連で
すすめるとりくみを求める声もあります。今後、
自主研究会代表者会議などでの検討が必要です。

（ ３）�医師集団づくりと真の医師の働き方改革
の実現に向けて

1 ）医療構想と医師政策
医療構想と医師政策は民医連医師養成の車の
両輪であり、民医連運動を担う後継者の確保と
育成の前提となります。新潟では医師委員長を
中心に、全医師面談を行い、各医師が何を大切
にしながら民医連で働いているかとの対話を深
め、「コケコ宣言（注５０）」として、医師集団の
思いをまとめました。そのようなとりくみが医
師集団づくりにつながります。現在、リポジシ
ョニングが迫られている時だからこそ、地域に
目を向け、地域に何が求められているのかを確
認しあい、「なんのために誰のために」私たち
は医療を行うのかを問い、ていねいな議論をし
なければなりません。

２）真の医師の働き方改革の実現に向けて
真の働き方改革を実現していくためには、ケ
アの倫理を深めていくことと「医師の人権」を
守る視点が極めて重要です。自己犠牲的な医師
の業務構造を転換することを呼びかけています
が、道半ばであり、たたかいと対応、そして日
常のさまざまなケアへの気づきが求められます。
医師はケアを実践すると同時に、診療のなかで
は患者から、職場のなかでは他職種から、ケア
されることも多い存在です。また、医師と医師
が勤務調整などで互いにささえ合うなかにもケ
アが存在しています。お互いのケアを自覚し合
うことが権威勾配のない心理的安全性の高い職
場と良好な人間関係をつくり出します。一人ひ
とりの医師の多様性や多面性に配慮した、安心
して働き続けられる医局づくりをめざしましょ
う。また、労働基準監督署対応の働き方改革か
ら、本質的な働き方改革に着手するための議論
が必要です。大事な視点は一人ひとりの医師の

人権を尊重することです。自己犠牲的な働き方
を誰かに強いることを前提とした医療体制は、
政府の政策によって形づくられてきたものです。
できる対応はしながらも、ジェンダー平等を柱
にした人間らしい働き方を抜本的に実現するた
めには、診療報酬の大幅な引き上げ、余裕のあ
る医療提供体制、そして絶対的な医師不足の解
消が必要です。真の医師の働き方改革を実現す
るために、引き続き地域から仲間とともに声を
あげていきましょう。

（ ４）領域別委員会のとりくみ

①外科医療委員会
外科医療委員会では、年 １回の外科懇話会で
人事交流や後継者育成、他施設研究などの課題
を議論し、若手外科医の集団化を第一義的課題
に据えています。２０２４年に沖縄協同病院外科専
門研修プログラムが発足し、２０２５年度 ４人の専
攻医を受け入れました。
②整形外科医療委員会
４６期は整形外科の後継者対策および整形外科
・リウマチ懇話会の準備を中心に活動を行いま
した。勤医協中央病院の PGには ２人の専攻医
が参加しています。今後も整形外科を希望する
研修医の情報の共有を行い、民医連内での専門
医獲得をめざします。 ８年ぶりの集合開催とな
った整形外科・リウマチ懇話会は、九州沖縄地
協の若手医師を中心に企画を練り、医学生の参
加を呼びかけて福岡で開催しました。また、全
国の整形外科医のグループチャットを開設しま
した。４７期はこの連絡網を生かして、情報交換
をすすめていきます。
③産婦人科医療委員会
４５期にひきつづき、HPVワクチンやSRHR（性
と生殖に関する権利）、女性の貧困などについ
て学習や討議を継続し実践してきました。オン
ライン産婦人科医師交流集会を毎年開催し、研
修医や医学生にも参加を呼びかけ、講演会や女
性差別撤廃委員会総括所見の学習の他、経験交
流会や小グループ交流を行いました。民医連医
療で連載「働く女性のからだと健康」を担当、
現在も継続中です。HPVワクチンについて、
新しい見解案を小児医療委員会や薬剤委員会な
ど多領域・多職種による協議をすすめ作成中で
す。地域のなかで個人の尊厳や人権に関する包
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括的性教育に多くのスタッフが携わって貢献し
ています。来期も事業所内外で多職種共同を展
開して、人権尊重や共同のいとなみの視点を養
う機会をすすめていきます。
④精神医療委員会
第 ８回精神科病院代表者会議、第２５回精神医
療・福祉交流集会を開催するとともに、精神科
看護師の横のつながりづくりの要望を受け、精
神科病院看護交流会をWEBにて初めて開催し
ました。また、精神医療・福祉交流集会では、
総合病院の精神科にスポットをあて、民医連の
一般病院精神科の地域での立ち位置と役割につ
いて深め合いました。２００６年から若手精神科医
を中心に毎年開催している精神科研修交流集会
は、専攻医および精神科をめざす初期研修医・
医学生が参加し、相互の対話を重視しながら、
民医連精神科の後継者育成の場として発展して

います。今期、自主研究会扱いから精神医療委
員会主催とすることを確認しました。近畿、東
海・北陸、中国・四国地協では、精神科医の定
期的な交流を行っています。また今期は岩手で
精神科が開設されました。
⑤小児医療委員会
２０２４年 ２ 月に「民医連の小児医療の発展にむ
けて」を発信し、小児医療の発展のための議論
への活用および小児医療に直接かかわらない職
員や共同組織の人びとにも文書をひろめてもら
うことを呼びかけました。全国からも意見が寄
せられ、「地域の急性期医療をささえる視点」
などを補強した追補版を２０２６年に発信します。
また、子ども医療全国ネットと共闘し、小児科
医の立場から、子ども医療費無償化に向けた発
信を行いました。

第 ５節　岐路に立つ民医連経営、「たたかいと対応」の前
進で医療経営構造の転換を

いま、民医連の経営は大きな岐路に立ってい
ます。物価高騰、人件費増大、診療報酬の抑制、
深刻な人材不足などにより、全国の医療・介護
現場はかつてない厳しさのなかにあります。薬
局法人や社会福祉法人含め、資金繰りに困難を
抱える法人も少なくなく、医科法人のなかには、
存続が危ぶまれるほど厳しい状況に置かれてい
るところもあります。
「必要利益」（注５１）に基づき、組織として

決めた予算利益は、必ずやり抜きましょう。予
算利益は、医療・介護を守り続けるための組織
全体の約束です。一人ひとりが経営の担い手と
して考え、行動し、全職員参加の経営で、必ず
やり抜く、その覚悟を持ちましょう。
第４７期は、医療・介護経営の危機を正面から
見据え、「たたかいと対応」を本気でやりきる
正念場の期であり、同時に、民医連の未来を切
りひらく期でもあります。

（ １）�民医連は「事業」と「運動」が一体のもの

民医連綱領実現をめざす私たちの組織は、目
的達成のために運動をすすめる組織であるとと
もに、医療・介護の担い手として事業と経営を
行っている組織です。その意味で、民医連運動

は、経営を離れては存在しえません。また、経
営は目的ではなく、民医連運動前進のためにな
くてはならない手段です。別言すれば、民医連
運動の社会的存在形態が経営であるのです。民
医連経営の危機＝民医連運動の危機ということ
です。
私たちの経営は、公的資金と国民の支払う社
会保険料により運営していることや、医療機関
・介護事業所はなくてはならない社会的共通資
本であることなどから、どんな困難があろうと
も、健全な経営を維持する社会的使命を持って
います。自明のことですが、健全な経営がなけ
れば民医連運動の前進も医療・介護の提供もで
きないことを自覚し、最大の努力を払い続ける
ことが求められます。

（ ２）民医連医科法人経営の現状

２０２４年度の医科法人決算（１３７法人、 ２法人
未提出）では、償却前経常利益は１８４億円、収
益比２.８％にとどまりました。これは当初予算
で見込んだ４.５％を大きく下回り、約１１３億円の
未達となっています。さらに、約半数の法人で
賞与が予算より減額されており、実際の差は数
字以上に大きいと考えられます。前年と比べて
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も状況は悪化しており、全法人合算では、償却
前経常利益率は３.３％から２.８％へ低下、経常利
益率はマイナス１.５％と、 ２年連続の赤字です。
償却前経常利益がマイナスの法人は２４法人
（１７.５％）に増え、 ７％以上を確保できた法人
はわずか１３法人（９.４％）にとどまっています。
この結果、資金の流出が深刻化しています。
２０２４年度は９１法人（約 ３分の ２）で現預金が減
少し、１８８億円、前年比マイナス１６.３％もの資
金が減りました。これは前年度に続く ２年連続
の大幅な資金流出です。キャッシュフローを見
ても、事業で生み出した資金は収益比３.２％で、
借入返済は同マイナス３.２％、リース支払いは
同マイナス０.６％であり、事業キャッシュで返
済＋リース料を賄えていない法人は７４法人もあ
ります。その結果、債務超過の法人が１５法人、
利益剰余金がマイナスの法人が５１法人にのぼり、
財務状況も非常に厳しい状態です。
こうした状況は、「必要利益」を確保できて
いないことが大きな原因です。そもそも予算段
階で必要利益に届いていない法人もあり、決算
のふり返りや予算差異分析が十分に行われてい
たのかが問われます。「なぜ予算通りにいかな
かったのか」を整理し、次の予算に生かすこと
が不可欠です。
２０２５年度上半期も、改善は見られるものの十
分とは言えません。償却前経常利益率は３.６％
と予算を下回り、約 ７割の法人が予算未達です。
資金流出も続いており、金融機関の対応は一段
と厳しくなっています。このまま損益改善がす
すまなければ、今後は賞与資金の借入すら難し
くなる法人が出てくる可能性があります。事業
を継続するためにも、必要利益の確保を最優先
課題として、経営と予算管理を立て直すことが
強く求められています。

（ ３）�２０２６年度予算編成と利益確保のための予
算管理の成否が未来を決める

第４６期で、予算利益（必要利益）を確保でき
ていない現状を、私たちは重く受け止めなけれ
ばなりません。赤字解消と必要利益の確保は、
中長期利益・資金計画を持ち、必要利益と現状
との差を明確にすることから始まります。その
うえで、法人全体の必要利益を確認し、事業所
ごとの目標利益と改善額を明示することが不可

欠です。必要利益を確保できない状況が続くこ
とは、事業と経営の維持が危機に瀕（ひん）し
ていることを意味します。必要利益に到達しな
い予算を、その後の見通しもなく容認してきた
責任は経営トップにあります。予算論議のあり
方そのものを見直し、これまでの延長線ではな
く、現状を飛躍的に改善するとりくみをやり抜
かなければなりません。経営構造の転換と、見
通しある２６年度予算の確立は、補正予算や診療
報酬改定をあてにすることなく、必要利益に徹
底してこだわる経営管理を実践する決意で臨み
ましょう。
①中長期利益・資金計画を欠いた経営は「漂流
経営」に陥ります。必要利益を明確にした実効
性ある中長期経営計画を持ち、構造転換を次つ
ぎと実行することが不可欠です。計画は、人員
数・人件費の管理や賃金・労働条件改善も視野
に入れた実践的なものとし、経営の決断力をさ
さえる羅針盤として確立しましょう。
②２６年度予算は、診療報酬改定を織り込まず、
２６年 ３ 月末までに必要利益を確保する内容で確
定するようにしましょう。改定待ちの暫定予算
は構造転換を先送りする危険があります。改定
による増収があれば、その後に修正予算で反映
します。
③最低限確保すべき安定的利益指標として、償
却前経常利益 ７％以上、経常利益 ３％以上を据
えます。病院・診療所とも単体で経営が回る構
造への転換が不可欠であり、「赤字縮小」や「ト
ントン」でよしとしない議論が求められます。
④「全職員参加の経営」をすすめるためには、
予算管理テキスト（注５２）の活用が欠かせませ
ん。また予算作成様式、中長期経営計画、決算
予想の統一フォーマットは、全国の実践と知恵
の結晶です。単なる提出書類ではなく、学び合
いと経営力強化のための共通基盤として活用し、
２６年度予算編成で質的向上をはかりましょう。

（ ４）全国の教訓を生かして

①管理の改善と経営トップの役割
経営危機の背景の一つに、管理の不十分さや
組織としての意思決定の弱さがあります。危機
を直視せず、現実から目を背けた経営からは、
改善の知恵も行動も生まれません。資金がいつ
尽きるのか、必要利益までの距離はどれほどか
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を、経営幹部が、足元が震えるほどリアルに把
握し、職員に率直にしめすことが全職員参加の
経営の出発点です。
同じ報告をくりかえし、決まらない会議が続
く状態では、危機を乗り越えることはできませ
ん。誰が決め、誰が実行責任を負うのかを明確
にし、検証→意思決定→実行の管理サイクルを
機動的に回すことが不可欠です。とりわけ、危
機局面では、経営トップが「経営者」としての
自覚と責任を持ち、根拠ある方針を明確にしめ
し、幹部集団が団結して実行にあたることが求
められます。管理機構と経営力量を立て直せる
かどうかが、法人の存続と未来を分ける決定的
な分岐点です。
②「全職員参加の経営」を全力ですすめよう
経営を立て直す力は、現場にあります。職場
で働く職員は、「なぜ忙しいのか」「なぜ無駄が
生まれているのか」「どうすればもっと良くな
るのか」を日々の仕事のなかで実感しています。
そうした一つひとつの「違和感」や「気づき」
は、経営改善につながる大切なヒントです。「全
職員参加の経営」は、まず幹部が経営の現状を
正面から受け止め、課題を率直に伝えることか
ら始まります。職員はそれを「自分ごと」とし
て受け止め、職場から工夫や提案を出し合いま
す。この積み重ねこそが、民医連の最大の力で
す。民医連統一会計基準（事業所独立会計を含
む）や部門別損益管理など、これまで積みあげ
てきた管理会計の仕組みが、全職員参加の経営
として本当に生かされているのか、あらためて
点検することが求められています。

（ ５）�「たたかいと対応」で、民医連の未来を
つくる

２０２４年 ６ 月、「今こそ『オール地域』で『た
たかい』の前進を」を提起し、経営実態調査や
賛同団体署名、地域医療機関との懇談、住民へ
の発信にとりくみました。全国で１２８９施設から
経営状況アンケートの回答が寄せられ、深刻な
赤字や人員不足の実態が明らかになりました。
２０２５年 ３ 月には ６病院団体が厚労省へ要望書を
提出し、「このままでは地域から病院がなくな
る」と国民に訴えました。
こうした危機を社会全体の共通認識とし、
２０２５年 ６ 月に「地域医療崩壊を食い止める緊急

行動」を提起、１００万筆を目標とする国民署名
にとりくみました。 ９月には中間提起を行い、
運動の意義と目標を再確認しました。全日本民
医連の資金状況アンケートでは、 ７割が赤字、
４分の １が年度内の資金繰り困難と回答し、切
実な声が多数寄せられました。署名は１１月に２２
万筆を国会に提出し、紹介議員は幅ひろい政党
・会派にまたがる４３人にのぼりました。県や自
治体議会による国に財政支援を求める意見書採
択もひろがっています。
「オール地域」および「緊急行動」のとりく
みは各地で医師会や病院団体などとの、かつて
ないひろがりをつくり、また医療界の大同団結
とも呼応して国を突き動かしたことは大きな確
信にしましょう。社会保障拡充の政治への切り
替えの運動に、幅ひろい国民運動を巻き起こす
契機とするにはさらなる工夫と日常からの学習
や情報発信、共同が必要です。「対応」だけで
は経営危機からの脱却ははかれません。「たた
かい」のなかで職員一人ひとりも組織も学び成
長しながら、地域住民の信頼と共同をひろげ、
「無差別・平等の医療と福祉の実現」をめざし
ましょう。

（ ６）２０２５年度補正予算の評価とたたかい

国は２０２５年度補正予算で「医療・介護等支援
パッケージ」と「重点支援地方交付金」を措置
しましたが、両制度を合わせても資金流出を止
める水準には達していません。加えて、自治体
ごとの対応の遅れや支援格差が、地域医療崩壊
を加速させています。
「医療・介護等支援パッケージ」の物価高対
策は、病院 １床あたり１１万１０００円程度で、事業
収益の０.５～０.８％、救急加算があっても１.５％
程度にとどまります。医療分野 １兆３６８億円の
うち、賃上げ・物価高への直接支援は約半分で、
病床削減や融資支援が大きな割合を占めていま
す。
「重点支援地方交付金」では、実績の最大値
「 １床あたり ４万８０００円」であっても、「医療
・介護等支援パッケージ」物価上昇に対する支
援の半分にも満たしていません。全国の ７割の
病院が赤字、倒産も過去最多となるなか、現行
の支援は一時的措置にすぎず、より大胆で直接
的な経営支援が不可欠です。
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①賃上げ分は医療機関に裁量権を
「医療・介護等支援パッケージ」では、賃金
分が表記されましたが、現行の「ベースアップ
評価料」の仕組みと同様に、事業所ごとや職種
ごとに支給額が異なる運用となることが懸念さ
れます。こうした不均衡な仕組みは、現場の混
乱と分断を招きかねません。
賃上げ分の配分については、現場の実情を最
も把握している医療機関の判断を尊重し、柔軟
な運用が可能となる裁量権を明確に保障するこ
とを要請しましょう。
同一法人内で、事業所や職種によって賃上げ
原資に差が生じることは、職員の団結を著しく
損ない、チーム医療・ケアの基盤を弱めること
につながります。少なくとも法人内においては
職種による差が生じない賃上げが可能となる制
度設計とすることを求めましょう。

②現在の支援スキームに対する問題点
「重点支援地方交付金」は自治体判断に委ね
られており、結果として、支援額、事業対象の
範囲、実施時期に大きな地域格差が生じていま
す。これは医療・介護という社会的共通資本に
おいて、あってはならない仕組みです。
地域医療は、申請・交付までに時間を要すれ
ば、倒産・廃業が先行するという重大な局面に
あります。民医連法人も含めて地域医療機関が
「支援が届く前に倒産する」事態が現実に起き
かねません。都道府県が先頭に立ち地域の医療
・介護を守る速やかな対応とさらなるとりくみ
をすすめることを、共同組織をはじめとする地
域住民とともにすべての県連で自治体に対して
要請しましょう。

（ ７）診療報酬改定へのたたかいと備え

①２0２6年度改定の受け止めと次なるたたかいへ
２０２６年度診療報酬改定では、本体改定率３.０９
％、「３０年ぶり３％台」のプラス改定が決定しま
した。これは、物価・賃金上昇が続くなかで、
医療機関の経営危機が社会問題化するもと、医
療界の強い要請と世論のひろがりが一定反映さ
れた結果です。軍拡と社会保障費削減の流れの
なかで、医療界が求めてきた「本体部分での賃
上げ・物価対応」が、数値としてしめされた点

は、たたかいの成果といえます。
一方で、この改定が経営の赤字を解消する水
準には達しておらず、物価高騰の実態、人材流
出の深刻さを踏まえると、持続可能性を担保す
る改定には不十分です。厚労省の経営実態調査
では、一般病院の平均利益率はマイナス７.３％、
国立大学病院長会議も「歓迎しつつも、経営改
善にはぎりぎり」と評価し、医療機器更新や人
材確保への十分な投資は困難と指摘しています。
医療界の現場からは、「 ５％は必要」「 ２年に １
回の改定では追いつかない」などの声が続いて
います。
今回の３.０９％の内訳には、過年度分の不足補
てんが半分以上含まれています。これは、「こ
れまでの改定が明らかに足りなかった」ことを
政府自身が事実上認めたという点で、極めて重
要です。また、２０２５年度補正予算による緊急対
応、２０２７年度での再調整・加減算の明記など、
インフレ下での“途中修正”を前提とした仕組
みが盛り込まれた点もこれまでにない特徴です。
「改定は決まって終わり」ではなく、継続した
たたかいが前提であることを意味します。これ
らは、医療団体・現場の継続的な声、署名・要
請行動、世論喚起の積み重ねがあってこそ実現
したものであり、「声をあげ続ければ政治は動
く」という重要な教訓をしめしています。地域
の医療機関の経営実態、病院・診療所の資金実
態、患者負担増による受療権侵害など、具体例
をしめしながら、さらなるたたかいを組織して
いきましょう。
②賃上げ財源を確実に職員へ
３.０９％のうち、賃上げ対応分は１.７０％（２６年
度１.２３％、２７年度２.１８％）とされ、「医療現場
での生産性向上のとりくみ」と合わせ、両年度
でそれぞれ３.２％分のベア実現を後押しすると
なっています。看護補助者、事務職員は他産業
との人材獲得競争にあり、上乗せ措置による
５.７％分のベアをめざすとされています。しかし、
２０２５年春闘の賃上げ率は、大手企業で平均５.３９
％（経団連最終集計）、中小企業で平均４.５０％（連
合集計）であり、診療報酬改定の内容では他産
業との格差を縮めるものになっていません。
また、ベースアップ評価料などを通じて人件
費にまわす仕組みでは、届け出・報告の煩雑さ、
事業所間の不公平感、職種間の不公平感といっ
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た課題を依然残したままとなっています。評価
料の簡素化・一本化や幅ひろい職種を対象にし
た処遇改善などを求めると同時に、賃上げ分の
配分については、現場の実情をもっとも把握し
ている医療機関の判断を尊重し、柔軟な運用が
可能となる裁量権を明確に保障することを要請
しましょう。
③経営と機能の再構築を
「入院医療」では、機能分化・連携・集約化
をさらに明確化する方向が打ち出されました。
地域に必要な医療機能を守り抜くための病院機
能の再編の流れを主体的に把握し「オール地域」
の視点で民医連病院の対応をすすめましょう。
「外来医療」では、量から質への転換がより
強く求められています。現状の外来診療を漫然
と継続しているだけでよいのか、総合的視点で
の見直しをすすめましょう。かかりつけ医機能
を軸に、疾病管理、重症化予防、生活背景を踏
まえた継続的支援へと役割を再定義する必要が
あります。外来機能の整理・重点化をすすめ、
入院医療や在宅医療との役割分担を明確にする
ことで、医師・看護師などの人的資源を最適に
活用する視点をもって転換をはかるなどのとり
くみをすすめましょう。
また、「在宅医療・訪問診療」は、急変時対応、
看取り、介護・福祉との連携を含めた地域包括
ケアの要であり、今後の地域医療をささえる中
核機能となります。２４時間対応体制や多職種連
携の構築をすすめ、外来・入院との循環を意識
した医療提供体制へと再構築することが課題と
なっています。
診療報酬改定を単なる「外圧」として受け身
で捉えるのではなく、地域医療を守り、持続可
能な医療提供体制を再構築するための戦略的ツ
ールとして使いこなす視点も、今強く求められ
ています。
地域における患者や利用者の動向や圏域内の
医療・介護事業所の状況は大きく変化しており、
看護師や介護従事者をはじめとする医療・介護
従事者の確保においてもかつてない困難な状況
があります。国の政策動向に対する「たたかい
と対応」の視点とともに、環境の変化を踏まえ
た民医連事業所としての医療・介護構想と経営
戦略の再構築が求められています。
経営的な厳しさから、事業の再編、縮小もあ

りますが、地域ニーズがあり前進が可能な分野
には機敏かつ積極的に対応する視点も重要です。
地域の運動のひろがりを事業的な連携と結び付
け、地域の困りごとを事業的にも継続して対応
していくことが重要です。民医連の事業と運動
は別々のものでなく、総合的にとらえとりくみ
ましょう。

（ ８）地協・県連経営委員会の役割の発揮を

医療・介護を取り巻く情勢が大きく変化する
なか、法人単独の努力だけでは事業の維持・発
展の展望を描けない局面がひろがっています。
人材不足、働き方改革、診療報酬改定、物価高
騰などが重なり、従来の延長線上ではすべての
法人が立ち行かなくなりつつあります。今求め
られているのは、法人の枠を越えた再編と経営
戦略を構想し、実行することです。全日本民医
連経営部も情勢に対応した機能強化をすすめま
す。
地協・県連経営委員会の機能強化は、今後の
経営危機を乗り越えるための鍵です。事業の統
合や譲渡による規模縮小も含む法人内の統廃合
や人材の配置、共同購入の強化など、法人を越
えた再編・強化は、個々の法人の事情だけで判
断できるものではありません。県連・地協の場
で経営情報を共有し、相互の経営への影響を踏
まえ、共同組織とも連携しながらすすめること
が重要です。民医連運動の前進という総合的視
点で知恵を結集し合意形成をはかる力量が求め
られています。
とりわけ、経営幹部は、民医連運動に自覚的
に結集し、法人を越えた再編や支援をすすめ、
地域に必要な医療・介護を守り抜く決意が求め
られます。

（ ９）�全日本民医連北海道勤医協対策委員会の
とりくみ

対策委員会が設置された２０２５年 １ 月以降、 ６
回の対策委員会を開催し、対策委員長、副委員
長を中心に現地入りを継続しながら、現地幹部
集団とともに改善に向けた検討と実践をすすめ
てきました。この間、理事会や事業所の管理者、
職員の奮闘によって、入院収益を増収させるな
ど、２０２５年度決算予想では前年から損益で ６億
１０００万円の改善が見込まれています。しかしな
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がら、依然として多額の資金が流出する構造が
継続しており、現在も経営危機の状態にありま
す。２０２６年度へむけて事業所の廃止も含む事業
再編や病院群の構造転換に向けて奮闘中です。
経営危機の克服と中長期の医療構想・事業計画
と経営計画の確立へむけた支援にとりくみます。
対策委員会のとりくみは、県連経営委員会の
機能と議論水準の向上につながっています。法

人の枠を越えて相互に率直な指摘を行い、成功
例だけでなく失敗や困難からも教訓を学び合う
ことで、経営課題への認識と対応力が確実に高
まっています。こうした過程を通じて、単なる
情報共有にとどまらず、連帯と団結の力が実践
として発揮されており、県連経営委員会が経営
改善を前進させる中核的な役割を果たしており、
重要な教訓となっています。

第 ６節　私たちのあらゆる活動のパートナー、共同組織
の前進を

（ １）�あらためて地域に踏み出した４６期のとり
くみ

４６期はあらためて「民医連のあらゆる活動の
パートナー」である共同組織の前進めざし、地
域に出てつながりをひろげ、地域要求に応える
とりくみや、職員の共同組織活動への参加と『い
つでも元気』購読の重視などを掲げました。千
葉では医学生委員会が友の会と相談して開催し
た企画に医学生や看護学生、高校生が参加。「地
域に目を向けられる医師になりたい」という医
学生に友の会の会員が期待の声を寄せるなど、
共同組織が後継者確保・育成でも大いに力を発
揮しました。コロナ禍にフードバンクなどで新
しいつながりがひろがった経験もいかし、新し
いひとたちと出会ってつながる地域戦略を立て
ること、共同組織担当者の育成方針の検討、育
成の「戦略と計画」づくりも提起しました。

①共同組織委員長会議の開催
共同組織委員長会議（２０２５年 ６ 月）では、地
域で孤立がひろがるなかで、「今こそ共同組織
を強化・拡大し、地域に出て困っている人とつ
ながろう」と提起しました。また、経営困難突
破やまちづくり推進のための戦略的課題として、
法人トップを先頭に共同組織の強化・拡大、『元
気』の拡大にとりくむことも呼びかけました。
②国際 HPHカンファレンスでの共同組織の実
践報告
２０２４年１１月、国際HPHカンファレンスが広

島国際会議場にて日本で初めて開催されました。
共同組織全国連絡会の代表の報告を通じて共同
組織の活動紹介が旺盛（おうせい）に行われ、

地域住民自らの地域の健康や暮らしを守るヘル
スプロモーション活動として、国際的にも大い
に注目されました。
③共同組織拡大強化月間
２０２５年「月間」は、思い切って地域に出よう
とよびかけました。「地域住民の医療を受ける
権利を保障するために医療機関の維持存続への
支援を求める請願署名」も位置付け、「短期間
で署名が増えている」（島根）、「どこに行く時
も署名を持って行って集めている」（福岡）など、
共同組織に大いに励まされました。山梨・富士
川町では友の会と県連で請願し、議会で地域医
療守れの意見書が全会一致で採択されました。
バス旅行や健康まつり、健康フェスタなどの
企画のなかでも、会員拡大を追求しました。ま
た、地域に出にくい医局とのペア支部が医局訪
問してすいとんを振る舞うなど（長野）、工夫
して職員と共同組織が交流した経験もありまし
た。岐阜では、１２月まで月間を延長し社保協の
キャラバン行動にも参加しました。
東京では「仲間増やし」と「地域医療を守る
こと」を ２つの柱として提起し、「減らさず増
やそう」と月間中８０００人の仲間増やしをよびか
けました。長野・上伊那では「拡大の日常化・
通年化」を掲げて、とりくみを強めています。
大阪では物価高騰で出資金引き出しが増えるな
か、「片手に署名、片手で元気と仲間増やし」
とよびかけ、職員の『元気』読者拡大や、班会
や職場で『元気』を読むことをすすめています。
④共同組織と『いつでも元気』の現勢
２０２５年の月間は、会員拡大では新規加入があ
る一方で退会などもあって純増にならず、月間
中８７５８減、１１月末現勢は３４３万２４０（速報値・未



55月刊民医連資料　別冊（２０26年 4 月）

報告 ５県連）、『元気』は１０月末（１２月号）９１部
増、１１月末（ １月号）１０７部減でした。『元気』
の職員読者比率は２７.３％（２０２５年１２月現在、
２０２４年は２８.３％）、５０％以上は ５県連（福井、
滋賀、福岡、熊本、宮崎）でした。

（ ２）�全職員が文字通り「あらゆる活動を共同
組織とともに」を実践しよう

コロナ禍や「地域医療守れ」の緊急行動を通
して、共同組織が「自分たちの事業所」として
病院・診療所を守りささえてくれていることを
実感しました。あらためて共同組織と民医連の
歴史、「共同のいとなみ」とは何か学び直しま
しょう。事業所の再編や閉鎖に際しては、地域
の共同組織の活動が継続できるよう、ていねい
な懇談や方針提起が求められます。
地域全体が高齢化するなかで、地域の医療や
介護を守ること、地域の足の確保など、既存の
町内会などとも共通する課題での協力が重要で
す。安全・安心のまちづくりに向けて、地域に
必要な存在として協同をひろげましょう。共同
組織構成員の高齢化や、担い手不足も課題です。
「機関紙配布や共同組織の企画に参加している
人に、日常的な活動にも携わってもらえるよう
に働きかける」「住みやすいまちづくりのとり
くみのなかで、新たな出会いをめざす」など、
現在の会員への積極的な参加の働きかけととも
に、新しい人たちとの出会い、現役時代から要
求や地域の活動でつながり、退職後に共同組織
の会員になってもらうといった工夫も必要です。
地域マップづくりなどで地域住民の層や要求を
把握し、活用可能な社会資源も明らかにしまし
ょう。そのためにも、職員の共同組織の活動へ
の参加は重要です。すべての役職員が共同組織
について学ぶために共同組織の学習パンフレッ
トを改定します。全職員が文字通り「あらゆる
活動を共同組織とともに」を実践していく ２年
間にしましょう。

①毎月地域で 1職場 1行動を
１職場 １アウトリーチと結びつけ、毎月地域

行動にとりくめるよう、共同組織とともに事業
所や職場でできることを考えましょう。

②健康づくりの課題と、医療・介護、社会保障
拡充、平和守るとりくみ
職員が班会で医療・介護、社会保障や平和に
ついて講師を担い、ともに学びましょう。共同
組織とともに、健康相談会や青空健康相談、街
かど健康チェックで地域に健康づくりをひろげ
ましょう。また、医療・介護、社会保障拡充な
ど、一致できる要求で自治体キャラバンもとも
に参加しましょう。戦争する国家づくりが加速
する情勢のもとで、憲法や平和の課題もいっし
ょにとりくみましょう。
③共同組織の強化・拡大、『いつでも元気』の
普及
共同組織のゆたかな活動を地域にひろげ、担
い手づくりにつなげましょう。全世代に対応し
た組織づくりを意識し、ゆるいつながりを大事
にして仲間増やしをしましょう。『いつでも元
気』の毎月増誌をめざしながら、職員の購読率
５割も達成しましょう。入会金や会費問題につ
いても、全日本民医連「共同組織実態調査」の
結果などを情報提供します。
④日常的な共同組織との情報共有の重視
法人や事業所の管理会と共同組織の定期懇談
や、事業所利用委員会の開催などを通して、共
同組織の声が法人・事業所運営に反映されるよ
うに工夫しましょう。事業所がつかんでいる地
域要求や、支援を必要としているひととつなが
ることなど、共同組織と情報共有しましょう。
⑤第17回共同組織活動交流集会 in東京
２0２４年、 6年ぶりの対面集会となった第16回
共同組織活動交流集会 in岡山は1700人が参加し、
コロナ後で悩み苦労しながらも、いきいき楽し
くとりくんでいる姿が伝わり、同じ思いで実践
していることへの共感と学び合いがひろがりま
した。
第１７回共同組織活動交流集会は、２０２６年 ９ 月
２７～２８日に「人にも地球にもやさしい、平和な
社会を共同の力で実現しよう～医療・介護を守
り、安心して住み続けられるまちづくりのため
に～」をテーマに、東京ビックサイトで２０００人
の参加をめざして開催します。
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第 ７節　民医連（全国組織）の強みを生かし、より良い
運営に向けて

（ １）�「県連の備えるべき ７つの役割」と県連
機能の強化、地協の役割

全日本民医連は４６回総会方針で、すべての県
連が標準的に確立する機能として第３５期第 ２回
評議員会で提起していた県連機能ミニマム（案）
を「県連の備えるべき ７つの役割」として各県
連の機能強化の方針とすることを確認しました。
それらの機能とは、①全国方針の討議・具体化、
理事会機能と機構の整備、②県連長期計画の策
定、経営の掌握と指導・援助、共同事業の推進、
③県を代表する運動組織、④共同組織の拡大交
流、『いつでも元気』の普及、⑤職員育成、教
育事業の推進、⑥医師問題での前進、医師養成
の地協的共同、⑦民医連組織を守る、であり、
すべての県連が自らの県連機能と照らし合わせ
課題を明確にし、あらためて強化に向けてとり
くむことを呼びかけます。県連機能強化の観点
から、県連の役員や事務局員の位置づけ、配置
を法人としてしっかり一致させることも重要で
す。綱領と方針に結集する県連の機能と仕組み
の整備をすすめましょう。地協運営委員会や地
協事務局長会議では、「県連の備えるべき ７つ
の役割」について、それぞれの県連の機能の点
検、活動を交流し、レベルアップをはかりまし
ょう。平和、人権をめぐる情勢はまさに激動で
あり、それらはすべて県を代表する運動組織で
ある県連にとって重要なテーマとなります。経
営、人材確保など事業活動を取り巻く環境も厳
しさを増しており、事業所・法人だけでは突破
できない県連的課題です。対応する課題の大き
さによっては地協的課題と位置づけ対応するこ
とも重要です。さらに、全国的なスケールメリ
ットを生かしたとりくみについてのいっそうの
検討も行います。
民医連綱領改定から４４回総会までの歴史をま
とめた『無差別・平等の医療と介護・福祉』（仮
称）の編さんが終了しました。４７期の早い時期
に刊行します。

（ ２）�ジェンダー平等、多様性を尊重した組織
へ

ジェンダー平等、多様性の尊重は世界の人権
保障の流れであり、組織の持続可能性からも民
医連こそめざすべきです。「国際基準の人権」
を原則とし、「ケアの倫理」や SDHの視点か
らも現場や地域で直面する人権侵害を社会に訴
えながら、自らの組織が人権尊重責任を果たし
ているか問い続けましょう。それは旧優生保護
法問題における「なぜ気づかなかったのか」と
いう反省をふまえた実践でもあります。４６期は、
専門部会の時間内開催や評議員会の土曜日開催
などより参加しやすい会務運営を心がけました。
また、ジェンダー平等・多様性のある全日本民
医連の役員構成をめざし、各地協、県連と協力
してとりくみました。引き続き、とりくみを具
体化しましょう。

（人権と倫理センターからの発信の強化）
人権と倫理センターからの学習企画やニュー
ス発信などにより、４６期のケアの倫理の学びが
全国にひろがりました。来期も、「ケアの倫理」
「国際基準の人権」の学びの継続を呼びかけま
す。国連が日本に対し繰り返し勧告している人
権保障に不可欠な ３つの基盤整備（注５３）など、
幅ひろい団体と連携し、日本政府が国際人権の
立場に立つよう発信を強めます。国連では高齢
者人権条約の制定作業が開始されています（注
５４）。日本高齢者大会で提起された「高齢者人
権宣言」（注５５）に学び、早期制定を求めまし
ょう。人権や倫理に関する組織内外の課題へ対
応するため体制も強化します。
（あらためて「見解」の学習と当事者と共同し
たとりくみを）
あらためて「旧優生保護法下における強制不
妊手術問題に対する見解」の学習にとりくみま
しょう。合わせて最高裁判決や基本合意の意義
と内容、障害者権利条約と総括所見（２０２２年 ９
月）について学び、障害観（社会モデル・人権
モデル）や障害者の人権、当事者の視点につい



57月刊民医連資料　別冊（２０26年 4 月）

て理解を深めましょう。当面の焦点は被害者へ
の補償です。新たな補償法の申請が少数にとど
まっているなか、福岡、熊本県連では障害者団
体、サポート弁護士と協力し、学習会や申請に
必要な診断書作成への支援がすすめられていま
す。きょうされんなど地域の障害者団体、支援
者組織との連携を強め、学習や補償法の申請支
援、都道府県に補償法の周知を求めるなど共同
したとりくみを追求しましょう。優生思想に基
づく差別をなくし、個人の尊厳と多様性が尊重
される社会の実現をめざし、当事者とともに行
動していきましょう。

（ジェンダー委員会の設置）
今期、人権と倫理センターの下にジェンダー
委員会を設置、その後四役直轄となりました。
多職種から構成され、女性差別撤廃委員会総括
所見をふまえた答申を提出するとともに、全日
本民医連の四役・理事会におけるパリテの実現
を提案しました。家庭内でケア責任（育児・介
護など）を担いやすい職場づくり、柔軟な会議
設定、活動のあり方などさらに職場改革が必要
です。４７期もひきつづき、総括所見の全面実施
を国に求め、組織内にも「国際セクシュアリテ
ィ教育ガイダンス」（注５６）にもとづく包括的
性教育、アンコンシャス・バイアス（無意識の
偏見や思い込み）を取り除くための学びなどを
よびかけ、学習資材も準備します。

（SOGIE のとりくみをひろげよう）
SOGIE コミュニティは、「誰もが安心できる
医 療・ 福 祉 」 を 発 信 し、「SOGIE Comm.
Times」の定期発行、HP開設、職員限定オー
プンチャット（LINE）を整備し、今期「SOGIE
とりくみ交流集会」を初開催しました。 ２年続
けてブースを出展したTokyoPride では、来場
者の声を付箋で集めた掲示板が反響を呼びまし
た。民医連職員への意識調査（回答６３９５件）は
学術的価値から国際誌掲載が決定し、現状と課
題を科学的に把握する基盤となりました。トラ
ンスジェンダーへの適切な医療にかかわる医療
従事者のすそ野をひろげることを目的に「トラ
ンスジェンダーの健康と医療に関する研究会」
が設置されました。関東や北関東では地協単位
で交流イベントを開催しました。さらに各地協

で交流をひろげましょう。各県連や事業所でも、
SOGIE に関する委員会などが設置され、プラ
イドパレードへの参加、問診票やトイレ改善、
制服や福利厚生の見直しなどがされています。
各県連で委員会を確立するなど位置づけを明確
にしましょう。LGBTQの人びとの人権を守る
アドボケート（擁護、代弁）活動を展開しまし
ょう。

（ ３）災害対策強化のとりくみ

（能登半島地震から ２年・豪雨災害から １年 ３
カ月）
能登半島地震発生から ２年経過しました。公
費解体はようやく完了の見通しですが、インフ
ラ本復旧は２０２６年度に食い込む想定です。山間
部や沿岸部など復旧されないまま捨て置かれた
ような地域も少なからず存在します。著しい人
口流出は医療・介護の全面再開にも影を落とし、
狭小仮設住宅での生活は被災者の健康状態にも
大きな影響をおよぼしています。仮設住宅の入
居期限は ３年に延長されましたが、災害公営住
宅の着工はごくわずかです。入居できるころに
は高齢でとても独居は無理、自宅跡地は危険区
域とされて再建不可、わずかな損壊程度の差で
補助をまったく受けられないなど、先の見えな
い不安と機械的な線引き施策により被災者間で
分断される構図となっています。災害関連死の
認定は２０２４年１２月２６日時点で４７５人、犠牲者総
数は７０３人となりました。
発災から ５カ月間で全国からのべ３２１人が医

療・心理・事務支援および訪問活動に参加しま
した。同年 ９月に発生した豪雨災害にものべ
３５１人が支援に参加し、のべ２３９人が秋の訪問行
動に参加しました。継続した活動のなかで、支
援者であり被災者でもある被災県連職員へのケ
ア、支援受け入れ負担を軽減する現地コーディ
ネーターの重要性なども明らかになりました。
２０２４年１１月には石川で被災地県連懇談会を開催
し、被災者の声を聴き、ニーズに応答し、地域
ぐるみの制度改善運動や長期支援の必要性とと
もに災害の経験を教訓化し継承することの重要
性を阪神・淡路大震災から３０年を踏まえて確認
しました。
石川民医連は、２０２５年 ６ 月末で打ち切りとな
った医療費窓口負担・介護サービス利用料免除
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の再開を求めて諸団体とともに署名や実態アン
ケートにとりくんでいます。昨年末までに署名
は ２万５０００筆を超え、受診の我慢や中断、通院
のために生活費を切り詰めるなどの実態や切に
免除再開を求める声も多数寄せられました。能
登 ３市 ３町議会では免除再開への支援を国に求
める意見書も採択されました。住み続ける権利
を保障し、いのちとくらしをささえるのは自治
体と国の責任です。石川民医連は、石川県およ
び国に対して免除再開を求める署名の提出と要
請行動を予定しています。権利侵害の実態や運
動課題を教訓に、長期的な構えで、各地で起き
うる災害への備えとすることが求められます。

（４６期のMMAT委員会のとりくみ）
４６期MMAT委員会は、能登半島地震（２０２４
年 １ 月 １ 日）、日向灘地震（２０２４年 ８ 月 ８ 日）、
能登半島豪雨（２０２４年 ９ 月２１日）、大船渡森林
火災（２０２５年 ２ 月）、カムチャッカ地震（２０２５
年 ７ 月）、熊本の大雨（２０２５年 ８ 月）や、台風
や線状降水帯による被害など、全国で相次ぐ災
害への対応と支援にとりくんできました。
２０２４年 ８ 月の日向灘地震では、初の「南海ト
ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表され、
臨時のMMAT委員会をへて備蓄・非常電源・
連絡体制・EMIS（注５７）環境などの点検を全
国に呼びかけました。２０２５年 ８ 月、記録的大雨
により県内で大きな災害が発生した熊本民医連
は、早急に災害対策本部を設置し、社協からの
依頼を受けボランティアセンターでの救護活動
や住民支援を展開し、のべ１２１人が活動に参加
しました。２０２５年１０月には南海トラフ地震や首
都直下地震などの大規模な広域災害をテーマと
した学習・交流集会を開催し、３２県連７２人が参
加しました。揺れや津波からいのちを守るため
の行動、耐震化による直接死の防止、避難所環
境改善による関連死の防止の重要性が報告され、
ハザードマップを用いた地協ごとのワークショ
ップでは災害想定や支援・受援のあり方、広域
災害を想定した対策や経験交流をすすめていく
ことの重要性が確認されました。
２０２５年１２月 ８ 日、青森県東方沖で発生したマ
グニチュード７.５、最大震度 ６強の地震で、日
本海溝・千島海溝沿いで大地震が発生する可能
性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸

沖後発地震注意情報」が初めて発表されました。
震源に近い八戸の事業所では、発災時の職員・
利用者・共同組織の安否確認など、BCPに沿
った対応が実施され、防災のとりくみとして地
域のハザードマップ掲示などもすすめられまし
た。MMAT委員会は、地域のハザードマップ
や避難所の確認をうながす通達を発出しました。
防災対応を呼びかけるとともに、現実的な
BCPと BCM構築、県連レベルの情報統制、自
治体避難計画の確認も急務となっています。

（４７期にむけて）
この間、各地でさまざまな災害が発生し、被
災された人びとの生活再建に向けた権利保障が
重要な課題となっています。被災者の人権を回
復するためには、長期的な視点に立った災害支
援が求められます。生活再建に関する制度、医
療費窓口負担に伴う受診控えやアクセスの問題、
社会保障制度と災害救助法、生活再建支援制度
などに内在する構造的課題については、災対連
などと協力しながらとりくみを継続していきま
す。自治体では、大規模災害の発生を見据え、
被災地の復旧方法をあらかじめ定める「事前復
興計画」の策定がすすめられています。しかし、
２０２５年 ７ 月末時点（国土交通省報告）では計画
を策定した自治体は ２ ％（３３地方公共団体）、
着手率は６７％となっています。事前復興計画は、
復興まちづくりの基本方針や実施方針を定める
重要な計画であり、各自治体のとりくみ状況や
計画内容を確認し、必要な要請を行うことが求
められます。
南海トラフ地震や首都直下型地震など、今後
発生が想定される大規模災害への備えとして、
全日本民医連本部機能、地協、県連における災
害対応力の強化が必要です。また、この間の災
害対応を踏まえ、民医連にとっての災害救援活
動は、『困ったところに民医連あり』の民医連
綱領の実践としての確信とともに、全日本民医
連の災害救援活動指針やMMAT活動基本方針
の改訂をすすめ、各県連・事業所で得られた経
験や教訓をつなぎ、被災地県連の懇談と交流を
継続していきます。

（ ４）病院長会議

４６期の病院長会議は、 ４カ月に １回、全 ５回、
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病院長に加えて事務長、総看護師長（病院看護
部長）も加えた病院三役を対象に開催し、全日
本民医連理事会方針の共有と全国の経験の交流
をはかり、国会議員要請行動を行い、現場の実
態を伝えました。病院委員会は、すすんだとり
くみを学ぶことを目的に、富山協立病院、京都
民医連中央病院、佐久総合病院（JA長野厚生連）
を訪問しました。４７期も全国の病院幹部を対象
にした企画を検討します。

（ ５）共済活動

全日本民医連共済では、新たに『民医連の共
済』パンフ２０２６年版を発刊します。民医連共済
では、法人と職員の会費で、災害で被災した職
員の見舞金などの給付と職員の健康増進や交流
活動、慰労金給付の事業を行っています。法人
の幹部集団の世代交代がすすむなかで、設立当
事者である民医連と民医連共済の関係、民医連
運動における共済活動の意義と役割を、あらた
めて確認しながら継承していくことが求められ
ています。共済パンフの学習を通して、共済の
理念・目的・歴史をあらためて共有し、２０２６年
度に提案予定の慰労金制度改定案への理解を深
めましょう。そのために共済事業で連帯と団結
をひろげていきましょう。

（ ６）国際活動

４６期は交流のある海外の医療機関、団体、個
人との交流、また国際的な人道危機に対する支
援の呼びかけを中心とした活動を行いました。
韓国からは定期総会、民医連全国青年ジャンボ
リーの参加の他、学生、職員の研修受け入れ ７
回、WEBでの交流、学術・運動交流集会テー
マ別セッションでの発言、原水爆禁止世界大会

民医連参加者交流集会での現地交流など活発な
交流が行われ、韓国社会的医療機関連合会の総
会、学術大会への参加などで役員が訪韓しまし
た。キューバ視察は２０１９年以降中断していまし
たが、２０２５年 ６ 月役員 ４人が訪問、交流しまし
た。また、元ベトナム政治囚健康診断実施の依
頼があり対応しました。ECOSOC（国連経済
社会理事会）へ２０２４年 １ 月に ４年ごとの報告書
を提出しました。
高齢化がすすむ韓国での歯科訪問診療制度の
検討状況を参考に、民医連歯科と健康社会のた
めの歯科医師会で訪問歯科のシンポジウムをオ
ンラインで行いました。今後も訪問歯科制度の
改善に向けて交流を行っていきます。

（ ７）広報活動

広報部は公式X、Facebook、インスタグラ
ムを活用した情報発信、ホームページのリニュ
ーアルを実施しました。課題別に動画を作成し
て SNS で活用しました。１０についてはCEOで
あるイーロン・マスク氏の姿勢や資質を踏まえ
参加の是非を検討しましたが、そういった媒体
のなかで民医連の立場での発信をすることの意
義を確認し継続しました。フォロワー数は、X
６１０２、Facebook１９２１、TiKTok９９９、インスタ
グラム５９６です。メールマガジンの配信も新た
に開始し、現在毎月メディアを含め１３９件へ送
信しています。４７期は公式 SNS の質量ともに
発信力の充実、ホームページの運用の課題、メ
ールマガジンの活用などにとりくみます。その
ためにも、各地の活動と全国での民医連の活動
を結びつけること、発信・拡散する人を大幅に
増やすとりくみをすすめます。

おわりに

今、戦後国連を中心に提起され国際社会が獲
得してきた規範や日本国憲法の理念が危機にさ
らされている社会状況のなか、医療や介護が、
これまで経験したことのない切り捨てにさらさ
れ、社会保障を権利として認めない動きが強ま
っています。
「困っている人がいたら、見て見ぬふりはで

きねえべ」。
この言葉は、１９６６年 １ 月に設立された岩手県
内初の働く者の医療機関、盛岡民主診療所の初
代所長・吉田久さんの口ぐせでした。岩手の医
療・介護運動、そして民医連運動は、どんなに
困難な情勢のなかでも、この言葉を座右の銘と
して歩んできました。『盛岡医療生協４０年史』
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にも、その姿勢が記されています。
農民や地域住民とともにたたかい、１９５５年に
は岩手県内の全市町村が全国に先駆けて国民健
康保険を実施しました。さらに１９６０年には沢内
村で、６５歳以上の国保１０割給付（外来）を実現
し、翌年には６０歳以上と乳児へと対象をひろげ、
１９６２年には乳児死亡ゼロを実現してきました。
これらの歩みは、私たちが追い求めてきた「い
のちの平等」と重なり合うものです。
大軍拡へと突き進み、戦争する国づくりへの
深刻な逆流のなか、私たちは憲法を守りぬける

のかの歴史的岐路に立っています。第４６期、全
国のなかま、そして共同組織のなかまと手を取
り合い、いのちとくらしを守る私たちは、戦争
という愚かな行為を拒み続けてきた誇りある社
会を守り抜いてきました。無差別・平等の医療
と福祉をめざし続けてきたその喜びを、必ず未
来のなかまたちへと紡ぎ、平和憲法を守りぬい
て次期４８回総会の開催地、大阪に集いましょう。

� 以　上
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用 語 解 説用 語 解 説

第４7回定期総会運動方針

注 １　排外主義�外国人や異なる文化・価値観
を持つ人びとに対する一方的な不安から、非合
理的・感情的な嫌悪や敵意に基づき、その人々
の存在・尊厳・人権を認めず、排除・排斥しよ
うとする考え方。

注 ２　DEI�Diversity：ダイバーシティ（多様性）、
Equity：エクイティ（公平性）、Inclusion：イン
クルージョン（包摂性）のこと。多様性を認め、
誰もが公平な扱いを受け、受け入れられる社会
や組織をめざすこと。近年、国際的にこの DEI
のとりくみがひろがっており、日本企業でもと
りくむ例が増えている。

注 ３　MAGA（Make America Great Again）�「ア
メリカを再び偉大な国に」という意味の選挙・
政治スローガン。トランプ政権のシンボルで「ア
メリカ第一主義」「自国優先主義」の政策の背
景にある。

注 ４　モンロー主義�18２3年アメリカのジェー
ムズ・モンロー大統領が提唱した外交原則。「ア
メリカは欧州の争いには関与せず、欧州も南北
アメリカ大陸に干渉しない」という、西半球に
おけるアメリカの優位性を求める概念。「アメ
リカの孤立主義」とも呼ばれた。

注 ５　50年勧告�1950年10月に社会保障制度審
議会が内閣総理大臣に提出した「社会保障制度
に関する勧告」。憲法２5条（生存権の保障）の
理念に基づき、社会保障制度の全体像と体系を
しめしたもので、この勧告に基づき、その後の
生活保護法（1950年制定）をはじめとするさま
ざまな社会保障関連法が整備された。国民の生
存権に対する政府の責任を明確にしめしたこと
が特徴。

注 ６　ケア労働（再生産労働）�再生産とは人
が生まれてから死ぬまでの生命の再生産にかか

わる家事、育児、介護、看護などすべての人間
的諸活動を意味し、それにかかわる労働は再生
産労働とも、ひろくケア労働とも呼ばれる。

注 ７　WHOの提言�WHO（世界保健機関）は、
新型コロナのパンデミックの教訓を踏まえ「強
靭で将来に適した保健システム」を構築し、「健
康関連の持続可能な開発目標」を達成するよう
呼びかけ、医師・看護師などの保健人財の確保
は目標達成に欠かせず、「適切な技術をもった
人材が適切な場所に、適切な数、働いている」
ことが必要な条件とされる（第1４次総合事業計
画２0２5～２0２8年）。

注 ８　２0２0年代の ４課題�●平和、地球環境、
人権を守る運動を現場から地域へ、そして世界
に、●健康格差の克服に挑む医療・介護の創造
と社会保障制度の改善、●生活と人生に寄り添
う切れ目のない医療・介護の体系と方略づくり、
●高い倫理観と変革の視点を養う職員育成の前
進。

注 ９　緊急事態条項�戦争、内乱、大規模な自
然災害など、平時の統治体制では対処できない
非常事態において、国が基本的人権を一時的に
制約し、特別な措置を講じることを可能にする
憲法上の規定。戦前の日本では大日本帝国憲法
に同条項が定められ、戦時体制づくりのために
権力が濫用され、国民の基本的人権の制約や人
権弾圧が行われた。戦後、その反省に立ち日本
国憲法には、民主政治を徹底し、国民の権利を
十分に守るために緊急事態条項を設けていない。

注１０　スパイ防止法制�「国家機密」の漏洩（ろ
うえい）を防ぎ、違反した人に刑事罰を科す。
自民、維新、参政党、国民民主などが早期成立
をめざしている。「スパイ防止」のために、国
民を監視する機能の強化も検討されている。言
論を弾圧し、戦争国家体制づくりをねらったも
のとして批判されている。1985年に自民党政権
が提出したスパイ防止法案は、最高刑が死刑だ
った。

注１１　非核三原則�日本政府は核兵器を持たず、
つくらず、持ち込ませずという 3つの原則のこ
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と。沖縄返還前の1971年11月「非核兵器ならび
に沖縄米軍基地縮小に関する衆議院決議」によ
り、政府はこの非核三原則を遵守するとともに、
沖縄返還時に適切なる手段をもって、核が沖縄
に存在しないこと、ならびに返還後も核を持ち
込ませないことを明らかにする措置をとるべき
である、として国是としている。なお、核兵器
の製造や保有は、原子力基本法の規定でも禁止
され、さらに核兵器不拡散条約（NPT）により、
非核兵器国として、核兵器の製造や取得をしな
いなどの義務を負っている。

注１２　存立危機事態�２015年に成立した安保法
制において新設された「存立危機事態への対処」
の 3要件の一つで、「我が国に対する武力攻撃
が発生したこと、又は我が国と密接な関係にあ
る他国に対する武力攻撃が発生し、これにより
我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及
び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危
険があること」、そしてこの事態を排除し、わ
が国の存立を全うし、国民を守るために他に適
当な手段がないことが確認された場合には集団
的自衛権を発動し、自衛隊による武力行使が可
能になるとされている。

注１３　核の傘�核兵器がもつ破壊力により、核
兵器をもっている他国を脅し、核攻撃を思いと
どまらせ、自国防衛に利用するのが核抑止の考
え方。このとき防衛する範囲を自国だけでなく、
自国と軍事同盟を結んでいる国にまで拡大する
ことを拡大抑止と言い、「核の傘」はその通称。

注１４　武器輸出三原則�次の三つの場合には武
器輸出を認めないという政策。①共産圏諸国む
けの場合、②国連決議により武器等の輸出が禁
止されている国むけの場合、③国際紛争の当事
国またはそのおそれのある国向けの場合。（佐
藤栄作総理〈当時〉が衆院決算委（1967・ ４ ・
２1）で答弁）

注１５　第二次安倍政権の「防衛装備移転三原則」
�２01４年 ４ 月 1 日、「国家安全保障戦略」にも
とづき、防衛装備の海外移転に関して、武器輸
出三原則等に代わる新たな原則として、策定し
たもの。

注１６　国連の女性差別撤廃委員会（CEDAW）
�女性差別撤廃条約（Convention on the Elimination 
of Discrimination against Women）は、男女の完
全な平等の達成に貢献することを目的として、
女性へのあらゆる差別を撤廃することを基本理
念としている。女性差別撤廃委員会は毎年会合
を開き、締約国が提出する報告（同条約の履行
のための立法上、司法上、行政上の措置等に関
するもの）を検討し、勧告を行っている。

注１７　第 6次男女共同参画基本計画案�国は男
女共同参画社会基本法にもとづき、 5年ごとに
基本計画を改定している。第 6次男女共同参画
基本計画案（２0２6年度～２030年度予定）は、
２0２5年1２月に答申案が出され閣議決定される予
定だったが、専門調査会で議論されたことがな
く、原案にはなかった「旧姓（通称）使用の法
制化」が盛り込まれたため、批判が噴出し、今
後の予定は未定（２0２6年 1 月現在）。自民党と
日本維新の会との連立合意書には通称使用の法
制化法案を通常国会に提出することが盛り込ま
れていた。

注１８　Tokyo Pride�NPO法人東京レインボー
プライドが企画・運営する LGBTQ＋関連イベ
ント。プライドパレードやフェスティバルを中
心に、関連企画やプログラムが実施され、アジ
ア最大級とされる。さまざまな団体、行政、企
業などとともに考え、偏見や差別の解消につな
がるきっかけをつくり、多様な声と課題を発信
している。Tokyo Pride２0２6は 6 月に開催予定。
（同法人 HP参照）

注１９　基本合意�２0２４年 7 月の最高裁判決を踏
まえ、同年 9月、旧優生保護法下の強制不妊手
術や人工妊娠中絶の被害回復、旧優生保護法問
題の全面的な解決をめざし、原告・弁護団との
間で結ばれた。このなかで、①国は人権侵害に
対する責任を認め、深く謝罪するとともに、障
害者への偏見・差別と優生思想を根絶し、個人
の尊厳が尊重される社会へ全府省庁をあげて全
力をつくす、②すべての被害者の補償に向けて、
相談窓口、広報、補償を届けるなどの施策を実
施する、③謝罪広告など名誉回復措置、真相究
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明のための第三者機関の設置、障害者差別根絶
のための法整備、教育・啓発を行う、④原告団、
弁護団、訴訟をささえてきた支援組織と国との
定期協議を実施する－などが確認され、新しい
補償法の制定など、その後の施策の土台となっ
ている。

注２０　不法滞在ゼロプラン�「ルールを守らな
い外国人により国民の安全・安心が脅かされて
いる」として、出入国在留管理庁が、難民認定
申請の抑制や審査の「迅速化」、強制送還を加
速する「対応策」として２0２5年 5 月に策定した
施策。策定後、強制送還があいついだ。日本弁
護士連合会は声明で、ゼロプランについて「保
護されるべき外国人の人権を侵害するおそれが
高く、国際人権法に反する」と強調している。

注２１　第 7次エネルギー基本計画�国のエネル
ギー政策基本法に基づき、 3年ごとに見直すエ
ネルギー政策。昨年 ２月に閣議決定された「第
7次エネルギー基本計画」では、東京電力福島
第一原発事故以降掲げられてきた「原発への依
存度を低減させる」という文言が削除され、「原
子力を最大限活用する」方針が明記された。

注２２　国策会社「ラピダス」�日本の半導体産
業の再興をめざして２0２２年 8 月に設立された企
業。次世代の最先端半導体の国産化を目標とす
る「国策プロジェクト」として、日本政府から
多額の支援を受けている。

注２３　ドイツ「左翼党」�新自由主義政策をす
すめるドイツ社会民主党幹部に異議を唱えた党
内左派勢力が離党して結成した政治勢力
（WASG：労働と社会的公正のための選挙オル
タナティブ）に、旧東ドイツのドイツ社会主義
統一党の後継政党（民主社会主義党）が合流す
る形で２007年に結成。

注２４　BRICS�ブラジル、ロシア、インド、中
国、南アフリカで創設した国際会議。アラブ首
長国連邦、イラン、インドネシア、エジプト、
エチオピア、サウジアラビアが加盟し、計11カ
国に。

注２５　世界人権宣言�第 ２次世界大戦後、国際
社会は悲惨な戦争を繰り返さないように誓い、
国連憲章に沿って、19４8年に世界人権宣言を採
択した。第 1条は「すべての人間は、生まれな
がらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに
ついて平等である。人間は、理性と良心とを授
けられており、互いに同胞の精神を持って行動
しなければならない」とのべている。

注２６　国際人権規約をはじめとした人権諸条約
�世界人権宣言を法的な拘束力を持たせたもの
が国際人権規約（社会権規約と自由権規約）。「人
権諸条約」とは、国際人権規約に加え、人種差
別撤廃、女性差別撤廃、拷問等禁止、子どもの
権利、障害者の権利など国際条約の総称。国際
人権規約は、人権諸条約の「柱」となる条約群。

注２７　ビジネスと人権に関する指導原則�２011
年、国連人権理事会で承認された企業活動など
における人権尊重に関する原則。「人権を保護
する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」
「救済手段へのアクセス」の 3つの柱で構成。
「ビジネスと人権に関する作業部会」は２0２3年
8 月、日本政府、自治体関係者、企業、市民社
会組織、業界団体、労働者など広く面談し課題
を公表。マスコミは「ジャニーズ性加害問題」
を大きく扱ったが、「女性、障害者、先住民族、
技能実習生、LGBTQの人びと」など、リスク
にさらされているグループへの不平等と差別の
構造を多岐にわたり指摘した。日本は「ビジネ
スと人権に関する行動計画」（２0２6-２030）を改
訂予定。

注２８　社会的包摂�年齢、性別、性的指向、性
自認、障害の有無、人種、国籍などにかかわら
ず、誰もが社会の一員として排除されず、互い
にささえ合える社会をめざす考え方。貧困や孤
立、差別などにより社会から疎外される社会的
排除の反対の概念であり、すべての人の尊厳が
尊重される環境を社会全体でつくることを目的
とする。

注２９　人権・倫理の「タイムアウト」�第４6期
人権としての社保運動交流集会で提起した、社
保運動・政策部の造語。本来、「タイムアウト」
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は、患者の安全確保のために、手術前の短時間、
手術チームの全メンバーがいっせいに手を止め
て、患者や手術の部位などを最終確認すること
を意味する。医療・介護の現場での気づきを共
有することは、社保運動の大切な第一歩であり、
日常業務のなかで「おや？」「なぜ？」と気づ
いたことを、職場で共有し対話して、人権・倫
理に意識を向ける時間をつくろうという提起。
その気づきからソーシャルアクションにつない
でいく。第４6期医療介護倫理交流集会や、第４6
期介護・福祉責任者会議、第４6期職員育成活動
全国交流集会でも提起している。

注３０　簡便なアセスメント�OHAT（Oral Health 
Assessment Tool）は、高齢者の口腔健康状態を
簡便かつ客観的に評価できる国際的なスクリー
ニングツール。口唇・舌・歯肉・唾液・義歯な
ど 8項目を 3段階で採点し、口腔の問題を早期
に発見できる。２005年オーストラリアで開発さ
れ、その目的は、誤嚥性肺炎などのリスクを早
期に把握し、適切な口腔ケアや歯科介入を促す
ことにあるとされている。

注３１　認知症基本法�２0２４年 1 月 1 日施行。認
知症になったら何もできなくなるというとらえ
方から離れ、認知症になっても希望をもって自
分らしくくらし続けることができるという「新
しい認知症観」をしめしたことが特徴。「 7つ
の基本理念」（認知症の人の権利、認知症に関
する正しい知識と理解、障壁の除去、参画と個
性・能力の発揮、継続的な保健医療、福祉サー
ビスの提供、家族への支援、社会参加と研究成
果の享受、総合的なとりくみの推進）を掲げ、
その実現に向けた具体的施策推進のための計画
策定や、国、地方自治体をはじめとする関係者
の責務が規定されている。認知症の人に限らず、
国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮
し、相互に人格と個性を尊重しつつささえ合う
「共生社会の実現をめざす」としている。

注３２　民医連の介護・福祉の理念�２01２年1２月
の理事会で確認。以降日常のケア実践や職員養
成、介護ウエーブなど、介護・福祉分野の活動
の礎となってきた。綱領の実現と憲法が輝く社
会をつくるために、地域に生きる利用者に寄り

添い、その生活の再生と創造、継続をめざすこ
とを掲げ、「利用者のおかれている実態と生活
要求から出発する」「利用者と介護者、専門職、
地域との共同のいとなみの視点をつらぬく」「利
用者の生活と権利を守るために実践し、ともに
たたかう」の「 3つの視点」を土台に、「無差
別・平等の追求」「個別性の追求」「総合性の追
求」「専門性と科学性の追求」「まちづくりの追
求」の「 5つの目標」をしめしている。

注３３　高齢者優遇論�税制や年金制度、医療費
の自己負担割合など、社会保障制度において高
齢者が優遇されているために、現役世代が負担
を強いられている、とする主張。全世代の社会
保障への公的負担（特に医療費）を抑制して、
大企業の税制優遇や軍事費拡大をすすめたい政
府や財界の思惑により流布され、世代間の分断
や対立を生んでいる。しかし、低年金や医療費
負担増などによって、高齢者の生活実態は決し
て優遇されているとはいえない。税金の使い方
を改め、社会保障への公的負担をふやし、すべ
ての世代が安心してくらせる社会保障制度を実
現することが求められている。

注３４　80/80（Eighty/Eighty）�２0２４年 ４ 月にス
タートした「医師の働き方改革」の時間外労働
の上限は最低水準でも過労死水準の月80時間と
なっている。また、２0２４年1２月に政府が発表し
た「医師偏在対策に関するとりまとめ」では、
診療所医師の引退の前提は80歳となっている。
政府は今後、日本の医師は余るとし、医学部定
員削減を進めようとしているが、上記のような
自己犠牲的な医師の働き方が前提となっている
ことおよび医師不足を可視化するため、過労死
水準の月80時間の時間外労働と引退の前提は80
歳の ２ つの数字をいかし「80/80」とし、運動
を推進した。

注３５　日本原水爆被爆者団体協議会�1956年結
成。広島・長崎で原爆の被害を受けた被害者の
生存者（被爆者）によって都道府県ごとに結成
されている被爆者団体が加盟している全国組織。

注３６　NPT再検討会議�NPTは1970年発効の
核兵器の不拡散に関する条約（Treaty on the　
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Non-Proliferation of Nuclear Weapons：NPT。 核
不拡散と核軍縮、原子力の平和的利用の 3本柱。
日本を含む約190カ国が加盟。再検討会議は 5
年に 1回開催し条約の義務や過去の合意の実施
状況、将来の行動計画などについて議論し最終
文書の採択をめざす。

注３７　一般社団法人「みどりのドクターズ」�
気候変動と健康の関係に注目し、地球環境に配
慮した医療を提唱する医療従事者を中心とした
団体。温暖化対策や脱炭素の重要性を発信する
などの活動をしている。

注３８　 7つの具体的指針�「職員育成指針２0２1
年版」第 ２章「民医連における職員育成の具体
的指針」では、「担当する委員会・部署の役割
がきわめて重要であると同時に、職員育成の責
任はトップ幹部集団にあり、組織の根本にかか
わる課題として位置づけたとりくみが大事」と
して、次の 7つの具体的指針を提起している。
①各職場を職員育成の拠点に～職場教育と職場
づくり、②多職種協働による育成と各職種のと
りくみ、③全職員を対象にした制度教育、④地
域とのかかわりのなかでの職員育成、⑤青年職
員の育成、⑥トップ幹部の育成、⑦職員育成活
動の推進体制。

注３９　共同のいとなみ�医療・福祉における権
利の主体は患者・住民にあり、その権利（健康
権）を全面的に行使することを医療・介護・福
祉従事者が専門的に援助し、患者、家族がいっ
しょに疾病とたたかうことと、そうした医療を
保障するためにともに運動をすすめるという、
２つの意味がある。

注４０　育ちあいの職場づくりに必要な 8つの視
点�①患者・利用者、人権を守ることが中心に
すわっている。②使命や目標が明確になってい
る。③決めたことをやりぬくことが重視され評
価される。④地域・職場の状況が共有される。
⑤変革の志がある。⑥信頼と規律がある。⑦個
人と集団の責任が明確になっている。⑧学習が
重視されている。

注４１　健康職場の 5つの視点�①適度な質的量

的負担となっている。②安全・安心が保たれて
いる。③技術的に保障されている。④使命が明
確で評価されている。⑤少数意見が保障されコ
ミュニケーションが向上している。

注４２　健康職場づくりの 7つの課題�衛生管理
者の専任化と管理部の連携、相談室や「職場復
帰チーム」の設置など。（詳細は、「健康で働き
つづけられる職場づくり」２４年改訂版）

注４３　民医連の看護の 3つの視点・ ４つの優点
� 3つの視点「患者の立場に立つ」「患者の要
求から出発する」「患者とともにたたかう」。 ４
つの優点「総合性・継続性」「無差別性」「民主
性」「人権を守る運動」。

注４４　看護師特定行為�看護師特定行為とは、
診療の補助であり、看護師が手順書により行う
場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力
並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必
要とされる38行為。２0２5年までに10万人台の特
定看護師養成を目標としていたが、２0２5年 3 月
現在、 1万18４0人（厚生労働省）。育成促進の
ため、２0２0年に認定看護師教育に特定行為研修
が組み込まれた。

注４５　民医連事務集団の 3つの役割�第 1に、
正確な実務と統計・情報管理を担い、それを通
して全職員参加の医療・介護事業と経営の前進
に貢献すること。第 ２に、無差別・平等の医療
と介護の深化・発展のために、民主的な多職種
協働と人づくりをささえること。第 3に、日本
国憲法の立場から平和と社会保障拡充の運動を
積極的にすすめ、共同組織とともに安心して住
み続けられるまちづくりの活動の推進者となる
こと。

注４６　医学対活動の困難の要因�第４6期第 ２回
評議員会にて、医学対活動が困難に直面してい
るとの現状認識を行い、困難の要因を 6点（①
コロナ禍での活動制限から、担当者配置が縮小、
②マッチング定数削減により特に都市部では定
員が埋まりやすい傾向があり、奨学生確保に消
極的な声がある、③卒後の進路に制限のある地
域枠入学者の増加により、奨学生対象者の減少、
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④事務職員の育成・採用の課題、配置後の組織
的フォローの不足、⑤医師体制の厳しさ・多忙
さ、医師の医学対活動への参加困難、⑥経営難、
医療構造の転換期において、幹部が目の前の課
題に追われ、長期的な視点・オール民医連の視
点に立てない）あげた。

注４７　大切文書�第４3期運動方針で医師政策策
定の提起として作成された「未来に向かって民
医連の医師と医師集団は何を大切にするのか」
の略称。「大切文書」は、1998年の「民医連の
医師・医師集団は何をめざすのか」からの約２0
年の医療をめぐる変化と民医連運動、私たちの
現在地を確認し、これから何をするのか、その
ためにどのような医師集団をつくるのかを提起
した。

注４８　 1・ ２・ 3大作戦�２0２3年度医学生委員
長会議の問題提起で、今後の奨学生獲得に向け
た運動として提起された。各県連の奨学生空白
学年が多いことから、まずは 1学年ゼロ人を克
服し、その学年に「 1人」の奨学生を誕生させ
ること。基幹型臨床研修病院を有する県連は 1
学年に最低「 ２人」、そして学生は集団で成長
することから「 3人」の奨学生集団とすること
を提起。

注４９　広域型連携プログラム�２0２6年 ４ 月から
実施される医師臨床研修のプログラムで、政府
の医師偏在対策の一つ。「医師多数県」とされ
る基幹型臨床研修病院に採用された研修医が、
「医師少数県」とされる県などにある臨床研修
病院で２４週以上研修するプログラム。対象人数
は「医師多数県」の募集定員上限の 5％以上。

注５０　コケコ宣言�新潟民医連医師集団のとり
くみ。県連医師委員長を先頭に「よりよい医師
集団」づくりのために、まずは県連内の全医師
と面談し想いを共有しようという議論から出発。
全医師面談から導き出された特徴をもとに、よ
りよい医療を実現するために新潟民医連の医師
が大切にする 3つ（①心のこもった診療を行い
ます、②健全な組織風土を醸成します、③後継
者育成に力を入れます）の頭文字をとってコケ
コ宣言とした。

注５１　必要利益�法人・事業所を継続的・発展
的にすすめていくために必要とする利益水準の
こと。「必要利益」は、法人が中長期的に必要
とする資金需要等を考慮して策定した中長期経
営計画（利益計画と資金計画）にもとづき算定
される。算出方法は、経営維持に必要な資金残
高（手持ち現預金）を確保するために、まず資
金支出である資金の使途を認識し、資金繰りの
観点から確保すべき利益を逆算的に算定する。
したがって、中長期経営計画の策定なしに真の
「必要利益」を算定することはできない。

注５２　予算管理テキスト�「事務職員の手引き」
の続編として２0２２年 ２ 月に発行した、全職員に
予算管理の意義やしくみを理解してもらうため
のテキスト。民医連統一会計基準がすべての法
人・事業所が従うべき基準とされて以降、実践
のなかで積み上げられた、民医連の予算管理の
到達点でもある。この間、経営のための「基礎
的課題」のひとつとして、法人・事業所での予
算管理の見直しを含む活用を呼びかけている。

注５３　 3つの基盤整備の実現�①国内人権機関
設立、②国際人権諸条約の選択議定書批准、③
包括的差別禁止法制定のこと。国内人権機関は
政府から独立した人権機関で、人権条約実施の
推進、立法や行政への提言、調査・救済などの
役割がある。日本は国連から幾度も勧告されな
がら実現を怠ってきた。選択議定書は各人権条
約を実効性のあるものにするため個人が人権侵
害を委員会に直接訴える「個人通報制度」など
を追加する付属条約。包括的差別禁止法は人種、
性別、障害、性的指向などによる差別を職場・
学校・地域・家庭など社会のあらゆる場面で禁
止し、救済措置も設ける法律。複雑に絡み合う
差別の実態に対応する包括的な枠組み。

注５４　高齢者人権条約の制定作業�国連におい
て、女性、子ども、障害者につづき、高齢者の
権利条約制定に向けた作業がすすめられている。
２0２5年 ４ 月、ジュネーブで開催された国連人権
理事会で、高齢者の人権に関する国際的に法的
拘束力のある文書（＝国連条約）を起草するた
めの政府間作業部会（IGWG）を設置する決議
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が採択され、２0２6年 ２ 月、 7月、10月に作業部
会が開催される予定。日本国内ではこうした国
連の動きに呼応して「高齢者人権宣言」が策定
され、学習と実践が呼びかけられている。

注５５　高齢者人権宣言�２0２２年1２月の第35回日
本高齢者大会（京都大会）で確認された。憲法
に立脚した高齢者人権保障の基本原理として
「尊厳」「独立」「参加」「ケア」「自己実現」の
5つを掲げ、「年齢による差別の禁止・女性高
齢者など、差別を受けやすい高齢者への平等な
権利保障」をはじめ、高齢者に保障されるべき
２3の具体的人権を提起しており、その実現に向
けた国・自治体・企業の責任を明記している。

注５６　国際セクシュアリティ教育ガイダンス�
ユネスコやWHOなどが作成した科学的根拠に

基づく「包括的性教育」のための国際的スタン
ダード（標準）。「人間関係」「価値観・人権・
文化・セクシュアリティ」「ジェンダー」「暴力
と安全」「健康とウェルビーイング」「からだと
発達」「セクシュアリティと性的行動」「性と生
殖に関する健康」の 8つのキーコンセプトによ
り多角的に学ぶ。日本では学習指導要領の「は
どめ規定」により「受精に至る過程」や「妊娠
の経過」を「取り扱わないものとする」とされ、
科学的で人権に根ざした包括的性教育を実施で
きない現状がある。

注５７　EMIS
EMISは「広域災害救急医療情報システム
（Emergency Medical Information System）」で、
災害時に医療機関の情報を集約・共有し、迅速
な医療支援を可能にするシステムです。
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黒
字
法
人
数

2014 45 22 2 20 23 112
2015 47 19 2 18 24 110
2016 38 15 1 19 20 93
2017 43 18 2 18 24 105
2018 46 19 3 21 21 110
2019 44 19 3 14 19 99
2020 54 20 3 20 16 113
2021 61 24 3 21 21 130
2022 56 22 3 18 20 119
2023 28 14 2 13 11 68
2024 25 8 1 12 12 58

赤
字
法
人
数

2014 18 5 1 8 11 43
2015 16 8 1 10 10 45
2016 24 12 2 7 8 53
2017 19 9 1 9 4 42
2018 16 7 0 6 8 37
2019 18 8 0 12 8 46
2020 8 7 0 6 11 32
2021 1 3 0 5 6 15
2022 6 5 0 7 7 25
2023 34 12 1 10 14 71
2024 36 17 2 11 13 79

2014年度黒字法人率 71.4 81.5 66.7 71.4 67.6 72.3
2015年度黒字法人率 74.6 70.4 66.7 64.3 70.6 71.0
2016年度黒字法人率 61.3 55.6 33.3 73.1 71.4 63.7
2017年度黒字法人率 69.4 66.7 66.7 66.7 85.7 71.4
2018年度黒字法人率 74.2 73.1 100.0 77.8 72.4 74.8
2019年度黒字法人率 71.0 70.4 100.0 53.8 70.4 68.3
2020年度黒字法人率 87.1 74.1 100.0 76.9 59.3 77.9
2021年度黒字法人率 98.4 88.9 100.0 80.8 77.8 89.7
2022年度黒字法人率 90.3 81.5 100.0 72.0 74.1 82.6
2023年度黒字法人率 45.2 53.8 66.7 56.5 44.0 48.9
2024年度黒字法人率 41.0 32.0 33.3 52.2 48.0 42.3
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経常利益率経常利益率

病院 医科診療所 歯科施設 その他事業所 職員数
２００６年 １５４（＋ ２） ５２２ １１６ ９７７ ６２,２８７
２００８年 １５１（− ３） ５２３（＋１） １１１（−５） １,０００ （＋２３） ６５,１０１ （＋２,８１４）
２０１０年 １４７（− ４） ５２５（＋２） １１１（±０） １,０１８ （＋１８） ６７,７５４ （＋２,６５３）
２０１２年 １４３（± ０） ５２０（−５） １１３（＋２） １,０４１ （＋２３） ７３,７０３ （＋５,９４９）
２０１４年 １４３（± ０） ５０９（−１１） １１４（＋１） １,０８８ （＋４３） ７７,４５６ （＋３,７５３）
２０１６年 １４１（− ２） ５０４（−５） １１５（＋１） １,０８４ （− ４） ８０,８３３ （＋３,３７７）
２０１８年 １４２（＋ １） ４９７（−７） １２０（＋５） １,０７５ （− ９） ８２,３３０ （＋１,４９７）
２０２０年 １４２（± ０） ４８９（−８） １２０（±０） １,０７１ （− ４） ８２,８０７ （＋４７７）

２０２２年 １４２（± ０） ４８６（−３） １２０（±０） １,０５２ （−１９） ８３,６１９ （＋８１２）

２０２４年 １４３（＋ １） ４７９（−７） １１９（−１） １,０３３ （−１９） ８２,１５４ （−１,４６５）
２０２６年 １４０（− ３） ４６５（−１４） １１９（±０） ９４８ （−８５） ８０,４００ （−１,７５４）

＊事業所数は毎年 １月末現在加盟数
＊職員数は前年の１０月 １ 日現在時点
＊歯科施設は、医科との併設を含みます。

全日本民医連組織概況　20年間の推移 （　 ）内は対前年差
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＊～90年は「民医連現勢調査」、95年以降は「経営実態調査」より

全日本民医連の一日あたり患者数の推移外来（人） 入院（人）
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県連名
仲間増やしと構成員現勢（２０２５．１．１６暫定値） 「いつでも元気」 参考指標

単位 ２０２５年度
拡大目標

２０２５年度末
到達目標

今年度累計増減（２０２４年 ４ 月～１２月） 現勢（２０２５
年１２月末）

最新号２０２６年 １ 月 ６ 日〆 職員一人あたり部数
拡大数 減数 純増 ２０２５年 ２ 月号 ２０２６年 ２ 月号 増減 正職員数 対比

北海道 人 ２，３０９ ５，２０３ ▲ ２，８９４ ２３６，４４８ ５，５９７ ５，２８４ ▲ ３１３ ３６０６ １．５
青　森 人 ４，２００ １０４，００９ ２，１４０ １，７２６ ４１４ １０４，１６８ ７６４ ７０９ ▲ ５５ １６７０ ０．４
岩　手 人 ２６，０００ ２５，０４６ １５７ ６４ ９３ ２５，４０９ １７０ １６５ ▲ ５ ３８８ ０．４
宮　城 両 ３７７ １，３４１ ▲ ９６４ ３２，２０７ ２，００９ １，８６３ ▲ １４６ １７７１ １．１
秋　田 人 １０５ １３２ ▲ ２７ ４，５２０ １３４ １２８ ▲ ６ １０５０ ０．１
山　形 人 ２，２００ １，３２１ １，３８９ ▲ ６８ ６９，２０２ ９３１ ９０６ ▲ ２５ １４５０ ０．６
福　島 人 ３，３００ ８０，２５４ １，４２８ １，２３９ １８９ ７９，０７３ ２９１ ２７９ ▲ １２ １１２１ ０．２
茨　城 人 ０ ０ ０ １９，１２７ ２８１ ２８０ ▲ １ ３０２ ０．９
栃　木 人 １６５ １４３ ２２ １１，９３４ ８８ ８９ １ １５７ ０．６
群　馬 両 １，８７３ １，１４０ ７３３ １０２，３９０ ４６４ ４７６ １２ １６７５ ０．３
埼　玉 人 １０，９９０ ２４６，４２９ ７，２３０ ３，７２１ ３，５０９ ２４２，８１８ ７７７ ６１４ ▲ １６３ １８００ ０．３
千　葉 両 ２０７ ９６０ ▲ ７５３ ２８，３６４ １，６４８ １，５７４ ▲ ７４ ８４７ １．９
東　京 人 ６，２７７ ７，４１１ ▲ １，１３４ ２１４，４３０ ４，７９０ ４，５０８ ▲ ２８２ ６２７３ ０．７
神奈川 人 １，８２１ １，４７０ ３５１ １３０，９２０ １，３３８ １，２７９ ▲ ５９ １７０８ ０．７
新　潟 人 １，１８０ ３３，７２１ ６２８ ８３３ ▲ ２０５ ３４，１４８ ５３８ ５２２ ▲ １６ １３０６ ０．４
富　山 人 ８００ ２５，８４２ １３１ １４０ ▲ ９ ２５，７０３ ２５６ ２１０ ▲ ４６ ３５７ ０．６
石　川 人 ７９９ １，１４６ ▲ ３４７ ５１，４６５ １，７３４ １，６５６ ▲ ７８ ８７７ １．９
福　井 人 ４００ ２１，５２１ ２２３ ２６７ ▲ ４４ ２１，８６７ ２３９ ２３９ ０ ３０７ ０．８
山　梨 世帯 ６００ ３１０ ２９７ １３ １４，４３５ ９８４ ９２３ ▲ ６１ １２２５ ０．８
長　野 人 １４５，０００ １，５０５ ２，９０６ ▲ １，４０１ １３９，７７１ ２，１５１ ２，０１２ ▲ １３９ ３１００ ０．６
岐　阜 人 ８７５ １７，４９６ １９２ ２４９ ▲ ５７ １６，６５１ ５４８ ５４７ ▲ １ ４２１ １．３
静　岡 世帯 ２６６ ４４４ ▲ １７８ １５，５０１ ６２０ ５８８ ▲ ３２ ２２４ ２．６
愛　知 人 １，５７０ ６０４ ９６６ ２１８，３５１ ８１６ ８３０ １４ ２４６８ ０．３
三　重 両 ８００ ３８，０２３ ４２２ ３４０ ８２ ３８，１１７ １２７ １１０ ▲ １７ ３２９ ０．３
滋　賀 両 ０ ０ ０ １０，８２４ ４７０ ４４４ ▲ ２６ １５１ ２．９
京　都 世帯 １，４９５ １，７１６ ▲ ２２１ ５５，２６０ ３，５３５ ３，４６７ ▲ ６８ １６００ ２．２
大　阪 両 ５，５０１ ３，０５４ ２，４４７ ３４３，１８３ ２，６３８ ２，６１２ ▲ ２６ ３１４９ ０．８
兵　庫 両 ８，０２２ １４３，７２２ １，２５０ ６８３ ５６７ １９０，２４３ １，２６９ １，２５４ ▲ １５ １７８２ ０．７
奈　良 世帯 ２，３００ ３８，６２９ ７４２ １，４１８ ▲ ６７６ ３６，４６８ １，２３０ １，１９４ ▲ ３６ １４００ ０．９
和歌山 人 １，０００ ２４，４０８ ２１７ １６７ ５０ ２３，３７３ １３５ １３４ ▲ １ ４５４ ０．３
鳥　取 人 １，３５０ ４５，０１３ ７７９ ６７４ １０５ ４４，２９１ ２０９ １９４ ▲ １５ ７６９ ０．３
島　根 人 ２，２６１ ５７，８６４ １，１１４ １，６５７ ▲ ５４３ ５６，５０６ ３１３ ２８７ ▲ ２６ １１２６ ０．３
岡　山 両方 ４，２０４ ４，８３８ ２，９３９ ２，５７２ ３６７ １３８，８９３ ６９２ ６５７ ▲ ３５ ２１９４ ０．３
広　島 人 ５，４００ ８６，１５１ ２，２１７ ２，１８３ ３４ ８２，５７２ ２１７ ２０５ ▲ １２ １１５３ ０．２
山　口 人 ４２６ ２２５ ２０１ １８，７８１ ９１ ８８ ▲ ３ ３０８ ０．３
徳　島 人 １，６００ ７０６ ５２１ １８５ ４３，８３４ １５７ １４２ ▲ １５ ３８８ ０．４
香　川 人 ２，０００ ４９，４８０ ４６５ ３４４ １２１ ４９，０６３ １８３ １６０ ▲ ２３ ５６０ ０．３
愛　媛 人 ３，０００ ４６，５２８ ６８７ ４５１ ２３６ ４６，３７５ ２８０ ２７４ ▲ ６ ３７６ ０．７
高　知 人 ５００ ４８，８８９ ２８５ ２７５ １０ ４８，９８８ ８７ ８８ １ １８３ ０．５

福岡・佐賀 世帯 ３，０７６ １００，５５０ １，５１６ ２，４１５ ▲ ８９９ ９７，９５１ ４，２３２ ４，１３５ ▲ ９７ ３８３８ １．１
長　崎 世帯 ３１９ １１，２４６ １５２ １９２ ▲ ４０ １１，３７５ ６４８ ９０ ▲ ５５８ ３４０ ０．３
熊　本 人 １７３ ３８５ ▲ ２１２ １６，６１３ １，２７４ ６３１ ▲ ６４３ ５８１ １．１
大　分 人 １，０００ ４１０ ５７７ ▲ １６７ ２６，２５９ １０１ １２６２ １，１６１ ２８３ ２．２
宮　崎 両方 １，５００ ４６，０００ ６６０ ７４５ ▲ ８５ ４６，７２３ ３６０ ３１５ ▲ ４５ ３０２ １．０
鹿児島 人 ２，８１３ ２，４９９ ３１４ １６４，９７０ １，０７１ １，０５６ ▲ １５ １１８８ ０．９
沖　縄 人 ３，５００ １００，５００ １，６７９ ７４１ ９３８ ９８，５０６ ５１３ ４６１ ▲ ５２ １３５４ ０．３

計 ９２，３７７ １，５４１，１５９ ５７，６８２ ５６，６５９ １，０２３ ３，５２８，０７０ ４７，０００ ４４，９４１ ▲ ２，０５９ ５７，９１１ ０．８
３１８ ３４０ ３４０
５６ ５８ ５８ ５９ １．０

４７，３７４ ４５，３３９ ▲ ２，０３５ ５７，９７０ ０．８
（職員数は２０２５年１０月 １ 日の職員数による）

（年間拡大目標数・到達数は、県連としては数値目標を定めていないところ、あるいは
片方だけきめているところがあります）

個人購読→
全日本→

合計部数→

共同組織関係資料①構成員現勢は２０２５年１月１日現在の数字。月次報告から作成。②『いつでも元気』は２０２５年２月号（２０２６年１月６日締）の数字。保健医療研究所への増減報告書から作成
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年度 加入数 脱退数 実増減数
１９９８年 １５８,８７８ ５６,８７５ １０２,００３
９９年 １４７,９０９ ５３,４５５ ９４,４５４
２０００年 １７４,６４１ ５９,２２２ １１５,４１９
０１年 １７５,０２０ ７２,５６１ １０２,４５９
０２年 １５８,１６７ ６３,５４６ ９４,６２１
０３年 １４５,１６０ ６５,０８５ ８０,０７５
０４年 １４９,９３２ ８７,６９６ ６２,２３６
０５年 １５３,４４２ ６５,０６４ ８８,３７８
０６年 １４３,４４１ ４５,０６４ ９８,３７７
０７年 １６４,６９６ ８７,２８２ ７７,４１４
０８年 １６８,１３５ １００,５１８ ６７,６１７
０９年 １５８,１７４ １０７,３２３ ５０,８５１
１０年 １５７,８９５ ９８,９５７ ５８,９３８
１１年 １６２,７１０ １１６,８９０ ４５,８２０
１２年 １６０,５９６ １０９,１１７ ５１,４７９
１３年 １４６,００３ １２３,５６９ ２２,４３４
１４年 １４３,８８０ １０３,９３８ ３９,９４２
１５年 １４７,９４８ ８７,７３４ ６０,２１４
１６年 １２３,２４０ １１５,０２６ ８,２１４
１７年 １１５,８４８ ９９,３８３ １６,４６５
１８年 １０５,０９９ １０１,６２９ ３,４７０
１９年 ８３,２７４ ７１,８４１ １１,４３３
２０年 ７６,８１１ ９１,１４１ ▲１４,３３０
２１年 ８５,０８１ １２０,００７ ▲３４,９２６
２２年 ７６,９１２ １２６,９３５ ▲５０,０２３
２３年 ６９,９３５ １２９,０１１ ▲５９,０７６
２４年 ７１,７０８ １１０,６５１ ▲３８,９４３

共同組織構成員拡大・脱退数（２０２４年 １ 月 ９ 日暫定値）

年間実増 到達部数 活動交流集会
２００１年 ２ 月号 ２,４５２ ４２,６９８
０２年 ２ 月号 ３,０５９ ４５,７５７ 第 ６ 回／石川（２００１）
０３年 ２ 月号 １,３６２ ４７,１１９
０４年 ２ 月号 ３,６５２ ５０,７７１ 第 ７ 回／東京（２００３）
０５年 ２ 月号 １,３３３ ５２,１０４
０６年 ２ 月号 ７２６ ５２,８３０ 第 ８ 回／岡山（２００５）
０７年 ２ 月号 ５０３ ５３,３３３
０８年 ２ 月号 ６１２ ５３,９４５ 第 ９ 回／長野（２００７）
０９年 ２ 月号 ９６７ ５４,９１２
１０年 ２ 月号 ９６４ ５５,８７６ 第１０回／長崎（２００９）
１１年 ２ 月号 １,０８５ ５６,９６１
１２年 ２ 月号 ４４０ ５７,４０１
１３年 ２ 月号 ▲１１７ ５７,２８４ 第１１回／岩手（２０１２）
１４年 ２ 月号 ▲１１１ ５７,１７３
１５年 ２ 月号 ▲４３６ ５６,７３７ 第１２回／近畿（兵庫）（２０１４）
１６年 ２ 月号 ▲５６３ ５６,１７４
１７年 ２ 月号 ３９８ ５６,５７２ 第１３回／東海・北陸（石川）（２０１６）
１８年 ２ 月号 ５０ ５６,６２２
１９年 ２ 月号 ▲３０８ ５６,３１４ 第１４回／神奈川（２０１８）
２０年 ２ 月号 ▲９３０ ５５,３８４
２１年 ２ 月号 ▲１,７３０ ５３,６５４ オンラインプレ集会（山梨）
２２年 ２ 月号 ▲１,１３８ ５２,５１６ 第１５回／山梨
２３年 ２ 月号 ▲１,６４８ ５０,８６８
２４年 ２ 月号 ▲１,６４４ ４９,２２４ 第１６回／岡山
２５年 ２ 月号 ▲１,８５０ ４７,３７４
２６年 ２ 月号 ▲２,０３５ ４５,３３９

『いつでも元気』　発行部数の推移
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3,597,7843,597,7843,597,784 3,635,2403,635,2403,635,240
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3,691,8873,691,8873,691,887
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3,451,3223,451,3223,451,322
3,642,4593,642,4593,642,459 3,557,5103,557,5103,557,510

（人） 共同組織構成員の推移（2025年12月31日現在の集計）

県連名 病院 診療所 歯科
診療所

老健
施設 合計

北海道 ９ １６ ５ ３ ３３

青　森 ４ ７ ０ ０ １１

岩　手 １ １ ０ ０ ２

宮　城 ４ ４ ０ ０ ８

秋　田 ０ ０ ０ ０ ０

山　形 ４ ２ ０ ２ ８

福　島 ２ １ ０ １ ４

茨　城 １ ２ ０ １ ４

栃　木 ０ ２ ０ ０ ２

群　馬 ４ ５ ４ ０ １３

埼　玉 ４ ８ ２ ２ １６

千　葉 ２ ８ ０ １ １１

東　京 １０ ８ ４ ２ ２４

神奈川 ３ １９ １ ２ ２５

山　梨 ３ ５ ４ ０ １２

長　野 ６ １ ０ ３ １０

新　潟 １ ４ １ ２ ８

富　山 １ ２ ０ １ ４

石　川 ２ ６ １ １ １０

福　井 １ ２ ３ ０ ６

岐　阜 １ ３ ０ ０ ４

静　岡 １ ３ ０ ０ ４

愛　知 ２ ０ ０ １ ３

三　重 １ ０ ０ ０ １

滋　賀 ０ ４ ０ １ ５

京　都 ４ ２２ １ １ ２８

大　阪 ４ ４５ ５ ２ ５６

兵　庫 ３ １４ １ １ １９

奈　良 ３ １５ ０ ２ ２０

和歌山 １ ３ ０ ０ ４

岡　山 ７ ０ ０ １ ８

広　島 １ ３ １ ０ ５

鳥　取 ２ ６ ２ ０ １０

島　根 ３ １ １ ０ ５

山　口 １ ２ ２ ０ ５

徳　島 １ ０ ０ ０ １

香　川 ２ ２ １ ０ ５

愛　媛 ２ ０ ０ ０ ２

高　知 １ １ ０ ０ ２

福岡・
佐賀 ８ １７ ２ ０ ２７

長　崎 １ ４ ０ ０ ５

熊　本 ３ ４ ０ ０ ７

大　分 １ １ １ ０ ３

鹿児島 ３ １ ０ ０ ４

宮　崎 １ ３ ０ ０ ４

沖　縄 ３ ６ ０ ０ ９

総合計 １２２ ２６３ ４２ ３０ ４５７

無料低額診療事業実施事業所数
２０２６年 １ 月１７日現在

264 458
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２０００
年
２００１
年
２００２
年
２００３
年
２００４
年
２００５
年
２００６
年
２００７
年
２００８
年
２００９
年
２０１０
年
２０１１
年
２０１２
年
２０１３
年
２０１４
年
２０１５
年
２０１６
年
２０１７
年
２０１８
年
２０１９
年
２０２０
年
２０２１
年
２０２２
年
２０２４
年

Ａ
法人 ７.４ ８.６ １０.３ １１.２ １１.８ １１.３ １１.３ １１.０ １１.３ １１.６ １１.５ １１.５ １１.７ １１.７ １１.７ １１.８ １１.９ １１.９ １１.９ １１.８ １２.０ １１.７ １１.６ １１.８

Ｂ
法人 １０.３ １１.０ １２.９ １４.７ １５.２ １６.６ １９.３ １９.１ １９.３ ２０.１ １９.９ ２０.６ ２１.６ ２２.３ ２３.０ ２３.３ ２３.６ ２４.２ ２４.５ ２４.９ ２５.５ ２４.５ ２４.２ ２５.４

Ｃ
法人 ７.９ ９.８ １２.３ １３.７ １７.７ １６.７ １５.８ １６.８ １７.３ １６.３ １６.５ １７.４ １８.９ １９.５ ２０.８ ２１.４ ２３.８ ２５.６ ２６.７ ２８.１ ３０.９ ３０.８ ３１.４ ３０.８

Ｄ
法人 １９.４ ２３.１ ２６.９ ３０.５ ３３.６ ３３.４ ３２.３ ３２.７ ３３.８ ３４.７ ３７.２ ３７.７ ４１.１ ４１.９ ４１.４ ４１.２ ４１.５ ４２.４ ４２.１ ４２.６ ４５.４ ４３.９ ４３.３ ３９.８

Ｅ
法人 １９.７ ２２.０ ２５.１ ２８.１ ３２.０ ３３.５ ３４.４ ３４.８ ３５.９ ３６.８ ３６.８ ３５.８ ３７.３ ３７.６ ３８.０ ３８.５ ３９.２ ３８.４ ３７.０ ３７.９ ４０.０ ３８.３ ３８.０ ３９.３

計 ８.３ ９.８ １１.５ １２.６ １３.３ １３.３ １３.５ １３.３ １３.７ １４.０ １４.０ １４.０ １４.６ １４.７ １４.９ １５.０ １５.１ １５.２ １５.２ １５.２ １５.６ １５.２ １５.１ １５.１
※「経営実態調査」より

介護収益／事業収益比推移（医科法人） 単位：％

２０２４年 ４ 月 ２０２５年 ４ 月

事業所数 利用者数 のべ利用
回数・日数 保険請求額 事業所数 利用者数 のべ利用

回数・日数 保険請求額

訪問介護 １９３ １０,３０３ １１９,９６８ ４５７,５９７,９１３ １９４ １０,２９４ １２０,０４９ ４６７,５９３,９６７
訪問入浴 ６ ８５ ３４０ ４,６０２,５１５ ５ ６５ ３２２ ４,４６１,８７８
予防訪問入浴 ４ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０

訪問入浴 ６ ８５ ３４０ ４,６０２,５１５ ５ ６５ ３２２ ４,４６１,８７８
訪問看護（介護保険） ２１５ １６,６４２ ９０,７５８ ６８０,８６２,２０９ ２１５ １７,３６３ ９３,２４７ ７１３,１１８,２１８
予防訪問看護 １８９ ２,３１０ １０,３０７ ６１,９９２,８７８ １８９ ２,６３６ １１,０２８ ６７,２８４,５２５

訪問看護 ２１５ １８,９５２ １０１,０６５ ７４２,８５５,０８７ ２１５ １９,９９９ １０４,２７５ ７８０,４０２,７４３
訪問リハ １１３ ３,７７９ ２１,６２６ １２７,８６４,５１３ １１５ ４,０８０ ２２,９９４ １３５,９５１,４３４
予防訪問リハ １０４ ６８５ ３,３８１ １７,４３８,８４８ １０４ ６５６ ３,４１５ １６,７７７,１１９

訪問リハ １１３ ４,４６４ ２５,００７ １４５,３０３,３６１ １１５ ４,７３６ ２６,４０９ １５２,７２８,５５３
■訪問系サービス合計 ５２７ ３３,８０４ ２４６,３８０ １,３５０,３５８,８７６ ５２９ ３５,０９４ ２５１,０５５ １,４０５,１８７,１４０
通所介護 １４８ ８,５９７ ７８,６２０ ６６４,４８１,４５０ １４４ ８,５５５ ７７,７８５ ６５６,２２０,００１
通所リハ １６６ ９,７０９ ７４,８５７ ６６６,４６８,３２１ １６４ ９,８３７ ７４,５５２ ６８２,１６２,１７９
予防通所リハ １６４ ３,５９３ １９,２００ １２７,７６６,２８５ １５７ ３,７９３ ２０,３６４ １３５,８５９,１５４

通所リハ １６６ １３,３０２ ９４,０５７ ７９４,２３４,６０６ １６４ １３,６３０ ９４,９１５ ８１８,０２１,３３２
療養通所介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

■通所系サービス合計 ３１４ ２１,８９９ １７２,６７７ １,４５８,７１６,０５６ ３０８ ２２,１８５ １７２,７００ １,４７４,２４１,３３３
短期入所生活介護（併設型事業所） ３６ ９８４ １１,０７０ １０４,５３９,３７１ ３９ １,０２９ １１,４８１ １１２,０５３,５３０
短期入所生活介護（単独型事業所） ２１ １,２６４ １５,６４５ １４６,６６６,６９３ １３ ８４７ １０,５５４ １０６,７７０,８８３
予防短期入所生活介護（併設型事業所） ２１ ２１ １４１ ８８０,２４９ ２５ ３０ １３９ １,０３０,６００
予防短期入所生活介護（単独型事業所） １７ １８ １１０ ６６６,６５３ １１ １７ ７１ ４２４,９９６

短期入所生活介護 ５７ ２,２８７ ２６,９６６ ２５２,７５２,９６６ ５２ １,９２３ ２２,２４５ ２２０,２８０,００９
短期入所療養介護 ３８ ６４０ ５,０４２ ６３,９５９,６３６ ３７ ６６０ ４,９３１ ６４,２９２,７１９
予防短期入所療養介護 ２５ ２７ ２２５ ２,５７６,１７８ ２２ ４５ ３３６ ４,１７２,７１９

短期入所療養介護 ３８ ６６７ ５,２６７ ６６,５３５,８１４ ３７ ７０５ ５,２６７ ６８,４６５,４３８
■短期入所サービス合計 ９５ ２,９５４ ３２,２３３ ３１９,２８８,７８０ ８９ ２,６２８ ２７,５１２ ２８８,７４５,４４７
特定施設入居者生活介護 １４ ４４６ １２,７９１ ８３,９００,９６１ １４ ４３５ １２,６５９ １８１,５５４,１９６
予防特定施設入居者生活介護 ９ ２２ ８４８ ２,２５９,３０５ ９ ３７ １,０７３ ３,０７０,９６８

特定施設入居者生活介護 １４ ４６８ １３,６３９ ８６,１６０,２６６ １４ ４７２ １３,７３２ １８４,６２５,１６４
福祉用具貸与 ２３ １０,０５４ １３７,０７２,６０１ ２３ １０,０１４ １３９,１３７,３３６
予防福祉用具貸与 １６ １,４３２ ８,２０４,８００ １６ １,５１１ ８,８７２,５４３

福祉用具貸与 ２３ １１,４８６ １４５,２７７,４０１ ２３ １１,５２５ １４８,００９,８７９
○居宅サービス合計 ９７３ ７０,６１１ ４６４,９２９ ３,３５９,８０１,３７９ ９６３ ７１,９０４ ４６４,９９９ ３,５００,８０８,９６４
介護予防支援事業（地域包括作成分） ７４ １０,２３０ ５８,０７５,０４８ ７５ １０,３８２ ５４,６７９,９７４
居宅介護支援事業 ３０７ ４２,４８９ ７０２,６１１,４３３ ３００ ４３,０３１ ７０６,１２２,７６９
介護予防支援＝指定居宅介護事業者として作成分 ３６ ９４５ ３,７９１,０３０ ３９ １,３７７ ５,７５９,４９９
介護予防支援＝地域包括支援センターからの委託分 ９４５ ３,７９１,０３０ １,３７７ ５,７５９,４９９
（＊再掲：特定事業所加算算定分） １１８ ２１,０８５ ４４５,４４６,７７１ １３３ ２０,４０８ ４８９,６８９,８２２

○介護予防・居宅介護支援合計 ３８１ ５４,６０９ ７６８,２６８,５４１ ３７５ ５６,１６７ ７７２,３２１,７４１
老人福祉施設 ３０ ２,２６５ ６４,６１０ ６７５,３６４,８７２ ３２ ２,３１７ ６５,５２０ ７０４,６１８,０５６
老人保健施設 ３９ ２,８９０ ７５,９７３ ９２４,６２８,１５７ ３８ ２,８１９ ７４,４００ ９２１,８４６,５５８
介護療養型医療施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
介護医療院 ７ ４５３ １２,３１４ １５２,０３１,８２９ ８ ４９０ １２,５６５ １７４,８６０,０４１

○施設合計 ７６ ５,６０８ １５２,８９７ １,７５２,０２４,８５８ ７８ ５,６２６ １５２,４８５ １,８０１,３２４,６５５
定期巡回随時対応型訪問介護看護 ３２ ８２３ ３５,２３０ １１４,２９４,５４７ ３５ ９１５ ４０,３７６ １３２,２１１,１４５
夜間対応型訪問介護 ２ ８ ４５ ３３４,８９４ ２ ８ ７０ ４８５,８７１
地域密着型通所介護 ７７ ２,３１０ １９,７９２ １７７,６９２,１３０ ７７ ２,３４６ ２０,１３４ １８３,１９０,１３４
認知症対応型通所介護 ３２ ４９９ ５,２８４ ５９,７７３,９５０ ３０ ４９０ ４,９９６ ５９,４０４,５８０
予防認知症対応型通所介護 １５ ４ ２３ １９４,９８７ １６ ８ ４４ ３１９,４１９

認知症対応型通所介護 ３２ ５０３ ５,３０７ ５９,９６８,９３７ ３０ ４９８ ５,０４０ ５９,７２３,９９９
小規模多機能居宅介護 ５０ １,０９１ ３４,６９９ ２４０,６７３,３０４ ５０ １,１０８ ３４,５５７ ２４６,１０４,５３３
予防小規模多機能居宅介護 ４１ ８５ １,３５９ ６,６０１,４１５ ４１ ９１ １,６６３ ７,７８７,６５２

小規模多機能居宅介護 ５０ １,１７６ ３６,０５８ ２４７,２７４,７１９ ５０ １,１９９ ３６,２２０ ２５３,８９２,１８５
認知症対応型共同生活介護 ６５ ８９８ ２６,３５７ ２６１,６６７,６７９ ６５ ９０１ ２５,７４７ ２６０,００２,９３６
予防認知症対応型共同生活介護 １５ ４ ２３ １９４,９８７ ３２ ２１ ９０ ７６５,８０５

認知症対応型共同生活介護 ６５ ９０２ ２６,３８０ ２６１,８６２,６６６ ６５ ９２２ ２５,８３７ ２６０,７６８,７４１
地域密着型特定施設入居者生活介護 ４ ９８ ２,８４８ ２２,５００,５８９ ４ １０２ ２,７０６ ２２,２８６,１０４
地域密着型介護福祉施設 １４ ３６２ １０,３１７ １１３,１０３,００３ １５ ３７３ １０,５５５ １１６,３１４,６０９
看護小規模多機能居宅介護 ３７ ８２３ ２１,３４８ ２４１,０４４,９５５ ３９ ８９２ ２２,５４８ ２５３,１５４,７０６

○地域密着型サービス合計 ３１３ ７,００６ １５７,３２５ １,２３８,０７６,４４０ ３１７ ７,２５５ １６３,４８６ １,２８２,０２７,４９４
総　　　計 １,７４３ １３７,８３４ ７７５,１５１ ７,１１８,１７１,２１８ １,７３３ １４０,９５２ ７８０,９７０ ７,３５６,４８２,８５４

介護保険指定事業所数・利用者数

※各年「介護事業基本調査」より
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1998年 113
1999年 107
2000年 114
2001年 122
2002年 118
2003年 98
2004年 164
2005年 197
2006年 161
2007年 146
2008年 135
2009年 143
2010年 132
2011年 123
2012年 142
2013年 140
2014年 129
2015年 141
2016年 157
2017年 155
2018年 175
2019年 165
2020年 190
2021年 183
2022年 186
2023年 187
2024年 178
2025年 175

民医連新卒医師入職数の推移
1999年卒 1,207
2000年卒 1,193
2001年卒 1,051
2002年卒 957
2003年卒 1,041
2004年卒 943
2005年卒 975
2006年卒 900
2007年卒 858
2008年卒 776
2009年卒 892
2010年卒 926
2011年卒 958
2012年卒 1,034
2013年卒 1,060
2014年卒 1,054
2015年卒 1,114
2016年卒 1,089
2017年卒 1,062
2018年卒 1,137
2019年卒 1,079
2020年卒 1,080
2021年卒 1,103
2022年卒 1,123
2023年卒 1,046
2024年卒 911
2025年卒 850

（看護師、保健師、助産師の合計）

新卒看護師受入数の推移

2019年
10月 1 日
現在

2021年
10月 1 日
現在

2023年
10月 1 日
現在

2025年
10月 1 日
現在

前回比較 直近 4年比較

増減数 前回比 増減数 前回比

医師 正職員 3,229.0 3,265.5 3,217.5 3,187.4 △ 30.1 99.1 △ 78.1 97.6
非正職員換算 1,030.2 1,178.5 1,220.3 1,258.1 37.8 103.1 79.6 106.8

歯科医師 正職員 319.9 353.4 323.1 304.4 △ 18.7 94.2 △ 49.0 86.1
非正職員換算 61.7 53.4 61.7 54.6 △ 7.1 88.5 1.2 102.2

薬剤師 2,876.0 2,851.4 2,769.2 2,662.2 △ 107.0 96.1 △ 189.2 93.4

看護

保健師 612.0 665.5 657.2 662.0 4.8 100.7 △ 3.5 99.5
助産師 407.4 388.5 373.6 392.8 19.2 105.1 4.3 101.1
看護師 22,955.8 23,369.3 23,296.7 22,291.7 △ 1,005.0 95.7 △ 1,077.6 95.4
准看護師 2,299.1 2,008.4 1,760.9 1,498.3 △ 262.6 85.1 △ 510.1 74.6
看護業務補助者 1,672.9 1,639.2 1,633.7 1,671.1 37.4 102.3 31.9 101.9

介護

介護福祉士 11,576.3 12,179.2 11,994.8 11,859.6 △ 135.2 98.9 △ 319.6 97.4
介護職員初任者研修修了者（旧
ホームヘルパー 2 級相当） 2,097.5 1,894.4 1,751.2 1,700.3 △ 50.9 97.1 △ 194.1 89.8

実務者研修修了者（旧介護職
員基礎研修及び旧ホームヘル
パー 1 級相当）

367.7 384.1 419.5 351.1 △ 68.4 83.7 △ 33.0 91.4

その他の介護職 1,655.0 1,581.2 1,204.5 1,146.0 △ 58.5 95.1 △ 435.2 72.5

歯科
歯科衛生士 833.4 824.4 843.8 844.3 0.5 100.1 19.9 102.4
歯科技工士 184.9 183.2 168.1 175.7 7.6 104.5 △ 7.5 95.9
歯科業務補助者 106.9 115.0 122.5 129.5 7.0 105.7 14.5 112.6

放射線 診療放射線技師 1,078.4 1,071.5 1,105.0 1,069.0 △ 36.0 96.7 △ 2.5 99.8
診療X線技師 3.6 9.8 1.6 2.8 1.2 175.0 △ 7.0 28.6

検査 臨床検査技師 1,700.7 1,699.7 1,667.0 1,592.6 △ 74.4 95.5 △ 107.1 93.7
衛生検査技師 2.4 8.1 1.0 3.5 2.5 350.0 △ 4.6 43.2

臨床工学技士 619.6 670.6 683.0 672.6 △ 10.4 98.5 2.0 100.3

リハビリ

理学療法士 3,710.5 3,824.2 3,916.7 3,959.0 42.3 101.1 134.8 103.5
作業療法士 2,322.0 2,394.2 2,425.0 2,400.0 △ 25.0 99.0 5.8 100.2
視能訓練士 70.6 79.3 82.0 86.7 4.7 105.7 7.4 109.3
言語聴覚士 724.9 745.8 751.2 727.3 △ 23.9 96.8 △ 18.5 97.5
義肢装具士 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

マッサージ師 15.9 12.3 13.1 8.9 △ 4.2 67.9 △ 3.4 72.4
柔道整復師 22.7 21.3 18.1 17.1 △ 1.0 94.5 △ 4.2 80.3
鍼灸師 28.7 23.1 21.2 14.8 △ 6.4 69.8 △ 8.3 64.1

栄養

管理栄養士 735.1 739.0 781.3 790.2 8.9 101.1 51.2 106.9
栄養士 166.6 162.7 150.1 141.7 △ 8.4 94.4 △ 21.0 87.1
調理師 1,117.7 1,132.0 1,123.0 1,021.1 △ 101.9 90.9 △ 110.9 90.2
調理員 842.8 950.8 787.1 813.7 26.6 103.4 △ 137.1 85.6

その他の技術員 394.9 288.6 307.3 295.1 △ 12.2 96.0 6.5 102.3

ＳＷ
社会福祉士 992.4 923.4 1,003.6 1,007.1 3.5 100.3 83.7 109.1
精神保健福祉士 142.8 135.0 134.8 148.2 13.4 109.9 13.2 109.8
その他のＳＷ 229.1 306.4 262.1 176.8 △ 85.3 67.4 △ 129.6 57.7

保育士 528.1 572.5 575.5 566.3 △ 9.2 98.4 △ 6.2 98.9
事務職員 13,058.5 13,363.9 13,204.4 12,978.9 △ 225.5 98.3 △ 385.0 97.1
その他の職員 1,827.6 1,897.6 1,897.9 1,716.8 △ 181.1 90.5 △ 180.8 90.5
合計 82,621.3 83,966.4 82,730.3 80,399.3 △ 2,331.0 97.2 △ 3,567.1 95.8
＊医師・歯科医師以外は正職員＋非正職員換算の合計数

職種別職員数の推移


